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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし始めたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（福與三郎君） 
 本日は、大変にご苦労さまでございます。 
 平成２５年身延町議会第３回定例会の開会にあたり、一言あいさつを申し上げます。 
 議員各位には何かとお忙しい中、ご出席を賜り心から敬意を表す次第であります。 
 今年は猛暑、豪雨と自然災害が多く各地では甚大な被害を受けました。９月は防災訓練等で

防災に対する意識が強くなり、自分の身は自分で守ることの大切さを痛感いたしているところ

でございます。 
 今期定例会は私たちの任期内における最後の定例会となります。提案されます諸議案は、い

ずれも重要な内容を有するものであり、議員各位には議事が円滑に進められ、慎重なご審議に

より適正妥当な結論を得られるようお願いを申し上げる次第であります。 
 また６月定例会同様、身延町議会では地球温暖化防止および節電対策実施のため上着、ネク

タイの着用は自由といたします。執行部におかれましても同様としますので、ご了承を願いた

いと存じます。 
 これから日ごとに秋の気配が増してまいります。議員各位におかれましてもご自愛の上、積

極的に地域の発展、町の発展にご尽力を賜りますようお願いを申し上げ開会のあいさつといた

します。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第１号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、 
 １番 佐野富雄君 
 ２番 柿島良行君 
 ３番 野島俊博君 
 以上３名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を議題にいたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から９月１３日までの９日間としたいと思いますがご異議ありませ

んか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 よって、会期は本日から９月１３日までの９日間に決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、町長および関係者の出席を求めたところ、お手元に

配布のとおり出席の通知がありました。ご承知をお願いいたします。 
 続きまして、６月定例会以降の議会関係行事等についてはお手元に配布のとおりでございま

すので報告をいたします。 
 次に議員合同県外視察研修が７月１日・２日に実施をされました。 
 ここで議会運営委員長が代表して報告をいたします。 
 議会運営委員長、登壇を願います。 
 伊藤文雄君。 

〇１３番議員（伊藤文雄君） 
 身延町議会議長 福與三郎殿 
 平成２５年７月３１日 

身延町議会議会運営委員長 伊藤文雄 
 平成２５年度身延町議会県外視察研修報告書 
 議会が真の地方自治の担い手として町民の負託と期待に応えるためには、われわれ自身がこ

れまで以上に自己研鑽、自己啓発に努め議会のさらなる機能向上策を研究し、本来の役割を果

たすために必要な改革を推進し、議事機関として調整への監視機能を強化するとともに政策立

案能力を向上させる民意を的確に反映させるための独自の創意工夫と、さらにその実現を図る

ための努力が要求されているところであります。 
 こうした現状下、議会は町民に開かれた議会づくりの視点から協議を重ね考察し、改革を進

めていくため、先進地を視察・研修するものであります。 
記 

 １．研修日程 平成２５年７月１日から２日、１泊２日であります。 
 参加者につきましては１８名。議長、副議長ほか議員１４名、事務局２名、昨年に引き続き

２泊の県外視察となっております。 
 ２．研修場所および研修内容につきましては１日目、長野県佐久穂町議会。内容 長寿日本

一となった取り組みについての研修。「病院や地域と連携した健康づくりの取り組み」について

であります。 
 ２日目につきましては「富岡製糸場と絹産業を世界遺産に！」についてであります。富岡製

糸場につきましては群馬県であります。 
 ３番目につきましては所感であります。佐久穂町は「自分の健康は自分でつくる」を理念に

各々が保健活動を推進してきているが、個人の努力だけでは限界があるのも事実であり、その

ため仲間づくりや地域コミュニティを形成する活動についても積極的に支援をしている。また

地域を健康にする医療として健康は個人だけで守るものではなく、みんなの健康を「みんなで

守りましょう」が医療機関の合言葉であり、地域医療を守るすべての医療機関が「真に地域を

健康にする医療ができるようになるのだ」と考えているところに地域医療センターのまちづく

り戦略をうかがい知るところであり、崩壊しつつある地域コミュニティの再構築の戦略でもあ

ると感じました。 
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 これらによって健康と福祉のまちづくりのイメージは「一般住民、障害者、生活弱者、子ど

もが生き生きと暮らせるまち」との考えが見えてとられました。 
 「健康と福祉のまちづくり」の真の主役は地域住民。そして最も重要なことは住民一人ひと

りがまちを愛し、地域を愛し、みずからまちづくりに参加することにあるとの考えを強く感じ

たところでもあります。 
 先進地視察研修により目指す方向、現在抱えている課題等、多方面にわたって意見交換がで

き大変、有意義な視察であった。 
 以上であります。 

〇議長（福與三郎君） 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 町長が行政報告を行います。 

 望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 おはようございます。 
 本日ここに平成２５年身延町議会第３回定例会を招集しましたところ、議員の皆さまには、

甲府においては４０．７度を記録するなど猛暑でしかも少雨という大変な夏でしたし、また本

日は警報が出されている中での開会でございます。そういう中、全員のご出席をいただき誠に

ありがたく御礼を申し上げたいと存じます。 
 月日の経つのは早いもので、議員の皆さまと定例会の中でご協議をいただけるのは今日が最

終であります。この間、議員の皆さまには町民福祉のためにご尽力をいただきましたことに対

し感謝と御礼を申し上げるところでもございます。しかしながら、私どもを取り巻く経済情勢

は依然として厳しい状況が続いております。 
 このような中で平成２５年度の普通交付税が決定になり、７月２３日、県から公表されまし

た。本町の普通交付税額は前年度決算額と比較して１，６４１万３千円多い４６億３５万８千

円でありました。平成２６年度に合併算定替えが終了しますと平成２７年度からは普通交付税

の縮減が始まります。予算額の約半分を交付税が占めている本町では今後とも財政運営の健全

化に努めていかなければなりません。 
 次に富士山の世界文化遺産登録についてであります。 
 ご案内のとおり６月２６日に富士山が世界文化遺産に登録されました。富士山は日本の宝物

から世界の宝物となりました。私たちは環境保全や美しい姿を後世に引き継ぐ責任があると思

います。 
 次に林道三石山線の竣工についてであります。 
 林道三石山線は林野庁の基盤整備事業として平成元年度に開設工事に着手してより、２５年

の歳月を経て今年の７月に全線が開通いたしました。この路線は旧下部町を起点に南下し、南

部町まで３万７，８９１メートルで身延町分は２万６，９９８メートルの林道であります。そ

の総事業費は約１２５億円であります。林業振興のほか沿線に生活されておられます住民の皆

さまには生活用林道としても大変期待をしているところであります。この開通式を来たる

１０月１１日、沼田林野庁長官や横内山梨県知事をお招きし、現地で執り行うこととしており

ます。本事業にご理解とご協力をいただきました国・県当局をはじめ、地権者・地域住民の皆
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さまに心より感謝を申し上げます。 
 次に中部横断自動車道の地域活性化インターチェンジについてであります。 
 仮称、中富インターチェンジは国道５２号から最短にあること、また峡南地方は土砂災害が

発生しやすい地形や地質のため国が施行する仮称、身延インターチェンジだけですと台風等の

降雨時にはインターチェンジまでの道路が交通止めになってしまうため中部横断道を使用する

ことはかないません。 
 そこで町は地域活性化インターチェンジ、上下線とも乗り降り自由なフルインターチェンジ

２カ所の建設を県に対して住民の総意でお願いしてまいりました。 
 県では私どもの地域の実情に温かいご理解をいただき、さらに国では昨年４月２０日には仮

称、身延山インターチェンジの連結許可をいただき建設が決定し、現在建設が進んでおります。

さらに去る６月１１日には私ども住民が待ち望んでいた仮称、中富インターチェンジも県や国

のご理解で連結が許可され、インターチェンジの建設が正式決定の運びになりました。 
 去る８月６日には県による仮称中富インターチェンジと国道５２号を結ぶアクセス道路の説

明会を下田原・八日市場地区住民の皆さまを対象に開き、大まかな道路の線形や測量等の作業

に対してご理解をいただいたところであります。 
 今後は平成２９年度供用開始に向けて、地域の皆さまの協力をいただきながら推進してまい

りたいと考えております。 
 次に新身延町行政改革実行プランの作成についてであります。 
 本町ではますます厳しさを増す社会・経済情勢の中、行政改革を継続する中で平成２２年度

から平成２４年度までの３年間を取り組み期間とした身延町行政改革実行プランにより行政改

革を取り組んでまいりました。この３年間を検証し総括するとともに今後の行政改革の基軸を

検討し、これまでの行政改革を引き継ぐ中で身延町行政改革大綱第三次の推進項目に基づき各

課が具体的に取り組む実行計画を策定し、身延町行政改革推進委員会において審議をいただく

中で新行政改革実行プランを策定し、平成２５年度から平成２７年度の３カ年で取り組んでま

いります。 
 全職員が行政課題を共有し職員の行動改革と町民との連携と協働の推進、組織力の強化と財

政基盤の確立を重点項目に掲げ、知恵を出し合い職員が一丸となって取り組んでまいります。 
 次に第２８回国民文化祭やまなし２０１３についてであります。 
 第２８回国民文化祭やまなし２０１３が身延町においても９月から３部門が開催されます。

９月７日から１１月１０日まで切り絵部門が国際切り絵コンクール・イン・身延ジャパンと称

して富士川切り絵の森美術館において開催されます。応募作品数は国内外から合わせて

３４２点あり、１４０点の入選作品から１８点の入賞作品が決定されました。 
 ９月７日にはオープニングセレモニーが開催されますので、議員の皆さまや町民の皆さまの

ご臨席をお願いするものであります。また美術展工芸は１０月１２日から１１月４日まで、な

かとみ現代工芸美術館において開催されます。 
 この応募作品数は１１３点で９月１１日の審査会において、入賞作品１０点、奨励賞１０点

のほか入選作品８０点が決定され、この作品が展示をされます。 
 １０月１２日にはオープニングセレモニーが開催されますので、これにも議員の皆さまや町

民の皆さまのご臨席をお願いするものであります。 
 最後にかるた部門、小倉百人一首かるた競技全国大会は１１月２日と３日に身延町民体育館
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において開催をされます。４３都道府県対抗の団体戦で行われますが選手役員４００人の参加

が見込まれております。 
 本町といたしましては、全国の皆さまに本町を知っていただく絶好の機会ですので西嶋和紙

祭り、紙の市、身延まつりなどの特色あるイベントを通して、また関係機関とも連携して身延

町をＰＲしてまいります。さらにかるた大会においては、中学生や地元の皆さまに協力会を立

ち上げていただき運営の協力をいただくこととなっております。 
 町民の皆さまには国民文化祭という、日本最大の文化イベントに触れる絶好の機会でありま

すので、ぜひ多くの方にご来場いただき本祭典が充実したものになりますようお願いを申し上

げます。 
 次に定住促進対策、婚活支援事業についてであります。 
 定住促進対策、婚活支援事業も６月に旧静川小学校で行われた「学校で婚活しちゃおう」と

明日６日、本栖湖で行われる「カヤックで婚活」の２回の事業が終了いたします。 
 今後１１月に本栖湖畔の竜ヶ岳で行うトレッキングの婚活、同じく１１月には西嶋のイルミ

ネーションを活用しての灯りで婚活、さらに１２月には身延山の宿坊で宿泊を伴う婚活を予定

しております。 
 定住促進もまずは結婚から始まるようにも思います。町内の独身の皆さんにはぜひ多くのご

参加をお願いします。 
 次に防災訓練についてであります。 
 去る９月１日の日曜日には東海地震の発生を想定しての身延町総合防災訓練を消防団、各自

主防災会等のご協力により実施したところでありますが、東日本大震災による防災意識の高ま

りから多くの関係者のご参加とご協力をいただきました。心から感謝を申し上げる次第であり

ます。 
 災害が発生した場合において、地域においては地域を守っていく絆が大切だと考えます。自

助・共助としてみずからの地域のために何ができるかなど有事の際に機能する地域コミュニ

ティを構築していただくことを合わせてお願いするところであります。 
 町においても備蓄食料や飲料水等の整備を順次実施しておりますが、各自主防災会の役割が

非常に重要となりますので、町民の皆さまに向けて、さらなる防災意識の高揚に努めてまいり

たいと考えております。 
 次に火災についてであります。 
 ８月３日の土曜日の午後２時過ぎ、下部温泉街神泉橋付近で火災があり、元湯旅館梅乃屋か

ら出火、営業はしておりませんでしたが登富屋旅館、昭寿館の２軒にも延焼し３軒が火災によ

り被災されました。 
 身延町消防団下部第１分団が出動し、また第３分団も応援要請を受け出動いたしましたが、

折からの強風に煽られ３軒がほぼ全焼、また山林の一部も焼失いたしました。被災されました

皆さまには衷心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。 
 さらに８月２１日午後９時１５分ごろ、和紙の里活性化施設で失火がありました。西側の軒

下に配置した和紙原料の冷凍庫からの出火で配線の折れ・圧迫によるものでした。被害は冷凍

庫１台、ガラスサッシ１枚と壁を焼きました。 
 地域住民の皆さまには大変なご心配とご迷惑をお掛けしたことに対し心からお詫びを申し上

げます。 
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 配線の折れ・圧迫等は多くあると思われることから今後このようなことが起きないよう、他

の部署についても配線の状況を点検するよう課長会議において確認をしたところでございます。 
 次に公共下水道の各戸への早期接続をお願いしているところであります。 
 公共下水道の各戸への接続につきましては、平成２５年８月２０日現在、中富処理区は加入

戸数９９５戸で加入率は６５．４％。身延処理区は加入戸数３４７戸で加入率４２．９％。下

部処理区は加入戸数４４戸で加入率３０．８％でございます。 
 今後も加入率アップに向けて町民の皆さんのご理解、ご協力をお願いするところであります。 
 次に私どもが関係した第２回定例会以降の主な行事について申し上げます。 
 ６月１５日・１６日に身延山開闢会・御入山行列に参加をいたしました。６月２０日には峡

南広域行政組合の臨時議会。６月２７日、富士山世界文化遺産登録報告会。７月１日、身延町

地域審議会。７月７日から１４日、関東町村会、海外行政視察団へ参加しドイツ・スイスを訪

問させていただきました。７月１８日、町村長会議。７月２３日から２９日は平成２４年度の

決算審査を執り行っていただきました。７月２４日、鴨川市の長谷川市長が来庁いたしました。

７月２５日から２６日には峡南衛生組合議員研修に参加をさせていただきました。７月２９日、

中部横断自動車道推進協議会総会。８月１日から２日、平成南部藩「子どもサミット」が本町

において開催をされました。８月３日、富士山環境美化前期クリーン作戦２０１３に参加をい

たしました。８月５日、身延町臨時議会。８月８日、町長と語る小中学生の集い。８月１２日、

峡南広域行政組合決算審査。８月２１日、全国高速道路建設協議会第４９回全国大会。８月

２２日、峡南衛生組合決算審査。８月２４日、峡南の夏まつり。８月２７日から２９日には町

村長先進地視察、沖縄甲斐の塔、それから米軍基地を視察してまいりました。９月１日、身延

町総合防災訓練を実施したところであります。 
 以上、主なものについて報告をさせていただきました。 
 なおこの間、各種団体の総会への参加および地域の行事への参加や各種委員の皆さまに委嘱

状交付等を行ってまいりました。 
 次に今定例会に提案いたしました議案は認定１件、報告１件、条例の制定２件、条例の一部

改正する条例２件、峡南広域行政組合規約の変更１件、平成２５年度補正予算７件の計１４件

でございます。 
 提出議案の中から主なものについて申し上げます。 
 まず認定第１号 平成２４年度身延町一般会計および特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります。 
 全会計において黒字決算となっておりますので、ご認定をいただきたいと存じます。 
 次に報告第６号 平成２４年度決算に基づく身延町健全化判断比率および資金不足比率の報

告についてであります。 
 報告いたします本町の平成２４年度決算に基づく比率は健全段階にありますが、これに甘ん

じることなく、なお一層財政健全化に努めてまいります。 
 その他につきましては、提出議案の説明の中で申し上げさせていただきます。 
 以上を申し上げ、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（福與三郎君） 
 町長の行政報告が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 提出議案の報告ならびに上程を行います。 

 認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について 
 報告第６号 平成２４年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 
 議案第６７号 身延町子ども・子育て会議条例の制定について 
 議案第６８号 身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例の制定について 
 議案第６９号 身延町簡易水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について 
 議案第７０号 身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例について 
 議案第７１号 峡南広域行政組合規約の変更について 
 議案第７２号 平成２５年度身延町一般会計補正予算（第３号）について 
 議案第７３号 平成２５年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第７４号 平成２５年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第７５号 平成２５年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第７６号 平成２５年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７７号 平成２５年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第７８号 平成２５年度身延町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）について 
 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書 
 発議第１号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書 
 以上、議案１６件を上程いたします。 
 なお認定第１号、報告第６号、議案第６７号から議案第７８号までを区切り上程をいたした

いと思いますのでご協力をお願いいたします。 
 本日、決算審査報告のため渡邉代表監査委員へ出席要請をしております。 
 ここで渡邉代表監査委員をお招きいたしますので、しばらくお待ち願いたいと思います。 
 再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 認定第１号について、望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 それではご指名をいただきましたので提出案件の提案理由についてご説明を申し上げます。 
 認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてでありま

す。 
 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入

歳出決算を別紙、監査委員の意見書を付け議会の認定に付するものであります。 
 平成２５年９月５日 提出 

身延町長 望月仁司 
 なお、詳細につきましては会計管理者より説明をさせますので、よろしくご審議の上ご認定

くださいますようお願いを申し上げます。 
 

 １１



〇議長（福與三郎君） 
 認定第１号について、町長の説明が終わりました。 
 次に認定第１号について、会計管理者の詳細説明を求めます。 
 樋川会計管理者。 

〇会計管理者（樋川信君） 
 それでは認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について概

要説明をさせていただきます。 
 説明につきましては、決算書ならびに決算書付属資料により説明させていただきます。 
 それでは決算書付属資料１ページの会計別決算総括表をお願いいたします。 
 ここに一般会計および特別会計すべての会計の決算額を示させていただきました。一般会計

につきましては歳入総額１０１億３，０８９万２，８９４円、歳出総額９２億８，６１８万１，

８２２円、差引額８億４，４７１万１，０７２円であります。そのうち翌年度に繰り越すべき

財源２，６４９万８，９５７円を差し引いた残りの一般会計実質収支額は８億１，８２１万２，

１１５円であります。 
 はじめに、歳入について説明させていただきます。２ページをお願いします。 
 ここに項目ごとに決算状況を示してありますが、歳入総額につきましては１０１億３，

０８９万２，８９４円で対前年度比２．６％の減となっております。 
 歳入の主なものについて説明させていただきます。 
 資料は一般会計歳入歳出決算書をご覧いただきたいと思います。９ページをお願いいたしま

す。 
 １款の町税につきましては収入済額１４億６，０９６万８，９４８円で歳入総額の１４．４％

を占めております。対前年度比１，２６５万１，４３６円の減額となっております。収納率は

町税全体で９１％となっております。対前年度比０．１％の伸びを示しております。収入未済

額につきましては１億９５７万８，７１７円であります。 
 なお、町税全体で３，４２１万９７３円の不納欠損処理をさせていただきました。 
 次に１１ページをお願いいたします。 
 ９款の地方特例交付金は収入済額２８４万１千円で前年と比較しますと２，７０２万５千円

の減額となっております。これは税制改正による減額が主な要因であります。 
 １０款の地方交付税は収入済額５１億１，６３５万円で歳入総額の５０．５％を占めており

ます。前年と比較しますと交付税額は約１．３％減少しており、６，６７６万７千円の減額と

なっております。 
 １２款分担金及び負担金は収入済額１億３，０１４万２，３２６円の収入であります。その

うち主なものにつきましては、１２ページをお願いします。１項１目１節児童福祉費負担金の

保育料で収入済額が５，４５６万６，３００円で収入未済額は８０７万２，６４６円となって

おります。３目教育費負担金の学校給食費につきましては全体で収入済額５，２１２万９，

４３９円で収入未済額は７２万１，１９０円であります。 
 １３ページをお願いします。 
 １３款使用料及び手数料につきましては全体で８，５５３万１，０５２円の収入であります。

主なものでございますが１４ページをお願いします。６目１節住宅使用料で収入済額が４，

９４２万１，９６０円、収入未済額は７８１万６，７７０円となっております。 
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 次に１５ページをお願いします。 
 １４款の国庫支出金は全体で４億８，５６１万１５２円の収入であります。大きなものとし

ましては１項１目１節障害者保護費負担金で１億７，９７５万５千円の収入であります。また

２項国庫補助金の主なものでございますが、１６ページをお願いします。３目土木費国庫補助

金、社会資本整備総合交付金として１節住宅費補助金と２節土木費補助金を合わせて６，

８４３万９千円の収入であります。 
 次に１８ページをお願いします。 
 １５款県支出金につきましては全体で６億５，８８７万２，５８０円の収入であります。大

きなものとしては１項１目３節の保険基盤安定負担金で１億１８９万７３９円の収入でありま

す。 
 次に２６ページをお願いします。 
 １８款繰入金、１項基金繰入金につきましては１億１，１３４万３，３２５円です。主なも

のとしましては１目財政調整基金に１億円などとなっております。 
 次に３０ページをお願いします。 
 ２１款町債につきましては５億１，８５０万円の収入であります。主なものといたしまして

は６目臨時財政対策債２億円などとなっております。 
 一般会計の歳入については以上であります。 
 続きまして歳出の主なものについて、説明させていただきます。資料は替わりまして決算書

付属資料により説明させていただきます。２ページをお願いします。 
 まず一般会計歳出の総額ですが、歳出の表の一番下になりますが９２億８，６１８万１，

８２２円で対前年比０．１％の減となっております。予算額に対する執行割合は９５．３％で

あります。 
 次に３ページをお願いします。 
 ２款総務費中、企画費の農業体験用賃貸住宅整備工事などにかかる費用として１，９５０万

４千円、バス運行対策費に町営バスの運行事業および乗り合いタクシー運行事業などに６，

６１７万５千円の支出であります。 
 次に３款民生費中、高齢者福祉費においては養護老人ホーム入所者保護措置費など高齢者福

祉関係に１億４，７１１万４千円の支出であります。 
 障害福祉費では障害福祉サービス事業費など４億７，６２１万円の支出であります。 
 次に４ページをお願いします。 
 ４款衛生費中、保健総務費ではドクターヘリ地域緊急搬送拠点整備事業ほか３カ所などに３，

７３１万７千円。環境衛生費では住宅用太陽光発電システム設置費補助金３８件などに合わせ

て１，０２２万３千円を支出しております。 
 清掃費では峡南衛生組合の維持管理および組合債の償還負担金として１億９，５３９万１千

円の支出であります。 
 簡易水道運営費では、次のページの５ページの一番上になりますが簡易水道事業特別会計へ

の繰出金３億５，９８３万３千円が主な支出であります。 
 ５款労働費では労働諸費において緊急雇用創出事業臨時特例基金事業として３，９５８万

４千円の支出であります。 
 ６款農林水産業費では、農業振興費で有害鳥獣対策として有害鳥獣防除用施設設置事業補助
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金に７８６万１千円、中山間地域等直接支払補助金１５地区に６６９万２千円などを支出して

おります。 
 農業土木費では、耕作放棄地等再生事業などにより用排水路および農道の改良工事を１２カ

所、合わせて１，８５２万４千円。６ページにいきまして農業体質強化基盤整備促進事業によ

る用排水路改良工事を３カ所、合わせて１千万円。県営中山間地域総合整備事業負担金８，

６５５万円などを支出しております。 
 林業土木費では、７ページになりますが台風被害による林道崩落土除去および除雪等の重機

借上料６５６万６千円、県営事業生活関連林道三石山線の開設事業負担金ほか１件、１，

７７３万２千円などを支出しております。 
 ７款商工費では商工振興費で身延町商工会経営改善普及事業補助金９４０万円、さらに町の

活性化を目的とした商工会への取り組み事業として地域総合振興事業補助金９１０万円などを

支出しております。 
 ８款土木費では土木総務費において中部横断自動車道建設発生土処理場の用地取得に３，

５４６万２千円。また立木補償費として２１８万３千円などを支出しております。 
 急傾斜地崩壊対策事業では１０カ所の事業費の負担金として１，４３２万５千円。８ページ

にいきまして道路橋梁維持費では町道の崩落土除去および除雪のための重機等借上料を含め町

道維持のため２，１３１万８千円を支出しております。 
 道路新設改良費では町道の改良舗装工事１５路線で平成２３年度からの繰越工事を含め１億

７，２５８万６千円を支出しております。 
 住宅管理費においてはわが家の耐震診断支援事業の委託など５５２万１千円を支出しており

ます。 
 下水道費においては特別会計への繰出金３億５８６万円の支出であります。 
 ９款消防費では非常備消防費において、自治消防団活動の拠点であります機庫の設置工事な

ど３，３００万３千円の支出であります。 
 ９ページをお願いします。 
 消防施設費につきましては耐震性貯水槽設置工事として２基、１，３７４万４千円の支出で

あります。 
 防災費では山梨県孤立集落通信対策強化事業として防災用衛星携帯電話、充電用発電機、Ｄ

Ｃアダプタをそれぞれ８台、合わせて２９０万７千円などを支出しております。 
 １０款教育費、社会教育総務費では第２８回国民文化祭やまなし２０１３、身延町実行委員

会町負担金として１１５万５千円を支出しております。 
 公民館費では身延地区公民館下山分館建設にかかる調査および設計業務委託など１，

１１６万４千円の支出であります。 
 文化財保護費では町指定の文化財、身延山総門、開会関の保存修理の補助金として６５６万

円を支出しております。 
 １０ページをお願いします。 
 体育施設費では原体育館解体工事として７６２万３千円を支出しております。 
 災害復旧費では農業用災害復旧費５，５９６万１千円、林業施設災害復旧費６，５１７万２千

円、公共施設災害復旧費９，５７３万５千円の支出となっております。 
 以上、一般会計歳入歳出決算の概要説明であります。 
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 次に、特別会計について概要説明をさせていただきます。資料は同じく決算書付属資料を使

わせていただきます。 
 １ページの会計別決算総括表をご覧ください。 
 表の下から２行目が２２の特別会計の合計額となっております。歳入総額６３億９，０６３万

３，８１０円、歳出総額６１億６，６７０万３，０５５円、差引額２億２，３９３万７５５円

で実質収支額も同額であります。 
 それでは上から３行目の国民健康保険特別会計から順にご説明させていただきます。 
 歳入総額２１億８，９２７万１，１７３円、歳出総額２０億４，１６７万６，０１７円、差

引額１億４，７５９万５，１５６円で実質収支額も同額であります。 
 なお、３５ページに国保会計の決算状況をはじめ運営状況についてお示しさせていただいて

おります。３５ページをお願いします。 
 国民健康保険特別会計については平成２３年度において財政調整基金がゼロになってしまっ

たことから国保財政の立て直しに向けて見直しを行い、町民の皆さまのご負担をお願いしたと

ころであります。 
 その結果、歳入では２の収支状況表の③保険税が対前年度比１０．４％、４，３９８万５千

円の増額となっております。また⑨その他繰越金では重度心身障害者医療対策事業費において

山梨県からのデータの誤りが判明しまして納付した金額に対して還付がありましたので大幅な

増額となっております。 
 歳出では保険給付費で対前年度比３．６％、４，８６０万７千円の増額となっております。 
 なお、決算額では昨年度に比べて残額が大きくなっておりますが当初予算時での借り入れや

医療技術の高度化等による医療費の高騰により今後も厳しい財政状況が予測されるところであ

ります。 
 １ページにお戻りください。上から５行目になります。後期高齢者医療特別会計です。 
 歳入総額４億５，３６３万８，４３０円、歳出総額４億５，３２８万４４０円、差引額３５万

７，９９０円で実質収支額も同額であります。 
 なお、本資料の３６ページに決算の状況について示させていただいております。 
 次に介護保険特別会計です。 
 歳入総額２１億８，４７０万４，８８７円、歳出総額２１億１，３０５万５９円、差引額７，

１６５万４，８２８円で実質収支額についても同額であります。 
 なお、本資料の３７ページに決算の状況について示させていただいております。 
 次に介護サービス事業特別会計です。 
 歳入総額６４９万８，２５２円、歳出総額６０３万８，１４４円、差引額４６万１０８円で

実質収支についても同額であります。 
 次に簡易水道事業特別会計です。 
 歳入総額９億７２６万２，７９２円、歳出総額９億６０７万８，９３２円、差引額１１８万

３，８６０円で実質収支も同額であります。 
 簡易水道の主な事業につきましてご説明させていただきます。資料の１１ページをご覧くだ

さい。 
 簡易水道建設費では相又簡易水道事業において清子地区配水池築造工事など１億１，

２４９万９千円。下部簡易水道事業においては波高島地区配水池築造工事など１億７，２３９万
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円。 
 １２ページに移りまして身延中央簡易水道事業では西谷地区の導水管敷設工事など平成

２３年度の繰越事業分を合わせて５，３９９万１千円。湯町簡易水道事業では平成２３年度の

災害復旧事業繰越工事３６９万円など総額４億６９４万７千円を支出しております。 
 それでは、１ページにお戻りください。 
 上から９行目になります。農業集落排水事業等特別会計です。 
 歳入歳出それぞれ２，２９１万６，２０２円となっております。 
 次に下水道特別会計です。 
 歳入総額４億５，５０５万７，７２６円、歳出総額４億５，４８７万８７６円、差引額１８万

６，８５０円で実質収支も同額となっております。 
 下水道の主な事業についてご説明させていただきます。１３ページをご覧ください。 
 身延下水道事業建設費では身延処理区の波木井地区において下水道管の敷設工事など２，

４５４万７千円の事業を実施しております。下部下水道事業建設費では下部処理区の湯町地区

において真空弁ユニット２０基の設置など５，２２５万９千円の事業を実施しております。 
 １ページにお戻りください。 
 次に青少年自然の里特別会計です。歳入歳出それぞれ５，０４１万８，４７９円となってお

ります。 
 なお本資料は３８ページに決算および利用状況について示させていただいております。 
 次に下部奥の湯温泉事業特別会計です。 
 歳入総額７０９万７，１６４円、歳出総額７０５万６５０円、差引額４万６，５１４円で実

質収支についても同額であります。 
 次に土地開発事業特別会計です。 
 歳入歳出それぞれ１億７５１万１，５６８円となっております。 
 主な事業につきまして、ご説明させていただきます。１５ページをお願いいたします。 
 土地開発事業においてはコマショッピングセンターの用地取得および解体、駐車場の改修工

事など総額１億７５１万１千円の事業を実施しております。 
 １ページにお戻りください。 
 次に財産区関係の特別会計でありますが１２の特別会計を保有しており、各会計とも黒字決

算となっております。歳入総額、歳出総額、歳入歳出差引額等の数字につきましては総括表の

中段以降に記載したとおりです。ご確認をお願いいたします。 
 最後に基金について説明させていただきます。２６ページをご覧ください。 
 中段から下の表でございますが、財政調整基金から大河内地区財政調整基金まで２９の基金

がございます。平成２４年度中の動きにつきましては、表の下から２行目、預金欄の決算年度

中、増減高と決算年度末現在高をご覧ください。 
 増の部分でございますが、積立額が８億１，７２５万５，３８４円。減の部分、取り崩し額

でございますが１億５，６６６万３２５円。差し引きしますと６億６，０５９万５，０５９円

の増となり、平成２４年度末保有高は５５億５，５３７万９，６５８円となっております。 
 以上、雑駁な説明でございますがよろしくご審議いただき、ご認定くださいますようお願い

申し上げます。 
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〇議長（福與三郎君） 
 次に平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定でありますが、この決算

につきましては監査委員から意見書が提出されております。 
 渡邉代表監査委員から決算審査報告をお願いいたします。 
 渡邉代表監査委員。 

〇代表監査委員（渡邉吉彦君） 
 改めまして、おはようございます。 
 認定第１号 平成２４年度決算審査の報告をさせていただきます。 
 ただいま会計管理者から平成２４年度の決算につきまして詳細な説明がございました。重複

するところがあろうかと思いますけども、監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 ご案内のとおり、この監査は地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、去る７月

２３日から７月２６日および２９日の５日間、穂坂監査委員ともども町長から提出されました

各会計の歳入歳出決算書、ならびに付属資料を関係法令に従い作成されているかどうかを詳細

に確認すると同時に計数に誤りがないか、また予算の執行が適正かつ効率的に実行されている

か、さらに基金の管理・運用が適切に実行されているかなどに主眼を置き審査をいたしました。

その結果が皆さまのお手元に配布してあります決算審査意見書に掲載をしてあります。 
 意見書は全１２ページからなっておりまして、時間の関係もございますので主なところを抜

粋して報告させていただきますのでご了承をお願いいたします。 
 なお、金額につきましても単位を万円とさせていただきますので併せてご了承をお願いいた

します。 
 まず、意見書の４ページをお開きください。 
 （１）の決算の概要であります。平成２４年度の一般会計および特別会計の予算現額は

１６０億９，５１９万円で、これに対する決算額は歳入総額が１６５億２，１５２万円で収入

率は１０２．６％となっております。 
 一方、歳出総額は１５４億５，２８８万円、執行率は９６％。歳入歳出差引額は１０億６，

８６４万円で一般会計・特別会計のすべての会計において決算は黒字となっております。それ

をまとめたものがその下の表でございます。 
 次に町債であります。平成２４年度末現在高は一般会計８１億５，８５３万円。特別会計

７５億３，９６８万円。合計で１５６億９，８２２万円となっております。昨年度に比べ１０億

６，６８９万円の減であります。これは繰上償還などを行い町債残高の削減に努力をいただい

た結果であろうかと思います。 
 次に（２）の収支決算の状況であります。一般会計、特別会計を合わせての実質収支は１０億

４，２１４万円であり、職員一人ひとりの経費節減等の努力の結果ではないかと思われます。 
 続きまして５ページをご覧いただきたいと思います。 
 一般会計（１）の概要ですが４ページで決算の概要を説明しましたので説明は省略をさせて

いただきます。 
 次に（２）の歳入の状況であります。 
 予算現額９７億４，２８７万円に対しまして収入済額１０１億３，０８９万円で予算に対す

る収入率は１０４％となっております。不納欠損額３，４２１万円につきましては時効など法

令に基づき処分したものでございます。また収入未済額は１億２，６４６万円であります。こ
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の未済額については税等の公平性の観点と同時に自主財源の確保を図るためにも徴収等により

一層積極的に取り組んでいただきたいと思います。 
 ６ページをお開きください。 
 ここにつきましては、先ほど説明いたしました歳入の決算額をまとめたものでありますので

説明は省略をさせていただきます。 
 ７ページをご覧ください。 
 （３）のア．歳出の予算執行の状況であります。予算額９７億４，２８７万円に対しまして

支出済額が９２億８，６１８万円で執行率は９５．３％となっております。 
 その下の表は款別にまとめてありますので説明は省略をさせていただきます。 
 次に８ページ、９ページでありますが、この特別会計は先ほど会計管理者が説明をいたしま

したので省略をさせていただきます。 
 次に１０ページをお開きください。 
 一般会計から特別会計への繰入金ですが、この表にお示しをしてありますとおり総額で

１５億９，６４２万円となっております。 
 １１ページをご覧ください。 
 財産に関する調書ですが、これはお手元に配布をしてあります決算書付属資料の１６ページ

の財産に関する調書をまとめたものでありますので、説明は省略させていただきます。 
 １２ページをお開きください。 
 基金の状況につきましては関係書類、帳簿等と照合した結果、誤りはないものと認められま

した。 
 なお、基金の運用につきましてはその運用方法について地方自治法に基づき安全かつ有利を

基本により一層、創意工夫を重ねる必要があろうかと思われます。 
 最後に審査の意見、指摘事項であります。恐れ入りますけどもお戻りをいただきまして３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 
 今回の決算収支状況は、一般会計ならびに特別会計ともに実質収支においてすべて黒字決算

となっており、職員の経費節減、事務事業の効率的な執行など積極的な努力が見受けられると

ころであります。 
 歳入面におきましては自主財源であります町税が１４．４％で依存財源である地方交付税が

５０．５％、国庫支出金が４．８％、県支出金が６．５％と歳入の大部分を占めている厳しい

状況であります。経常収支比率は７３．３％で昨年の７５．３％より改善されているものの依

然として高く財政の硬直化が懸念されるところであります。 
 一方、町税の収入状況は一斉催告での訪問、督促状や催告書の発送など職員が総力を挙げて

積極的に努力した結果、ここ数年、徴収率が向上しております。 
 また使用料ならびに手数料についてはその内容を精査し、今日の社会状況などを踏まえなが

ら現状維持か料金を改定すべきか、定期的に検討する必要があります。 
 なお、収入未済額についても町税と同様に公平性の観点から各課が連携を密にして、より一

層の徴収に努めていただきたいと思います。 
 歳出面については経常経費である公債費が１５．９％、人件費が１４．７％、補助費等が１１．

１％を占めております。 
 また各課の各事業が旧態依然のままの事業や他の事業と類似している事業が散見されます。
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厳しい財政状況の中で限られた財源を有効に活用するためにも、その事業が町の総合計画での

位置づけ、事業の意義や内容を理解しながら既存事業の見直しが重要であり、検討をする必要

があります。 
 終わりになりますが、重ねてになりますが自主財源の安定的な確保、経常的経費の削減を図

り、事業の計画・実施にあたってはその必要性を十分に考慮し取り組むことが必要と思われま

す。また職員一人ひとりが町全体の状況の把握や情報を収集し連携を図り、共通認識を持ち町

の将来を考え町民が安心して住めるよりよいまちづくりの実現に向けてまい進することを望む

ものであります。 
 以上であります。ありがとうございました。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡邉代表監査委員の報告が終わりました。 
 渡邉代表監査委員には報告第６号が終結するまでしばらくの間、自席にてお待ちを願いたい

と思います。 
 次に報告第６号について、町長から報告を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それでは報告第６号について申し上げたいと思います。 
 報告第６号 平成２４年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてであります。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および同法第２２条第１項の規定に

より平成２４年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率について別紙のとおり

監査委員の審査意見書を付して報告をするものでございます。 
 平成２５年９月５日 提出 

身延町長 望月仁司 
 なお、詳細につきましては財政課長より説明をさせますのでよろしくお願いを申し上げたい

と思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 町長の報告が終わりました。 
 次に財政課長より詳細説明を求めます。 
 笠井財政課長。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 報告第６号 平成２４年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてご説明いたします。 
 決算審査最終日の７月２９日に渡邉代表監査委員と穂坂監査委員によりまして財政健全化法

に基づく財政指標等について審査をしていただきました。 
 その結果につきましては２枚目に添付してあります意見書のとおりでございますが、ここで

身延町の健全化判断比率等の状況を説明させていただきます。 
 この健全化判断比率等につきましては、平成１９年６月に地方公共団体の財政の健全化に関

する法律が施行されたことに伴い、議会に報告するものであります。 
 地方公共団体の長は毎年、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率ならび
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にその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見書とともに当

該健全化判断比率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとされております。 
 それでは次のページをご覧ください。 
 平成２４年度の決算に基づく健全化判断比率でありますが、この比率には項目にあります実

質赤字比率から将来負担比率までの４項目があり、まず実質赤字比率でありますがこの比率に

つきましては普通会計のみの決算で赤字であるかどうかを判断する数値でございます。身延町

は赤字ではありませんので数値は入りません。早期健全化基準は１４．１４％であります。 
 次に連結実質赤字比率であります。この比率につきましては、財産区を除くすべての会計の

連結となります。この比率につきましても赤字ではありませんので数字は入りません。早期健

全化基準は１９．１４％であります。 
 次に実質公債費比率であります。この比率につきましては普通会計、公営企業会計、さらに

一部事務組合や広域連合等が入った連結になります。本町ですと峡南衛生組合や飯富病院、広

域行政組合等への負担金もカウントし公債費の比率を示す数値であります。本町は１０％であ

ります。早期健全化基準につきましては２５％であります。 
 次に将来負担比率でありますが、この比率につきましては実質公債費比率よりもさらに地方

公社、第三セクター等を含めた連結になり、より広範囲で判断していく比率であります。しか

しながら本町では地方公社や第三セクター等がございませんので、実質的には実質公債費比率

と同じ範囲で比較する率になります。本町では事業を実施する場合もできる限り補助金、交付

金等を活用し町債の発行を抑え起債する場合は過疎債、合併特例債等の有利な起債を充当する

とともに可能な限り繰上償還を実施しています。また財政調整基金等、基金への積み立てにも

努力してまいりました。 
 この結果、２４年度決算では将来負担額を充当可能財源等が上回り将来負担比率はマイナス

となりました。このことは計算上は地方債などの将来負担額が将来、財政を圧迫する可能性は

低いということであり将来負担比率には数値は入らないこととなりました。早期健全化基準に

つきましては３５０％となっております。 
 本町の比率はいずれも早期健全化比率を下回っており年々改善されておりますので財政は良

好であると言えます。 
 次に下段の平成２４年度決算に基づく身延町資金不足比率の状況であります。 
 この資金不足の状況につきましては公営企業会計に属する会計の資金が不足しているかどう

かを見るもので身延町簡易水道事業特別会計をはじめ身延町農業集落排水事業等特別会計、身

延町下水道事業特別会計、身延町下部奥の湯温泉事業特別会計、身延町土地開発事業特別会計

の５会計につきましては資金不足の比率はなく良好であります。国の示す経営健全化基準とい

たしましては２０％であります。 
 なお、上段の健全化判断比率につきましては、この４項目のうちいずれかが早期健全化基準

以上の場合には財政健全化計画を議会の議決を経て定め速やかに公表するとともに総務大臣、

県知事に報告をしなければなりません。また計画の実施状況を議会に報告することになります。

法律に基づき算定された各比率は早期健全化基準を下回っているわけでありますが、審査意見

書でもご指摘いただいたとおり、引き続き財政の健全化に努めてまいりたいと思います。 
 以上、財政健全化判断比率の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 
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〇議長（福與三郎君） 
 報告第６号の説明は終わりました。 
 以上で報告第６号は終結いたします。 
 渡邉代表監査委員には大変お忙しい中ご出席をいただきましてありがとうございました。 
 どうぞお引き取りをいただきたいと思います。 
 ここで議事の途中ではありますけども暫時休憩をいたします。 
 再開は１０時４５分といたします。 

休憩  午前１０時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時４５分 
〇議長（福與三郎君） 

 休憩前に引き続き議事を再開いたします。 
 議案第６７号から議案第７８号までについて、提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それでは提出案件の提案理由についてご説明を申し上げます。 
 今回、提出いたしました案件は条例案件が４件、峡南広域行政組合規約の変更にかかる協議

案件が１件、平成２５年度補正予算が７件の計１２件となっています。 
 それでは順を追って説明を申し上げます。 
 まず議案第６７号 身延町子ども・子育て会議条例の制定についてであります。 
 身延町子ども・子育て会議条例の議案を提出する。 
 平成２５年９月５日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 子ども・子育て支援法の制定を踏まえ同法が掲げる事務を処理するとともに町が実施する児

童福祉法、その他の子どもに関する法律による施策について調査・審議する機関として身延町

子ども・子育て会議を設置する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 次に議案第６８号 身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例の制定についてであ

ります。 
 身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例の議案を提出する。 
 以下、提出日と提出者名は省略をさせていただきます。 
 提案理由 
 身延町公共下水道事業計画区域から公共下水道に汚水を排除するにあたり、公共下水道を利

用する場合の許可基準についての事項を定める必要が生じた。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 次に議案第６９号 身延町簡易水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例につ

いてであります。 
 身延町簡易水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の議案を提出する。 
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 提案理由 
 身延町簡易水道事業の統合に伴い、身延町簡易水道事業の設置等に関する条例等関係する条

例の一部を改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 次に議案第７０号 身延町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 
 身延町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の議案を提

出するものであります。 
 提案理由 
 身延町消防委員会からの答申を受け身延町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 次に議案第７１号 峡南広域行政組合規約の変更についてであります。 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、峡南広域行政組合規約を次のとおり変更するこ

とについて議会の議決を求めるものであります。 
 峡南広域行政組合規約の一部を変更する規約 
 峡南広域行政組合規約の一部を次のように改正する。 
 第５条中、「１３人」を「１２人」、「身延町３人」を「身延町２人」に改める。 
 附則 
 この規約は平成２５年１１月１日から施行する。 
 提案理由 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、峡南広域行政組合規約を変更する場合の関係地

方公共団体の協議は同法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要があるため、本案を提

出するものでございます。 
 次に議案第７２号 平成２５年度身延町一般会計補正予算（第３号）についてであります。 
 平成２５年度身延町の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７５０万１千円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ８９億５，８６７万２千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額、ならびに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （地方債の補正） 
 第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第７３号 平成２５年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

であります。 
 平成２５年度身延町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９４６万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２１億１１万４千円とする。 
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 以下は省略をします。 
 次に議案第７４号 平成２５年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてであ

ります。 
 平成２５年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１０１万６千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２２億５，０２３万７千円とする。 
 以下は省略をいたします。 
 次に議案第７３号 平成２５年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について

であります。 
 平成２５年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５５万２千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億２，４３９万１千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第７６号 平成２５年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 
 平成２５年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２，５２７万２千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第７７号 平成２５年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。 
 平成２５年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４億４，１９９万８千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第７８号 平成２５年度身延町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）について

であります。 
 平成２５年度身延町の土地開発事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０８０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億４，１１２万５千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 以上でございます。 
 なお、詳細につきましては担当課長より説明をさせますのでよろしくご審議の上ご議決くだ

さいますようお願いを申し上げます。 
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〇議長（福與三郎君） 
 議案第６７号から議案第７８号までについて、町長の説明が終わりました。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 私の先ほどの提案理由の説明の中で議案第７０号の身延町消防団員の定員、任命、給与、服

務等のその「定員」のところを「定数」と言ったそうでございますので定員に改めさせていた

だきます。誠に失礼をいたしました。よろしくお願いします。 
 それから議案第７５号を議案第７３号と読み違えたそうでございますので、そこについても

訂正をさせていただきます。失礼をいたしました。よろしくお願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 これより担当課長から詳細説明を受けるわけですが説明の順序は条例関係、補正予算関係の

順に詳細説明をお願いいたします。 
 担当課長よりの詳細説明を求めます。 
 まず議案第６７号について、佐野子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（佐野昌三君） 
 議案第６７号の説明をいたします。 
 国におきましては平成２４年８月に子ども・子育て支援法、また認定子ども園法の一部改正

法、さらに子ども・子育て支援法および認定子ども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律、以上のいわゆる子ども・子育て関連三法が可決成立し、公布されました。

今回の条例は、この３法の中の子ども・子育て支援法に基づき設置するものです。 
 それでは条例について説明をいたします。２ページ、３ページをご覧いただきたいと思いま

す。 
 まず第１条ですが第１条は設置の根拠法について定めたものです。子ども・子育て支援法第

７７条第１項の規定に設置の根拠を置くものです。 
 第２条は所掌する事務、すなわちこの会議の役割について定めた規定です。 
 法第７７条第１項、各号に掲げる事務を処理するものとございますが、具体的には１つ、特

定教育保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること。２つ、特定地域型保育事業の利用

定員の設定に関し意見を述べること。３つ、市町村子ども・子育て支援事業計画に関し意見を

述べること。４つ、当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的

な推進に関し必要な事項および当該施策の実施状況を調査・審議することであります。 
 このうち市町村子ども・子育て支援事業計画は、法第６１条において計画策定が市町村の義

務と定められています。計画の概要は５年間の幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援に

ついての受給計画であります。この計画を地域の実情に即した実効性のある内容のものとする

ためにも地域関係者として身延町子ども・子育て会議の委員さんの意見を反映することが必要

であると考えております。 
 さらに本町では平成２６年度中の子ども・子育て支援事業計画の策定を目指し、現在アンケー

トによる利用規模把握調査など前段階での準備中であります。このアンケート調査は支援事業

計画の基盤となる重要な調査です。そのためアンケートにどのような内容を盛り込むか等につ

いても子育て会議の委員さんにご意見をいただきたいと考えておりますので、できる限り速や

かにこの会議を設置したいと考えております。 
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 第３条は組織について定めた規定です。会議の委員構成は教育、保育、子育て当事者等、１０人

以内で構成をいたします。 
 第４条は委員の任期について定めた規定です。任期は２年であります。 
 第５条は会長、副会長の選任とその職務について定めた規定です。 
 第６条は会議の開催について定めた規定です。 
 第７条は委員以外の者から意見を聞くため、会議に出席させることができることを規定した

ものです。 
 第８条は、この会議の庶務を子育て支援課が行うことを規定したものです。 
 第９条は委任についての規定であります。 
 以上で説明を終わります。 

〇議長（福與三郎君） 
 次に議案第６８号、議案第７６号および議案第７７号について、深沢環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（深沢香君） 
 それでは議案第６８号 身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例の制定について

詳細説明をさせていただきます。 
 本条例の制定については、身延町公共下水道の事業計画区域外から公共下水道に汚水を排除

することにより公共下水道を利用する場合の許可基準に関することおよび本町が行う公共下水

道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第２２４条の規定に基づく分担金の徴収

に関し必要な事項を定めるものでございます。 
 それでは、条例の内容について条を追って説明をいたします。６ページをご覧ください。 
 第１条の趣旨、この条例は身延町公共下水道事業計画区域外から公共下水道を利用する場合

の許可基準および分担金の徴収に関する基準を定めるものでございます。 
 第２条は受益者について定めるものでございます。 
 第３条は許可基準について、それぞれ１号から５号で定めるものでございます。 
 第４条は許可申請について定めるものでございます。 
 第５条は区域外流入分担金について、次の１号で分担金の額、２号で納入方法を定めるもの

でございます。 
 第７条は事業計画区域の編入に伴う負担金等については、事業計画区域に編入された場合の

負担金等の取り扱いを定めるものでございます。 
 第８条の委任については、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというものでご

ざいます。 
 附則であります。施行期日 この条例は公布の日から施行する。 
 以上で議案第６８号の詳細説明を終わらせていただきます。 
 続きまして議案第７６号 平成２５年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第

１号）について詳細説明をさせていただきます。 
 それでは歳入から説明させていただきます。６ページをお開きください。 
 ２款１項１目農業集落排水事業繰入金３万円は平成２４年度事業にかかる分の消費税納付に

伴う追加補正であります。 
 次に歳出の説明をさせていただきます。７ページをお開きください。 
 １款１項１目上之平地区維持管理費、２７節公課費３万円。これにつきましては平成２４年
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度の決算に伴い消費税額について税務署と事前協議を行った結果、今年度中の消費税額がおお

むね２５万円になることから、当初予算に２２万円計上しておりますので不足額の３万円を追

加補正するものであります。 
 ２項１目元金につきましては消費税納付金に使用料を充当するため、これに伴う財源組み替

えでございます。 
 次に議案第７７号をご覧ください。 
 引き続きまして議案第７７号 平成２５年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について詳細説明をさせていただきます。 
 歳入から説明させていただきます。６ページをお開きください。 
 ３款１項１目中富下水道事業、一般会計繰入金４００万円。これにつきましても平成２４年

度下水道事業にかかる消費税納付金に伴う追加補正であります。 
 次に歳出の説明をさせていただきます。７ページをお開きください。 
 １款３項１目中富下水道事業維持管理費、２７節公課費４００万円の追加につきましては平

成２４年度の決算に伴い消費税について税務署と事前協議を行った結果、今年度の消費税納付

額はおおむね９００万円となることから当初予算に５００万円を計上しておりますので不足額

の４００万円を追加補正するものであります。 
 ４項１目中富下水道事業元金につきましては消費税納付金に使用料を充当するため、これに

伴う財源組み替えでございます。 
 以上で議案第７７号の詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（福與三郎君） 
 次に議案第６９号、議案第７５号について、遠藤水道課長。 

〇水道課長（遠藤庄一君） 
 それでは議案第６９号、議案第７５号の説明をさせていただきます。 
 まず最初に議案第６９号 身延町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について詳細説明をさせていただきます。 
 議案書１０ページをお開きください。 
 今回の改正につきましては、身延町簡易水道事業の統合計画の実施に伴い関係する３条例を

改正するものであります。 
 まず身延町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正、ならびに身延町簡易水道事業給

水条例の一部改正および身延町水道給水条例の一部改正の３条例であります。 
 第１条、身延町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部の改正につきましては第３条１項

の表中、中富南部簡易水道の項中、給水区域の三ツ石地区の次に「、粟倉のうち小原島地区」

を加え、次に給水人口になりますが「１，１４５」を「１，２２０」に改め、１日最大給水量

の「６９６」を「５９８」に改め、同表に「名称 大城簡易水道、給水区域大字大城、給水人

口１１３、１日最大給水量３２」を加える。 
 第２条、身延町簡易水道事業給水条例の一部改正につきましては第２条の表中、中富南部簡

易水道事業の項中「三ツ石地区」の次に「、粟倉のうち小原島地区」を加え、同表に「事業区

分大城簡易水道事業、給水区域大字大城」を加える。 
 第３条、身延町水道給水条例の一部改正については、身延町内に設置されている組合管理の

簡易水道事業に関する内容の条例であります。 
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 この条例の第２条の表中、小原島簡易水道の項および大城簡易水道の項を削る。 
 第３条第４号中「小原島簡易水道、」を削る。「、湯平簡易水道および大城簡易水道」を「お

よび湯平簡易水道」に改め、同号アの表中、小原島の項を削る。 
 附則としまして、施行期日につきましては公布の日から施行する。 
 経過措置としまして、改正後の身延町簡易水道事業の設置等に関する条例第３条の表中、中

富南部簡易水道の項および大城簡易水道の項の規定は水道施設整備完了の日から適用し、水道

施設の整備完了の日の前日までの給水区域、給水人口および１日最大給水量については、なお

従前の例による。 
 続きまして議案第７５号 平成２５年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて詳細説明をさせていただきます。 
 ４ページをお開きください。第２表 地方債補正であります。 
 地方債補正の変更につきましては簡易水道事業債、ならびに過疎対策事業債の限度額合計を

１億３，３８０万円に設定しておりましたが事業内容の変更に伴い、簡易水道事業債限度額を

１００万円減額し限度額を６，５９０万円に、また過疎対策事業費につきましても１００万円

を減額し限度額を６，５９０万円とし、地方債限度額合計を１億３，１８０万円に設定変更す

るものであります。 
 続きまして歳入からご説明をいたします。７ページをお開きください。 
 ２款１項１目簡易水道負担金、１節の加入負担金につきましては県営中山間地域総合整備事

業にかかる受託工事負担金および峡南建設部によります県道改良事業の受託工事負担金であり、

合わせて４４３万２千円を追加補正するものであります。内容につきましては、歳出の工事請

負費で説明いたします。 
 ４款１項１目簡易水道国庫補助金、１節の国庫補助金１３４万４千円の減額補正につきまし

ては、中富南部簡易水道事業実施設計業務委託の入札による減額であります。 
 ５款１項１目簡易水道一般会計繰入金、１節の水道事業繰入金３３４万７千円の増額補正に

つきましては総務費繰入金３千円増額し、建設費繰入金３３４万４千円増額するものでありま

す。２節の公債費繰入金につきましては１０３万４千円の増額であり、繰入金合計４３８万１千

円の増額補正であります。 
 ６款１項１目繰越金、１節繰越金１０８万３千円の増額補正につきましては、昨年度平成

２４年度の繰越金であります。 
 ８款１項１目水道事業債、１節の簡易水道事業債につきましては１００万円の減額。２節の

過疎対策事業債につきましても１００万円の減額であり、併せて２００万円の町債を減額補正

するものであります。 
 次に歳出について説明させていただきます。８ページをご覧ください。 
 １款１項１目簡易水道管理費、１５節工事請負費につきましては４４３万２千円の増額補正

であります。この工事内容につきましては説明欄に記載してありますが、中山間地域総合整備

事業実施に伴いまして久那土・古関簡易水道、三澤大草地内の消火栓移設および給水管切り回

し工事と下部簡易水道、常葉杉ノ木地内配水管切り回し工事、また峡南建設部県道改良工事に

伴う芝草地内、送・配水管切り回し工事であります。２７節公課費につきましては２１１万７千

円の増額補正であります。これにつきましては、平成２４年度分消費税の確定申告により生じ

た不足額の計上であります。 
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 続きまして２款１項１目一般管理費、１２節の役務費については３千円を増額補正するもの

であります。増額の内容につきましては、自動車損害保険料の改正によるものであります。 
 ２款２項１目簡易水道建設費、１３節の委託料につきましては財源組み替えであります。内

容につきましては、歳入でもご説明いたしましたが説明欄に記載のとおり中富南部簡易水道実

施設計業務委託の入札により請負額が減となったため、国庫支出金１３４万４千円および地方

債２００万円を減額し、下部簡易水道、新湯川橋橋梁添架設計業務委託および曙統合簡易水道

事業にかかる古長谷・福原地内の地質調査業務委託に充てるものであります。この業務委託に

ついては補助対象外のため、その他財源に振り返るための財源組み替えであります。 
 ３款１項１目公債費、１節の元金につきましては財源組み替えであります。これは公債費に

一般財源の水道使用料を充てていましたが、今回、消費税の確定申告にかかる差し引き納税額

の財源が１０３万４千円不足したため、公債費の一般会計から１０３万４千円繰り入れ、その

他財源として財源繰り替えをするものであります。 
 以上で議案第７５号の詳細説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に議案第７０号、議案第７１号について、笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 それでは議案第７０号と議案第７１号の詳細説明をさせていただきます。 
 まず議案第７０号 身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例について詳細説明をいたします。 
 本議案は身延町消防団の円滑な運営を図るため、平成２３年６月８日、町長が身延町消防委

員会に身延町消防団員の定数および組織について諮問をいたしました。これを受け、消防委員

会では平成２３年・平成２４年度に消防委員会を合計４回開催し、これからの身延町の消防団

員数について検討してまいったところであります。その結果を平成２５年２月２０日に身延町

消防委員会より答申がございました。答申の結論といたしましては、新入団員の確保が難しい

ことと現員数に合わせることが望ましいとの内容でありました。これを受けまして、今回の条

例改正となりました。 
 １２ページをお開きください。 
 身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第２条に関しましては団員の定

数をいっておりますけども「８６０人」を「７４０人」に改めるものであります。 
 次に第１２条、ここにつきましては報酬についていっておりますけども、自動車隊長の項を

削ります。実際に自動車隊長は機能してございませんので削るものでございます。 
 いずれにいたしましても答申によります現状に合わせた改正でありますのでご理解をお願い

いたします。 
 以上、議案第７０号の詳細説明とさせていただきます。 
 続きまして議案第７１号 峡南広域行政組合規約の変更について詳細説明をいたします。 
 本議案は峡南広域行政組合議会の議員定数を改正することに伴い、地方自治法第２８６条第

１項の規定により峡南広域行政組合の規約の変更をするものであります。このため構成団体で

あります峡南５町の各議会での議決が必要となりました。 
 内容は第５条の組合議会の議員の定数を「１３人」から「１２人」と１名減とするものであ
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ります。これにつきましては、身延町の議員の定数が「３名」から「２名」となるものであり

ます。これにつきましては、各町均等ということで２名の議員さんを選出してございます。そ

れに人口１万５千人以上は１名増ということでなっておりまして、平成２２年度の国勢調査で

本町の人口が１万５千人を切ってしまったために１名の減ということで「３名」から「２名」

とするものでございます。 
 以上、議案第７１号の詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議をくださいますよう

お願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に議案第７２号について、笠井財政課長。 
〇財政課長（笠井祥一君） 

 議案第７２号 平成２５年度身延町一般会計補正予算（第３号）について詳細説明をさせて

いただきます。 
 それでは５ページをご覧ください。第２表 地方債補正であります。 
 まず公共事業等債でありますが限度額１，５５０万円に９４０万円を増額し２，４９０万円

とさせていただくものであります。これにつきましては、栃久保地区で実施しております中山

間地域総合農地防災事業および下山地区で実施しております、ため池等整備事業にかかる負担

金へ充当するものでございます。 
 また臨時財政対策債は限度額を３億５千万円計上いたしておりましたが、繰越額の確定等に

伴い１億５千万円減額し限度額を２億円とさせていただきました。 
 したがいまして、補正後の限度額総額を１億４，０６０万円減額の１１億４，３９０万円に

変更させていただくものであります。 
 ８ページをご覧ください。 
 歳入ですが１３款１項１目総務使用料に田舎暮らし体験施設使用料１６万円を計上いたしま

した。これは田舎暮らし体験施設３棟のうち利用契約の締結が終了しました清子館１棟分の使

用料１月２万円の８カ月分であります。 
 １５款２項２目民生費県補助金に１６万４千円を計上いたしました。これは山梨県保育所特

別保育事業推進費補助金交付要綱に基づき、特別保育を行う民間保育所の人件費助成として交

付されるもので事業費の２分の１が交付されます。 
 ４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金に５万円を計上いたしました。これは山梨県

農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱に基づき交付されるものです。２節林業費補助金

６万７千円を減額いたしました。これは森林整備加速化・林業再生事業費補助金の確定に伴う

減額であります。 
 ６目土木費県補助金に１，２００万円を計上いたしました。これは山梨県景観形成モデル事

業費補助金交付要綱に基づき、景観形成モデル地区に指定されている地区の住民が行う建物等

の外観改修にかかる経費の５分の２が交付されるもので、今年度は補助対象となる門内地区の

２０戸のうち１戸あたり１２０万円で１０戸分を計上いたしました。 
 ８目教育費、県補助金に１２万９千円を計上いたしました。これは山梨県文化財保存事業費

補助金交付要綱に基づき、国指定史跡甲斐金山遺跡の看板７基を設置するための事業費２５万

８千円の２分の１が交付されるものです。 
 ３項６目住宅費県委託金に住生活総合調査委託金９万１千円を計上いたしました。これは
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５年ごとに住宅政策の基礎的資料を得るために実施される住生活総合調査に対し交付されるも

のであります。 
 １８款１項５目福祉教育学校等就学奨励基金繰入金に２１万円を計上いたしました。これは

身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例施行規則に基づき、基金を処分して１人当たり３万円

の奨励金を７名に対して支給するための繰り入れであります。 
 １９款１項１目繰越金に１億５，５３６万４千円を計上いたしました。前年度からの繰越金

であります。 
 ２１款１項１目農林水産業債に９４０万円を計上いたしました。これは下山地区の県営ため

池等整備事業および栃久保地区の中山間地域総合農地防災事業の事業費増に伴う増額でありま

す。 
 ５目臨時財政対策債を１億５千万円の減額といたしました。繰越額の確定等に伴う減額でご

ざいます。 
 次に歳出でありますけども、１０ページをご覧ください。 
 ２款１項１目一般管理費の１２節に１１３万４千円を計上いたしました。これはＷｉｎｄｏ

ｗｓＸＰのサポート終了に伴う基本的なソフトウエアの入れ替え手数料７５台分であります。

１４節に１７７万２千円を計上いたしました。これはパソコンのサポート終了に伴います更新

リース料１３０台分であります。１８節に２１８万４千円を計上いたしました。これは情報系

のファイルサーバーの空き容量がわずかとなったため、もう１台サーバーを増設し、データ保

存要領の増加を図るものであります。 
 ３目財産管理費、１３節に４６万２千円を計上いたしました。これは町道古関田ノ上線の登

記内容に誤りがあるため、それを修正する登記の委託料であります。 
 ４目企画費、１１節に３２万４千円を計上いたしました。これは田舎暮らし体験施設清子館

の宅内給水管敷設修繕９万３千円および古関館の床、畳修繕にかかる２３万１千円であります。

２８節に１，７００万円を計上いたしました。これは宅地分譲造成工事増額分１，４５０万円

および上下水道敷設工事増額分２５０万円に充当するため繰出金の増額を行うものであります。 
 ２項２目賦課徴収費、１２節の手数料に４８万８千円を計上いたしました。これはコンビニ

収納手数料および郵便局振り替え手数料の増額によるものです。 
 １１ページをご覧ください。 
 ３款１項１目社会福祉総務費、１３節に１４万２千円を計上いたしました。これは身延福祉

センターの特殊建築物定期調査報告業務にかかる委託料であります。２８節８，３７１万６千

円の減額でありますが、国民健康保険特別会計決算が確定したことに伴う繰出金の減額であり

ます。 
 ３目高齢者福祉費、２８節４万５千円は介護保険特別会計への繰出金です。 
 ４目老人医療費、２３節に１９０万２千円を計上いたしました。これは老人保健特別会計で

処理した第三者行為分が確定したことに伴う過年度還付金であります。 
 ２項１目児童福祉総務費、１節に１６万４千円を計上いたしました。これは今回上程されて

おります身延町子ども・子育て会議条例に基づく子ども子育て会議委員１０名分の報酬です。 
 ６目原保育所費、４節に２０万３千円、７節に１０５万２千円を計上いたしました。これは

臨時職員１名の７カ月分の人件費であります。 
 ８目民間保育所費、１９節に３２万８千円計上いたしました。これは民間保育所が乳児３人
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以上、１歳児５人以上を受け入れている場合、事業費に対し県が２分の１、町が２分の１補助

するもので保育士の人件費に充てられるものであります。 
 １２ページをご覧ください。 
 ４款１項１目保健総務費、１３節１６６万円の減額です。これはそよかぜワークハウス送迎

用車両の購入を予定し、当初予算で委託料にその購入費を計上していましたが車輌をご寄附し

ていただいたため、その分の委託料を減額するものであります。 
 ２目予防費、１１節に４５万９千円を計上いたしました。これは下部診療所の単独浄化槽が

漏水しているため、修繕費を計上するものであります。 
 ３項１目簡易水道運営費、１９節１０万５千円は大垈小規模水道組合ポンプ修繕費１５万円

に対する７０％の補助であります。２８節の４３８万１千円は、新湯川橋橋梁添架設計業務委

託、古長谷・福原地質調査業務委託等へ充当するための繰り出しであります。 
 ６款１項３目農業振興費、１１節に３５万３千円を計上いたしました。消耗品費５万１千円

は農地・水・環境保全向上対策推進事業にかかる事務消耗品であります。修繕費３０万２千円

は道の駅しもべ店舗の空調機器修繕費であります。１９節２００万円は鳥獣防除施設資機材補

助金の増額であります。 
 ４目農業土木費、１４節２５万８千円は農業土木積算システムの再リース料であります。 
 １３ページをご覧ください。 
 １９節８３５万円は県営ため池等整備事業費、増額に伴う負担金７５０万円の増額と県営中

山間地域総合農地防災事業費増額に伴う負担金８５万円の増額であります。 
 ２２節２０万８千円は和田圃場整備事業完了に伴う精算払いとして１０名の方に支払う補償

費であります。 
 ２項２目林業振興費、１３節５８万円は森林病害虫防除業務に伴う伐採木運搬作業の増加に

よる委託料の増額であります。 
 ７款１項１目商工振興費、１３節１３２万８千円は下部温泉会館運営業務にかかる委託料で

あります。 
 １４ページをご覧ください。 
 ８款２項１目道路橋梁維持費、１１節５００万円は各区からの要望に基づく町道等修繕費で

あります。１４節１００万円は崩落土等除去作業、重機等借り上げの増額であります。１５節

１千万円は各区からの要望に基づく町道等の維持工事費４カ所分であります。１６節５０万円

は生コンクリート等の道路補修用資材の増額であります。 
 ２目道路新設改良費、１５節２５０万円は町道戸坂線にガードレールを設置するための増額

であります。 
 ３項１目河川維持費、１５節３５０万円は鰍原沢川河川維持工事であります。 
 ４項１目都市計画総務費、１１節１８万４千円と１３節２８万４千円は景観計画パンフレッ

ト作成にかかる経費の増額であります。１９節２，４００万円は景観づくり事業補助金であり

ます。門内地区２０戸の補助対象のうち今年度１０戸を予定しております。補助対象事業費を

１戸あたり３００万円とし本人が５分の１の６０万円を負担し、町と県がそれぞれ５分の２、

１２０万円ずつを負担し１戸あたり、合わせて２４０万円を補助するものであります。 
 １５ページをご覧ください。 
 ５項１目住宅管理費、１３節３１万５千円は住宅管理システム端末入れ替えにかかる業務委
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託であります。 
 ６項１目下水道総務費、２８節４０３万円は下水道事業特別会計へ４００万円、農業集落排

水事業等特別会計へ３万円の繰出金の増額であります。 
 ９款１項１目非常備消防、１９節９万６千円は身延第２分団第１部、門内地区の消防用貯水

枡撤去に対する補助金であります。 
 ３項１目防災費、１２節３１万５千円は全国瞬時警報システムＪアラートの自動起動装置用

パソコンのバージョンアップにかかる手数料であります。 
 １０款１項１目教育委員会、８節２１万円は身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例施行規

則第３条の規定により支給するもので、１人３万円で７人分の計上であります。１１節１０万

６千円は教育委員会用封筒の印刷製本費であります。 
 １６ページをご覧ください。 
 ２項１目学校管理費、１２節１３２万２千円は各小学校の児童・教職員用パソコン７４台分

のバージョンアップにかかる手数料であります。１４節８９万９千円は同じく各小学校の児

童・教職員パソコン８３台分のサポート期限切れによる新規リース料であります。 
 ４目西島小学校管理費、１８節２２万８千円はプレイルーム用暖房器具が使用不能となった

ため新たに購入するものであります。 
 ３項１目学校管理費、１２節９８万３千円は各中学校の生徒・教職員用パソコン５５台分の

バージョンアップにかかる手数料であります。 
 １４節８５万６千円は同じく各中学校の生徒・教職員用パソコン７９台分のサポート期限切

れによる新規リース料であります。 
 １０目身延中学校教育振興費、１８節４１万５千円は柔道着の規定が変更となり、現在使用

している柔道着は公式試合に出場する際に使用できなくなるため、試合用柔道着１６着を購入

するものであります。 
 ４項１目社会教育総務費、１３節３７１万６千円のうち１７４万２千円は国道５２号および

３００号沿いの７カ所に社会教育施設の案内板２５基の設置業務委託であります。また

１９７万４千円は三沢川ふれあい農園の管理委託をしておりました下部花づくり実行委員会が

平成２４年度末に解散したため、河川占用していた個所を原状回復するための業務委託であり

ます。 
 ２目公民館費、１１節２７万８千円は中富地区公民館西嶋分館、舞台袖幕設置に２４万７千

円。同じく中富地区公民館原分館、換気扇交換に３万１千円の計上であります。１９節の補助

金４２６万３千円は大庭区集落公民館整備費補助金として事業費の３分の１、３７９万７千円、

元町区集落公民館整備費補助金として事業費の３分の１、４６万６千円の計上であります。 
 １７ページをご覧ください。 
 ５項１目文化財保護費１２万９千円の財源組み替えは国指定史跡、甲斐金山遺跡の看板７基

を設置するための事業費２５万８千円の２分の１、１２万９千円が交付決定されたことによる

ものでございます。 
 ２目金山博物館運営費、１１節１８万３千円は博物館だより５００部を３回発行するための

印刷製本費であります。 
 ４目総合文化会館管理費、１１節７１万９千円は屋内用消防ポンプ修繕費として２４万６千

円、遊歩道の陥没部分修繕費として４７万３千円の計上であります。 
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 ６項５目体育施設費、１３節３４万８千円は身延町民体育館の特殊建築物定期調査報告業務

にかかる委託料であります。 
 ６目勤労青年センター管理費、１１節１１万５千円は耐用年数経過による粉末消火器の購入

であります。 
 以上、議案第７２号 平成２５年度身延町一般会計補正予算（第３号）の詳細説明とさせて

いただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に議案第７３号について、佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 議案第７３号 国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について詳細説明をさせていただ

きます。 
 ６ページをお開き願います。歳入から説明をさせていただきます。 
 ４款１項２目療養給付費等負担金、１節現年度分は２，１８０万８千円増額するものです。

これは国からの平成２５年度交付決定による確定値によるもので増額させてもらいます。 
 ６款１項１目前期高齢者交付金、１節前期高齢者交付金は６１２万５千円の減額でございま

す。これにつきましては社会保険診療報酬支払基金からの交付決定額によるものでございます。 
 １０款１項１目一般会計繰入金、６節その他一般会計繰入金でございます。８，３７１万６千

円の減額でございます。これにつきましては、当初予算におきまして一般会計から借り入れを

しての予算でございましたが、平成２４年度決算が確定しまして繰越金が確定したということ

に伴いますもので、借り入れをなくしての予算ということにするものでございます。 
 １１款１項１目１節療養給付費交付金繰越金は、２，８７４万５千円の増額とさせてもらい

ます。これにつきましては、平成２４年度療養給付費等負担金返還金として返還をすることに

なります。 
 ２目１節その他繰越金でございます。１億１，８７４万９千円増額するものでございまして、

これにつきましては平成２４年度決算によりましての繰越金でございます。 
 続いて７ページをお開きください。歳出のほうを説明させていただきます。 
 ２款１項１目一般被保険者療養給付費でございます。これは財源組み替えでございまして国

庫支出金２，０７９万１千円を増額して、その他２，２９１万６千円を減額し、一般財源２１２万

５千円を増額するというものです。内容につきましては歳入の療養給付費等負担金の増額によ

るものと前期高齢者交付金の減額による財源の調整をさせていただきます。 
 ３目一般被保険者療養費につきましても財源の組み替えでございます。国庫支出金１６万

６千円を増額して、その他４万３千円と一般財源１２万３千円を減額するものです。内容につ

きましては、先の１目一般被保険者療養給付費と同じでございます。 
 ２項１目一般被保険者高額療養費でございます。これにつきましても財源組み替えでござい

まして、国庫支出金２８３万円を増額して、その他７２万８千円と一般財源２１０万２千円を

減額するものです。これにつきましても先の１目、そして３目と同じ内容でございます。 
 ３款１項１目後期高齢者支援金、１９節負担金補助及び交付金につきましては３４５万２千

円を増額するものです。これは社会保険診療報酬支払基金からの支援金の納付通知による実数

に基づいての増額でございます。 
 ４款１項１目前期高齢者納付金、１９節負担金補助金及び交付金につきましては８千円を減
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額するものです。内容につきましては、先ほどの３款１項１目後期高齢者支援金と同じく社会

保険診療報酬支払基金からの支援金の納付通知による実数による減額でございます。 
 ２目前期高齢者関係事務費拠出金、１９節負担金補助及び交付金につきましては２千円減額

するものです。これにつきましても先の４款１項１目前期高齢者納付金と同じでございます。 
 続いて８ページをお開き願います。 
 ６款１項１目介護納付金、１９節負担金補助及び交付金は５１８万３千円を減額するもので

ございまして、内容につきましてはやはり４款１項１目後期高齢者支援金と同じく社会保険診

療報酬支払基金からの新規の納付通知による、実数による納付でございます。 
 続いて９款１項１目一般被保険者保険税還付金は財源の組み替えでございまして、その他

１０万円を減額させていただき、一般財源を増額するものです。 
 ３目償還金、２３節償還金利子及び還付金でございます。２，８８５万６千円を増額するも

のです。内容につきましては平成２４年療養給付費等負担金ほか３件について、額の確定およ

び精算に伴う返還金が発生したための増額でございます。内容につきましては、平成２４年度

療養給付費等負担金返還金が２，８７４万６，００４円。そして平成２４年度特定健診保健指

導国庫負担金返還が４万３千円。そして同じく平成２４年度特定健診保健指導の県への負担金

の返還金が４万３千円。そして平成２４年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金２万

４，１７５円ということで、この４件の金額でございます。財源につきましては、療養給付費

交付金繰越金が２，８７４万５千円。その他繰越金１１万１千円を充てております。 
 １０款１項１目予備費でございます。平成２４年度決算におきまして繰越金が合計で１億４，

７５９万５，１５６円になりました。今回の補正でそれぞれ見込まれる額につきましての補正

をさせていただきました。その結果５，２３４万２千円が出ましたので、とりあえず予備費と

して計上させていただいた次第でございます。 
 以上で国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についての詳細説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に議案第７４号について、笠井福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 

 議案第７４号 介護保険特別会計補正予算について説明いたします。 
 ６ページをお開きください。 
 歳入の１款１項１目第１号被保険者保険料６万１千円、４款１項１目介護給付費負担金７万

２千円、２項１目調整交付金３万２千円、５款１項１目介護給付費交付金１０万４千円、６款

１項１目介護給付費負担金４万５千円、８款１項１目介護給付費繰入金４万５千円につきまし

ては保険給付費のうち介護予防福祉用具購入費の財源としてそれぞれ負担割合により計上し、

合計３５万９千円を追加計上しました。９款１項１目繰越金２，０６５万７千円につきまして

は国庫支出金等の償還金の財源として計上しました。 
 続きまして７ページの歳出です。 
 ２款２項５目介護予防福祉用具購入費の負担金として３５万９千円を追加し６６万２千円と

しました。これは今年度４月から７月までの４カ月実績で当初見込みの２．２倍、要支援１、

要支援２の人たちがポータブルトイレや入浴補助用具等の福祉用具の購入を行い、その費用が

増えているためであります。 
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 ７款１項３目国庫支出金等償還金ですが、過年度還付金として償還金利子及び割引料に２，

０６５万７千円を追加しました。過年度還付金の内訳は平成２４年度介護給付費交付金の超過

分１，７３５万７，０２０円と地域支援事業交付金の超過分３３０万３２９円の合計額２，

０６５万３４９円を返還するものであります。 
 平成２４年度介護給付費交付金の受入額は１２億５，３２３万３，４０５円、これに対する

実績額は１２億３，５８７万６，３８５円であり、この差額と地域支援事業交付金の受入額２，

６０４万４，８２２円に対する実績額は２，２７４万４，４９３円で差額を平成２５年度に精

算するものであり、今回、追加の補正をお願いするものであります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 次に議案第７８号について、丸山政策室長。 

〇政策室長（丸山優君） 
 それでは議案第７８号 平成２５年度身延町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて詳細説明をさせていただきます。 
 歳入から説明させていただきます。６ページをお開きください。 
 １款１項１目一般会計繰入金を１，７００万円増額させていただきました。これは歳出の工

事請負費の増額分を計上させていただいたものです。また２款１項１目不動産売払収入に

３８０万円計上させていただきました。これは下水道敷設工事に際し、下水道加入負担金を町

がこの会計の歳出にていったん立替払いを行い、その後分譲地購入者に土地の売払代金ととも

に下水道加入負担金をこの項目で受け入れるためのものです。 
 次に歳出を説明させていただきます。７ページをご覧ください。 
 ２款１項１目住宅地造成事業費の１５節工事請負費に１，７００万円を計上させていただき

ました。内訳として宅地分譲造成工事分に１，４５０万円、上下水道敷設工事分に２５０万円

です。宅地分譲造成工事分の１，４５０万円の増額理由は県への開発許可申請の際、分譲予定

地の東側の町道の側溝について新たな雨水の処理基準に基づき、大きな側溝に造り直さなけれ

ばならなくなったこと、また北側の３区画に出入りするための道路を新たに敷地内に造らなけ

ればならなくなったことなどから増額補正をさせていただきました。上下水道敷設工事分の

２５０万円の増額理由ですが、宅地造成工事の設計書が固まり上下水道の敷設場所が確定した

ことから工事予算等精査したところ、敷設の延長が５０メートルほど延びたことから増額補正

させていただきました。 
 １９節負担金補助及び交付金に３８０万円を計上させていただきました。これは下水道敷設

工事に際し、下水道加入負担金を町でいったん立替払いを行うための予算を計上させていただ

きました。 
 以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（福與三郎君） 
 詳細説明が終了いたしました。 
 次に請願第１号であります。 
 望月明君から趣旨説明を求めます。 
 望月明君。 
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〇４番議員（望月明君） 
 請願第１号につきまして詳細説明をさせていただきます。 
 請 願 番 号 請願第１号 
 受 理 年 月 日 平成２５年８月７日 
 件     名 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書 
 請願者住所氏名 山梨県南巨摩郡身延町下田原２１０２番地１ 
         身延町ＰＴＡ協議会会長 若林徳彦ほか３団体 
 紹 介 議 員 身延町議会議員 望月明 
 付 託 委 員 会 教育厚生常任委員会 
 請願の趣旨であります。 
 少人数学級を推進すること。具体的学級規模はＯＥＣＤ諸国なみの豊かな教育環境を整備す

るため３０人以下学級とすること。 
 教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国

負担割合を２分の１に復元すること。 
 教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国における教育予算を拡充すること。 
 以上であります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（福與三郎君） 
 次に発議第１号について、松浦隆君から趣旨の説明を求めます。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 それでは発議第１号について、説明を申し上げます。 
 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書を提出させてい

ただきたいと思います。 
 上記の議案を別紙のとおり、身延町議会会議規則第１４条第１項および第２項の規定により

提出させていただきます。 
 提案理由につきましては、自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・

山村対策の抜本的な強化を図ることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する

森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収

の一定割合を森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 次のページに森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書を

添付しております。 
 自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化

を図ることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備保全等を推進

する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を森林面積に応

じて譲与する仕組みの構築を強く求めると結んで、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出するところでございます。 
 提出先につきましては内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、経済

産業大臣、衆議院議長、参議院議長としております。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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〇議長（福與三郎君） 
 これで、提出議案の説明は終了いたします。 
 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 
 これをもちまして、本日は散会といたします。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 それでは、相互にあいさつを交わし終わりたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ０時１０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし、始めたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（福與三郎君） 
 本日は大変にご苦労さまでございます。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第２号によって執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 提出議案に対する質疑を行います。 

 なお認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件、議案第７１号 峡南広域行政組合

規約の変更の１３件を除きましては委員会付託を予定しておりますので、付託予定の議案の質

疑につきましては総括的・大綱的な質疑に留め、詳細な質疑につきましては各常任委員会審議

の中で行っていただくようお願いを申し上げます。 
 なお、議案の表題は議案番号のみに省略させていただきます。 
 認定第１号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 一般的、大綱的ということで、そこに該当するかどうかちょっと不安もありますけども、町

税のところで予算現額と調定額の間に大きな開きがあるものがありますけども、これは当然、

予算を決めたときよりもいろんな条件が変わってきているので調定額が出ると。それに対して

収入がこれだけ、不納欠損、収入未済額がこれだけということで掲載されているものだと思い

ますけども、これは一般会計の１ページですね、この点について１つご説明をお願いします。 
 それから地方交付税なんかもずいぶん金額が増えておりますけども、これはどういう理由に

よってこういうふうになったのか。それから国庫支出金と県支出金もこれは減額になっていま

すけども、当初の予定とずいぶん食い違いがあったということでこういうふうに調定の段階で

減額になったものと思いますけども、この点についてもご説明をお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 笠井財政課長。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 
 まず１点目の、町税の予算額と調定額との開きがあるのではないかというご質問でございま

すけども、これにつきましてはやはり予算を作成する場合につきましては、確実に歳入が見込

まれるものを計上することになります。どうしても税金として入ってこないということもござ
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いますので、しっかりした歳入を獲得するためには予算現額を落として計上するということに

なりますのでご理解を願いたいと思います。 
 次に地方交付税につきまして、かなり金額が多くなっているのではないかということでござ

いますけども、当初予算を計上する際は、普通交付税の分につきまして計上させていただいて

おります。特別交付税につきましては、やはり大災害等が起きた場合にはそちらのほうに重点

的に交付されるということがございますので、あらかじめ予算の中で特別交付税について計上

していくことはございませんので、どうしても実際に入ってきたものと乖離してしまう場合が

あるということでご理解を願いたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 もう１点、補助金について。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 国庫支出金につきましては若干、歳入のほうが落ちてしまったということでございますけれ

ども、具体的にどの部分がいくら落ちたかということは、手元に資料がございませんので具体

的な説明はできないわけでございますけども、どうしても事業を行う場合につきましては、国

等の補助金を見込んで事業を行っております。その中で事業を進めるわけでございますけれど

も、当初予算に計上していたものよりも事業費が確定して国庫支出金が交付されるときに、減

額をするということがございますので、そういうことによりまして国庫支出金のほうが予算よ

りも若干入ってくるものが少なくなってしまったということであると思います。 
 以上であります。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 不納欠損、収入未済額についてお伺いしたいんですが、不納欠損の場合は税金と使用料等の

扱いが違うと思うんですが、何年間入らないことによって不納欠損になるのかということを

１つお聞きしたいのと調定をしていて、なおかつ収入未済額がこれだけ多いというその理由を

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 村野税務課長。 
〇税務課長（村野浩人君） 

 お答えします。 
 不納欠損につきましては５年を目途に欠損しております。調定額に対しての収納額の未済額

の関係なんですけども、不納欠損するということはそれだけ、今この不況の中で実際に収入が

なくて、徴収できない状況になっていることも事実でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 昨日、代表監査委員からの審査意見書の中で非常に徴収に努力されて徴収率が向上されてい

るというふうなお話がありました。具体的に徴収率が今、この前、２４年度の徴収率ですけど
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も、それぞれ町民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税、入湯税について、計算すれば当然

分かるはずなんですが、ちょっとこれがすぐに分かれば教えていただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 村野税務課長。 
〇税務課長（村野浩人君） 

 お答えいたします。 
 町民税につきましては２４年度徴収率は９５．２％。固定資産税につきましては８７．５％。

軽自動車税につきましては９４．６％。タバコ税は１００％。入湯税は６７％。町税合計で９１％

となっております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 私は特別会計についてお尋ねをしたいと思います。 
 まず国民健康保険税なんですけども、７ページに歳入ということで、今２，５５６世帯のう

ち正規の保険証が何世帯、それから短期保険証、資格証がどのくらいなのかということと、そ

れから不納欠損、それから収入未済とありますけれども、これはどのくらいの人数というか世

帯というのか、この数字を教えていただきたいというのが１点と、それから後期高齢者で、こ

れは２０年度からということで不納欠損はないんですけれども、収入未済が昨年に比べて１桁

増えて、昨年は収入未済が８９万７，５４０円ということだったんですけども、今年は８２３万

２，４５０円ということで増えているんですけども、この人数と今までどのくらい解消された

のかということ。 
 それから介護保険ですね、これは不納欠損はないんですけども収入未済が昨年より２３０万

円ほど多いんですけども、これの人数とそれから今どのくらい解消されているのか、この３点

についてお聞きしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 村野税務課長。 
〇税務課長（村野浩人君） 

 国保に対する不納欠損は、人数では把握しておりません。国保税は世帯主に課税されますの

で、世帯数ということでご承知をお願いします。４５件になっております。４５件で５７８万

８，３９９円でございます。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 国民健康保険につきまして、短期証の関係の人数ですが、すみません、のちほどお答えさせ

ていただくということでよろしくお願いします。 
 後期高齢につきまして、説明させていただきます。 
 後期高齢の保険につきまして、平成２４年度は滞納分という形で、２３年度決算と比べまし

て増えております。これにつきましては、後期高齢の徴収事務におきまして督促関係、未納の
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通知の不足がありました。要するに未納者に対する徴収事務が、連絡をしていなかったという

ことがありました。それで今回、滞納がこれだけ増えてしまったということでございます。 
 それでこの原因となりますものが後期高齢は、ご存じのとおり７５歳以上の方が全員加入す

るのですが、ちょっと複雑でございまして、本来ほとんどの方は年金から天引きをさせていた

だいている形ですが、７５歳になった方につきましてはすぐに年金から引かれないという状況

で、半年程度経ってから年金から引かれるということでございます。それが一般的に引かれる、

年金から天引きされるときは年金の支給月から引かれます。４月から、４月、６月、８月とい

う形で偶数月で引かれますが、普通徴収の場合は７月から引かれるということで、７月から納

付書を発送しておりますが、当然天引きをされるものだという解釈をされている方がほとんど

でございまして、請求がないとそのままでいいのではないかという形で見過ごされたというの

が大きな原因でございます。 
 また、所得が途中で一時所得とかがあった場合、所得更正をさせてもらっています。そして

年金から引いている方につきましては、年金から引けなくなりますので再度普通徴収の通知を

差し上げるのですが、それでも私は年金から引いているんだという形で通知を出しても、催促

がないと引いているものだという形で解釈されております。 
 よって年金から本人は当然支払っているという解釈がありまして、町としては未納者に対す

る徴収というのをしなかったために、この金額が出てしまったということでございます。 
 それで２５年になりまして、全員の方に催促のお願いをさせていただきました。昨日現在で

ございますが、収入額が５７９万８，０３０円という金額で集めさせていただいております。

今現在、町民課で１軒１軒ご訪問させていただいてご説明する中でお願いをしているという状

況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 笠井福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 
 今回８００万円ほどの滞納になった部分につきましては、徴収率については昨年より数％上

がっております。ただ介護保険の額、第５期の保険料がずいぶん上がった関係で１０８人の方

が滞納、それで特別徴収は当然１００％なんですが、普通徴収の人たちが滞納ということであ

ります。 
 それ以後の徴収につきましては月に１回、シルバーの職員、うちの職員、それから夜の電話

等の督促ではっきりした額は承知していませんが、３０万円くらいは集まっていると理解して

います。細かい数字につきましては、委員会のときに資料をお配りいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 ２５６世帯のうち短期保険証が今、資料がないということなんですけれども、私毎年ここで

聞いているんですよね。委員会が違うものですから、ここで聞かないと聞けないものですから

短期保険証と資格証がどうなのかというのが知りたかったんですけども、それではそれはあと

でお願いをいたします。 
 それから後期高齢者なんですけども、これは手違いがあったということなんですけども、やっ
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ぱり普通徴収、特別徴収みたいに年金から天引きされる方はいいですけども、その年金が年に

１８万円以下の方ですよね。普通徴収というのは。その方たちが１８万円以下の年金の中でこ

の金額を納めなければいけないということで、かなり大変な思いをされている方たちがたくさ

んいるというのは理解しているんですけども、そこのところはやっぱり説明不足というか、そ

れは否めないんではないかと思うんです。今、回っていらっしゃるということなので、やっぱ

り理解していただくしかないので、ぜひそれをしていただきたいと思うんですけれども、そう

は言っても年金１８万円以下の方たちが納付をしなければいけないということで、５７９万円

ですかね、ということですけども、それ以外にもやっぱり過年度分も結構ありますので、そこ

のところの説明を詳しくしていかないとお年寄りはなかなか理解できないと思うので説明をし

ていただきたいと思います。 
 それと介護保険も、私は違う委員会なものですからその資料がすぐには手に入らないという

ことで、ここでお聞きをしたんですけども、これもやっぱり年間１８万円以下の方たちが介護

保険料をということで、かなり大変な部分もあると思うんですけども、これも詳しくはいくら

残っているのかというのは分からないということで理解していいんですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 

 介護保険の滞納がいくら残っているか分からないかということなんですが、出納閉鎖後、今

まで集金した部分が分からないということで、この８４０万円弱の滞納額の年度ごとのとか、

それはすべてここで一覧表に分かっています。委員会のときにお配りする資料というのも委員

会に属さない委員さんにも資料として毎回配っていますので同じ資料をそのときにお配りした

いと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 他に質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第６７号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 子ども・子育て会議条例の制定ということなんですけども、これは３条で組織ということで

いろんな委員を１０人以内で組織するということなんですけども、これは具体的にどういう方

たちを１０人ぐらい予定しているのかどうなのか。それと会議の公開とか議事録の公開はされ

るおつもりでしょうか。それから町民から委員を公募していただきたいというふうに思うんで

すけども、これについてはいかがでしょうか。３点お願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（佐野昌三君） 

 お答えいたします。 
 組織ですが１０人以内ということなんですが、まだ検討の段階でございます。子どもの保護
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者さん、それから例えば民生委員、主任児童委員さん等の福祉の団体関係者、それから福祉施

設、児童福祉施設の代表者、そのほかには学識経験者というような形で考えてはおります。 
 それから議事録の公開ということですけども、これもまだ今の段階では検討しておりません。 
 それから委員の公募についてですけども、これも今後の検討とさせていただきたいと思いま

す。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 ２点については検討していただけるということなんですけども、委員ですね、今聞いた限り

では現場の、子どもたちに直接接している方たちがなんか少ないような気がするんですね。やっ

ぱり学校とか保育園、幼稚園、それから学童保育がかなり子育て支援法で変わると思うので、

その学童保育の指導員さんの参加とか、やっぱりそういうところは重要ではないかなというふ

うに思うので、これもぜひ検討に加えていただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（佐野昌三君） 

 議員さんのご意見も参考にしながら今後考えていきます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第６８号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第６９号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７０号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 議案第７０号について、質問いたします。 
 この条例は、消防団員の定数を現行定数にということで８６０を７４０に条例改定する条例

ですが、現在、実際、実動員が７４０人のうち、おそらく町外へ住民票を持っている団員も含

まれていると思います。そのへんはどのような数字になっているか、お分かりになりましたら

伺います。 
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〇議長（福與三郎君） 
 笠井総務課長。 

〇総務課長（笠井一雄君） 
 消防団員の人数につきましては、各消防第１分団ごとに町のほうに報告があって、その人に

消防活動をお願いしているという状況でございます。大変申し訳ないですが、具体的に住民票

があるとかないとかという部分については調べてございません。大変申し訳ないです。ただ消

防活動に、できるだけ地元で働いている方とかそういう人を優先的に消防団員としてお願いを

しているところです。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 この自治消防は一番の、結局目的は何かというと災害、火災の場合は初期消火、そういった

観点から以前、私も一般質問で、この消防団の問題を質問した経緯があります。消防委員会に

おいては、もちろんこの定数の、いわゆる現行にあった条例の改正もですが、婦人消防団員と

いう、よその町でも常に家庭でおられる若いご婦人なんかが団員に入っていただいて消防団活

動をしているという市町村もあるわけですね。消防委員会でそういった検討をなされたかどう

か、その点も伺います。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 消防委員会では今回の場合、定数の部分で検討をして、議事録等を見ますと婦人消防団員に

ついては検討をしてございません。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 今現在、婦人消防団員については検討をしていないというようなご返答ですが、先ほど申し

上げましたように初期消火体制を組むには常に地域というか、家庭におられるご婦人たちもや

はりこの消防活動に参加していただいて、高齢者が多い身延町にとってはぜひともそういった

活動も必要だと思います。そしてまた町内に就労している団員も非常に少ないと思います。私

もかつて旧中富町時代に団長をさせていただきましたが、その当時、１０分以内に詰所へ集合

できる団員、わずか１５％なんですよ。場所によっては５％以下だと。３０分以内というデー

タが大体３０％。昼の火災ですね。そういったような状況下でもって初期消火ができるかとい

うことを考えた場合、やはり常に地域におられるご婦人、そういった人たちに活動していただ

く。過去の例で言いますと旧町時代に旧曙でもって山林火災がありました。しかしその山林火

災、昼間の火災でしたが火災発生と同時にある集落のご婦人が消防車だけそこへ持ってきたと。

ほかの団員はじめ、地域の男性が集まったときには放水できる体制が整っていて、初期消火で

治めたという実例もあります。たしかその当時も婦人消防団員は組織していなかったんですが、

たまたまそうした運転免許証もあるし、結局とっさの行動でもって、ご婦人の活動によって早

 ４７



期に消火できたという実例もありました。 
 ですから今後そうした消防の活動においては、まず第一に初期消火のいかに体制づくりがで

きるか、そのへんを検討した中でこの団員定数と合わせて今後検討していただきたいと、この

ように思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 規則の中でいろんな役割が決められておりまして、その中に自動車隊というのがあります。

私はじめて今回、自動車隊長というのがあったんだなということで、ちょっとどういう役割だっ

たのかということと、それから規則のほうも当然、今度改正になるということで理解してよろ

しいでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 自動車隊につきましては、旧下部町に自動車隊がございました。それにつきましては火災が

あったときに、役場の本庁舎にいる職員が一番早く出動ができるというために自動車隊を整備

したということがあったようです。合併をして以降、実は自動車隊は有権、休止になってしま

いました。実際には活動をしていなかったということで、例えば本庁舎に連絡があっても各分

団へ出動をかけたほうが早い。要するに遠いところまで行くには大変時間もかかるということ

で、そういうことで実際の火災に対応して自動車隊が組織されなかったという経過があります

ので、今回、消防委員会の中でも協議をして抜くということで抜かせていただきましたので、

ご理解を願いたいと思います。またそれにつきましては、規則のほうも改正する予定でござい

ますのでよろしくお願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 私が知らなかっただけで下部町から始まったということで、この自動車隊というものが、今

の話を聞きますと大変なんか重要な役割を本当は果たせるんではないかということで考えたん

ですけども、下部支所とか本庁舎とか身延支所とかにそういう自動車隊があれば緊急に出動が

できるんではないかなという感じがするんですけどもいかがでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 先ほども申したとおり、例えば支所に自動車隊を設けても実際に出動する方がいない。消防

団員がいない。部員がいないということであれば、昔の場合ですと役場の職員イコール消防団

員というようなところも多かったわけですけども、各部で所属しておりましてもそれだけの人

数が、例えば支所では、今、下部支所で１台の車に乗って消火活動に当たれないということで

実際は機能していないというところでございますので理解をお願いいたします。 
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〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７１号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７２号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 議案第７２号について、２点ほど伺います。 
 １点目は１２ページ、農林水産業費の１９節補助金２００万円。鳥獣害の施設資機材補助金

と、それから２２節の和田の圃場の整備事業、地権者補償費２０万８千円、これは地権者補償

費、どういう形の補償費なのか、２点について伺います。 
〇議長（福與三郎君） 

 千頭和産業課長。 
〇産業課長（千頭和勝彦君） 

 お答えします。 
 １９節の補助金、鳥獣防除施設資機材補助金でございますが、当初予算１，０１０万円を計

上させていただきました。８月１９日付けの交付決定で４６名の方に交付いたしまして、交付

額７０２万円を交付しております。よって今後さらに交付者が出てくるということの中で、こ

のたび２００万円の増額をお願いしたところでございます。 
 続きまして２２節でございますが、和田圃場整備事業地権者補償費でございますけども、こ

れにつきましては旧身延町において中山間地域総合整備事業の中で和田の圃場整備事業を実施

いたしました。これにつきましては、地権者に工事費の５％をご負担していただくということ

でなっております。ついては、このたび換地計画の公告縦覧が８月２９日に終了しまして現在、

異議申し立て期間が１３日まで実施しております。この異議申し立てが過ぎまして、異議がな

くなれば換地の精算をいたします。和田圃場整備事業についての工事費が７，６４６万６，

１８１円の工事費に対して５％で地権者から３８２万３，３０９円の負担をお願いするところ

でございます。 
 つきましては６８名の方から４０３万６４４円を徴収いたしまして、そのうちからこの

２０万７，３３５円を補償するということで精算を行う予定でございます。よって、ここで予

算をお願いしたところでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 この鳥獣害のいわゆる２００万円においては４６人の申請があって、結局この当初予算では

 ４９



足りないということで追加予算というような形になったと思いますが、ただこれは私の集落も

集落全体を、いわゆる施設をしていただきました。しかしながらサル、時においてはイノシシ

も中へ入ってくる。ましてやよその地域においては施設をしたんだけども、いわゆる施設の中

に林があるというような工事内容であると。そうしたところの地域の人たちも、町から今まで

出していた補助金を個々に申請した場合、もう打ち切りといいますか、出しませんというよう

な形で今きているわけですが、農家にとっては農作物を作ってサルやイノシシに食べさせるた

めに作るんではなくて、やはり収穫するために作っているわけですね。だけども、あれだけの

設備をしても、今言うような被害が多々出ている。やはり今まで出していた８割の補助を多少

減額しても申請者においては町として出してほしいなというような声も聞かれます。 
 私も個人で実際、電柵を作り、その年に申請をしたんですが、たまたまその集落がもう計画

があるから出しませんよということで補助金はいただけませんでしたが、せっかくのことだか

らということで私は個人で行いました。 
 私のところは電柵でもってやってありますから大豆にしてもほかの作物にしても被害がない

んですが、隣へ作った人は非常に昨年はいい、枝豆にしてもさやつやがよかったと。しかしな

がら収穫間際になったら本当に一朝でもって全滅というような状況下です。これはやはり農業

政策の上において果たして旧下部町、旧中富町においては中山間事業でもってあれだけの設備

をしているんですが、総額１６億円以上の金を投じてやっていただいているんですが、農家に

とってはそれほど、投資的な効果が表れていないと。一部においては、それはイノシシが入ら

なくなったというような声も聞きますが、今、やはり農家の敵はサルです。そうした、やはり

鳥獣害においても、その対策を産業課でも検討していただいて、先ほど申し上げましたような

補助金の対象といいますか、従来どおり出して、やはり農家がせっかく汗をかいて作った作物

が確実に収穫できるような形、それを振興するのが産業課であり、町の政策であろうとこう思

うわけです。これを今言うような形でもって、ただ集落全体をやればいいやというような安易

な考えではなくて緻密な、農家に対して声を聞き手助けをしていただきたいなとこう思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 １１ページですけども、民生費の児童福祉総務費の報酬で子ども・子育て会議委員報酬とい

うことで１０人分１６万４千円ということで、１０人で割れば１万６，４００円ということな

んですけども、何回、どういうふうな形でやるおつもりなのか。議決したあと、どういうふう

なタイムスケジュールで計画を立てていらっしゃるのかというのが１点。 
 それからその下の原保育所費ということで、賃金で臨時職員の賃金７カ月分で１０５万２千

円ということで、９月から３月までということで理解しているんですけども、これはなぜ途中

でこういうふうな予算が出たのかというのが１点。 
 以上２点です。 

〇議長（福與三郎君） 
 佐野子育て支援課長。 
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〇子育て支援課長（佐野昌三君） 
 お答えいたします。 
 まず３款２項１目児童福祉費の報酬でございます。子育て会議の報酬１０人分ということな

んですが、これは町で定める特別職の職員で非常勤の者の報酬のうちの、その他の非常勤職員

の日額で定めるものに準じたものというところの単価を適用させてもらっております。それで

３回分を今回お願いしてございます。 
 単価につきましては会議の長、会長さんが日額で５，８００円、それからその他の委員さん

が５，４００円ということで、その３回分ということでございますけども、今後アンケートの

内容の検討など、３回ほどは会議をするだろうというような見込みの中で３回とさせていただ

きました。 
 それから１１ページの原保育所の臨時保育士の賃金の計上ですけども、ここではちょっと表

現をこういう形でさせていただきたいんですが、一般的ではない性質を持った児童が８月１日

から入所しております。一般的ではない性質と言いますのは、異常に行動的で目が離せないと

いう児童が入所してございます。様子を見まして児童本人、それから他の園児の安全を図る意

味から保育士の増員を要するというふうに判断いたしましたので計上させていただきました。

児童の詳細につきましては、個人情報ということもございますのでご容赦願いたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 子育て会議は今年、この予算の中ではアンケートだけということなんでしょうか。支援事業

計画というのは、そのアンケートが返ってきてから支援計画というのを立てるということで今

年のこの予算の中には入っていないと理解してよろしいんでしょうか。 
 それから先ほど、私ちょっと理解ができなくて言えなかったんですけども、１２ページの委

託費のそよかぜワークハウスに当初予算が９６３万４千円ということで委託料が出ていたんで

すけども、それが１６６万円減額ということでこの理由を教えてください。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（佐野昌三君） 

 今年度、子育て会議の中で検討する部分はアンケートの内容が主な部分だと考えております。

計画につきましては、来年度策定ということで義務付けられております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 笠井福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 
 保健総務費の委託料１６６万円の減額についてでありますが、そよかぜワークハウスの委託

料の減額で、この内容につきましては財政課長もちょっと触れたと思いますが、福祉車両の寄

附ということで、そよかぜワークハウスに１０人乗りのワゴン車をご寄附いただきました。そ

れと同時に町の福祉保健課の包括担当が乗っている軽自動車、それから一色のホタルまつりの

運営にということで、現金も寄附していただいたんですが、一色出身の依田さんからご寄附を
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いただきました。当初予算の段階では１０人乗りのワゴン車を購入する予定で運営費、委託費

ということで計上しておりましたが、それがご寄附いただいたので今回減額ということであり

ます。 
〇議長（福與三郎君） 

 他に質疑はございませんか。 
 穂坂英勝君。 

〇１２番議員（穂坂英勝君） 
 １点だけです。１４ページの８款土木費の４項都市計画費の中の景観条例に関する補助金。

この補助金、ご説明いただいた中では新しい条例に基づいて初めての事業ということだろうと

思うので、中身がこういういい事業であるし、もちろん賛成するんですけども、住民には非常

に分かりにくい内容なのであえて質問させていただいて、中身を聞かせていただきたいと思い

ます。 
 まず景観づくり条例の中の指定した特定の地域に、特定の地域の特定なものに対する補助金

でございますので２，４００万円、財源は歳入のところで２分の１の県の１，２００万円とい

うことで、あとは当事者と町の一般会計のお金を使うというような形だろうと思うんですけど

も、景観づくり事業という名前だけでは、門内ということはよく分かるんですけども、旧身延

町の門内、門前町、そのへんの景観づくりのための事業ということは分かるんですけども、対

象が１０件ほどだというふうなご説明も受けましたのでその部分はよく分かるんですけども、

どんな中身を事業として進めていくのかなというのが分かりにくいので、せっかくこういう事

業で執り行っていい仕事をしているんですから、もう少し住民に分かるような説明をこの中へ

加えてほしいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 竹ノ内建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 景観づくり事業補助金、門内地区２，４００万円です。平成２３年４月１日、身延町は景観

法に基づく景観行政団体に移行されました。身延町らしい景観形成を総合的かつ計画的に推進

していくため、平成２５年５月に身延町景観計画が策定され、６月に身延町景観条例が制定さ

れました。 
 身延町景観計画のうち特にきめ細かく景観形成を図る区域として門内地区を重点地区に指定

しました。この門内地区のうち上町の一部が山梨県景観モデル事業地区に指定され、住民が実

施する景観事業を行うための補助金であります。対象件数の内訳は店舗が１８件、観光協会の

事務所、上町の街灯組合、合わせて２０件でございます。 
 補助金の対象事項は景観上、向上するものに限られます。主なものは３つあります。１つは

屋根、壁の塗り替え。屋外機の目隠し等。２つ目は屋外の広告物の外観の修景、除去。または

集約化。３つ目は景観を阻害している物の片付けでございます。 
 今年度１０件の予定で県が１，２００万円、町が１，２００万円、合わせて２，４００万円

の補助金です。事業費の内訳ですが、県が５分の２、町が５分の２、個人が５分の１というこ

とです。またこのものにつきましては限度額がございまして１件あたり県が１２０万円、町が

１２０万円、個人が６０万円の合わせて３００万円の事業になります。今年１０件行いまして、
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来年度１０件を予定しております。県内のモデル事業の指定市町村は４カ所ございまして富士

河口湖、山中湖、忍野村、そして身延町ということで国中では身延町が初めてということにな

ります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 穂坂英勝君。 

〇１２番議員（穂坂英勝君） 
 よく分かったんですけども、そうするとこの２，４００万円は対象になる家屋とか、そうい

う個人個人に補助金として出すものの総額と考えてよろしいのかなと思うんですけども、その

ほかいろいろ一生懸命やっている中を聞いてみると送電線の地中化とか、いろいろなものを

伴って計画を進めているように聞いてはいるんですけども、そのへんとはまったく関係ない予

算というふうに考えてよろしいんでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 竹ノ内建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 これは対象件数が２０件ありまして今年１０件ということで、１件ごとに補助金は最高

２４０万円ということになろうかと思います。あと門内の上町地区は電線の地中化ということ

で今、山梨県の県土整備部のほうで測量、あと設計、あとはその上町地区住民を対象に説明会

等を行っており、それが整い次第、地中化の工事に入っていきますので今回の修景事業とは別

ものでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 １６ページの教育費の社会教育総務費、その中の三沢川ふれあい農園撤去処分業務というこ

とで出ていますが、こちらのこういうふうな形になった経緯、それから場所的なものですね。

こういうものを撤去するというよりも、再利用なりなんなりできなかったのか、そのへんを

ちょっと伺いたいんですが。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野勇夫君） 

 お答えをいたします。 
 三沢川ふれあい農園撤去の処分業務の関係でございますけども、下部花づくり実行委員会が

後継者不在等により解散することになったと。この点については昨日ご説明があったところで

ございます。管理を委託していたふれあい農園が町へ返還されることによって、河川占用の原

状回復の義務を履行するため今回撤去を行うということでございます。ご質問のなんとかほか

の利用とかないかということでございますけども、この点につきまして、われわれのほうで花

づくり実行委員会の実際の業務をやっていた、当時の久那土分館の分館長さんが業務をしてい
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ただきましたがその方、あるいは花づくり実行委員会の委員長さんとも協議をさせていただき

ました。われわれとすればなんとかあれだけの花づくりをしていただいたところでございます

から、ほかに方法はないのかなということで、事務局的としてはお話をさせていただいたんで

すけども、やはりあの作業というのは見た目以上に、本当にプロ的な内容だったと思います。

面積的には３，２００平方メートルということでございます。鳴沢のほうからセル苗を、それ

を仕入れ、土をつくって栽培をしていたと。間には草を取ったりということでほとんど１年中

というような作業でした。とてもほかの人に引き継ぐということは完全に無理だなということ

は業務をしていただいた分館長、それから実行委員会の委員長ともお話をしていたところでご

ざいます。 
 そして実行委員会の委員長、それから分館長、われわれだけで話をして決定することはでき

ませんので、３月ごろだったと思いますけども実行委員会を開かせていただきました。そこで

皆さんと協議していただいたんですけども、やはりあれだけのものを今後維持していくことが

実行委員会としても難しいと、できないといったことで今回、撤去していくということになり

ました。 
 ただ、これまで何年間も、これはかいじ国体以後だったと思いますけども、一生懸命やって

いただいたということで、いきなり花の活動というものをなくすことはできません。実際のと

ころ集落公民館事業のほうで十分、下部の場合には定着をしております。集落公民館でもそう

いった活動をしていただきました。このため公民館費の中の消耗品を使って、わずかばかりで

すけども希望するところには花の種を配って継続してやっていただけたらなということで、ご

理解をいただいたという経過でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 今、高齢化して大変厳しい状況だということはよく分かるんですが、あれだけの広いところ

を、河川ですから撤去して返す。そうすると雑草が生えて、それなりに大変なところが出てく

るんだろうと思うんですが、なんか例えば貸し農園とかそういうふうな一般に出してやれるよ

うな方法というのはないんですかね。あそこをうまく利用して。そういうことは検討なさった

んでしょうか。なんかみんなでやれば、今までは結構、その公民館の館長さんと花づくりの方々

に、一部の方々に負担がかかっていた。だから大変ということがたしかにあったと思うんです

よ。それを多くの方々に、例えばみんなで花を作りましょう。よくあるんですが、他の市町村

でも皆さんで花を作りましょうとか、こういうふうなことをやりましょうとか、講習会をやっ

て、こういうふうにみんなでやりましょうということをやっているところもあるんですよね。

そういうところできれいに個々が小さく区分して管理しながら、全体を町なりなんなりが管理

するというふうなそういうやり方もあるんですよね。だから撤去するのは簡単なんでしょうけ

どもそういうことが不可能だったのか。またそういう話も出なかったのか、そこだけ聞きたい

です。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野生涯学習課長。 
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〇生涯学習課長（佐野勇夫君） 
 実行委員会の席においては、そういったお話は出ませんでした。下部の教育会とか、あるい

は関係するところ皆さんに年に何回か出て協力していただいたということで、その大変さとい

うのは重々分かっていたんではないかと思います。そういったことで今お話のような小分けし

て自分たちがやるというところまでのお話は出ませんでした。これはもうやむを得ないといっ

たお話でした。 
 もう１点、用途を変更してという意味だと思うんですけども、農作物ということですけども、

あそこの河川はふれあい農園というか、花づくりということで位置づけされておりますから、

われわれとすれば県のほうに、いったん整備した中で、またどんなふうな活動が出てくるかそ

れは見極めていきたいと思いますけども、とりあえず目的として達成したのではないかという

ことで整理をしたいというふうに考えております。 
〇議長（福與三郎君） 

 他に質疑はございませんか。 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 ２点お伺いします。 
 １０ページ、総務費、財産管理費の町道古関田ノ上線更正登記事務ということなんですが、

この登記内容とそれから対象となった筆数というか土地だと思うんですけども、そのへんの筆

数と更正の理由についてお伺いしたいと思います。 
 それから１４ページ、道路橋梁維持費ということで工事請負費１千万円の町道八日市場市街

３号線ほか４件と、それから同じように土木費の河川維持費で鰍原沢川河川維持工事というの

があって、それぞれ維持工事なんですがこの工事の内容についてお伺いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 竹ノ内建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 町道古関田ノ上線の更正登記業務ですけども、この筆数は２筆ということで当時これは下部

町時代に登記したわけですが、今、町道として、もらい受けたところともらい受けでないとこ

ろが逆に登記されていることが分かりまして、これを現状に即すように登記をし直すという業

務でございます。 
 続きまして１４ページの工事請負費の内容でございます。町道八日市場３号線、これはカー

ブの拡幅、あと擁壁、舗装工を行います。町道上大島線の道路の維持工事、これは水路を改修

しまして、蓋をかけて道路としても使えるようなものにします。町道熊沢岩下線の道路維持工

事、これはやはり水路に蓋をかけまして道路の幅員を確保するということと、あとちょっとし

た擁壁等を行って道路の幅員を確保するというものです。町道高校北線の道路維持工事、これ

につきましても、梅平地内の身延高校の裏側になる路線でございますが、これも水路の蓋が古

くなりまして、車が通るとかかっている蓋をはねてしまって危ないということで、水路も外れ

ない構造のものに変え蓋の架け替えを行う工事でございます。 
 その下の河川費の中の工事請負費、鰍原沢川の河川維持工事ということで場所は八木沢の鰍

原でございます。水路が崩落して水が流れないということでコルゲートを新設して河川の維持
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にあたりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 町道について今いろいろ聞いたんですけども、実は下部町時代に宅地を購入したところがそ

の真ん中にある、購入した広い土地を何軒かで分けたみたいなんですが、その真ん中に残って

いるのが私有地で今のその古関田ノ上線と同じように、それはもうはじめから町が買い上げた

とかなんとかではなくて、そのまま私道で残っているという部分があって、できればそこへ、

今、全然排水路もまったくないというところなので、そこへ排水路をほしいという住民の願い

がありまして調べていただいたところ、どうも真ん中にそういう私有地が残っていると。それ

を例えば私有地でなくすための作業というか手続きというか、それはどんなふうにしたらいい

のかということをちょっとこの場でお聞きしたいんですけどもいかがでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 竹ノ内建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 今、議員さんがおっしゃられたことは、そのお宅へ行くまでの間が私有地の道路ということ

で、私道ということになろうかと思います。それを公的なお金を出して改修なり、改良なりを

するということは、まずは町道なり農道なりそういった公的な道路にしなければならないと考

えます。それにはやはり公益上、町道として、農道として必要かどうかというそういう見極め

が必要でございますので、町道に認定するときは区域の変更とか、新規路線でありましたら議

会に上程しまして認めていただくということになろうかと思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑はございませんか。 
 柿島良行君。 

〇２番議員（柿島良行君） 
 １点お伺いします。 
 １６ページの教育費の公民館費でございますけども、この中で研修負担金として４２６万

７千円の補正が組まれておりますけども、これは甲種防火管理者再講習料ということでござい

ますが、公民館費の中で出ていますので、どういうところに何人配置をしているのか。あるい

はする必要があるのか。また再講習の方法はどういうことなのか。それから再講習というのは

何年に一度とかとなると思うんですけども、この３点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野勇夫君） 

 甲種防火管理者再講習料は研修負担金の上の欄の４千円ということでございます。補助金の

４２６万３千円は下の１７ページの集落公民館整備費補助金、大庭集落公民館、元町集落公民

館の整備費の補助金の減額でございます。 
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 甲種防火管理者再講習につきましては、これは職員でございます。職員が身延地区、それか

ら古関分館の防火管理者ということになっておりますので、その２名、資格を持っているんで

すけども、再講習が必要ということで２千円掛ける２人ということでございます。 
 それからその講習の期間ということでございますけども、すみません、ちょっと私、理解し

ておりませんので、また改めてお答えをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 他に質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議事の途中でございますけれども、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時３０分です。 

休憩  午前１０時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時３０分 
〇議長（福與三郎君） 

 再開の前に先ほど未答弁がございましたので、未答弁の答弁の用意ができたようですから。 
 佐野生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（佐野勇夫君） 
 先ほどの防火管理者の再講習の期間ですけども、資格を取得してから５年以内に再講習を受

けるというふうになっております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 佐野町民課長。 

〇町民課長（佐野文昭君） 
 先ほどの国保の資格証、短期証の関係でございます。 
 ２５年６月１日現在でございますが、資格者証交付６１世帯でございます。短期証につきま

しては２５世帯の方に交付しております。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 議案第７３号について質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７４号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７５号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
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 川口福三君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 議案第７５号について、１点だけ伺います。 
 水道事業費の中、簡易水道建設費、ここに委託料でもって下部の簡水、それから中富南部簡

水、それから古長谷・福原地質調査業務というような中で委託料が計上されておりますが、こ

の内容について伺います。 
〇議長（福與三郎君） 

 遠藤水道課長。 
〇水道課長（遠藤庄一君） 

 お答えします。 
 下部簡易水道、新湯川橋橋梁添架工事につきましては、今までの計画が常葉川の横断が旧湯

川橋、行ってみますと旧道がありましたけども、旧道を配管するというような予定になってお

りましたが、河川占用を申請したところ河積ですね、川の断面が取れないということで県のほ

うからここは通してはいけない。添架は駄目ですという話がありました。それに伴いまして新

湯川橋のバイパスのほうの新しい橋梁に設計を振り替えるということで協議をしてまいりまし

た。それによりまして協議が整うというような状況になりましたので添架工事のほうの委託を

計画したということになります。 
 それから中富、曙地区の統合簡易水道事業につきましては統合簡水を進めるにあたりまして

水源地が量的なものがないということで、その調査をするために古長谷、それから福原の地区

に電気探査というような水量を確認する水質調査を行うということで計画を進めるということ

であります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７６号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７７号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７８号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 お諮りをいたします。 
 発議第１号につきましては議員提出案件でありますので、質疑・討論を省略し採決を行いた
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いと思いますがこれに異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 次に認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件、議案第７１号、以上１３件につき

ましては委員会付託を省略し討論・採決を行いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって財産区特別会計歳入歳出決算１２件、議案第７１号につきましては委員会付託を省略

し討論・採決を行うことに決定いたしました。 
 続けて、お諮りいたします。 
 認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件につきましては一括討論・一括採決を行

いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件につきましては一括して討論・採

決を行うことに決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 提出議案に対する討論を行います。 

 認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件について一括討論を求めます。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論もないので、討論を終結いたします。 
 議案第７１号について討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論もないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 提出議案に対する採決を行います。 

 認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件について原案のとおり認定することに賛

成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、 
 認定第１号中、平成２４年度身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区

特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算

について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
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 認定第１号中、平成２４年度身延町第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区特別

会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２４年度身延町仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算につ

いて 
 認定第１号中、平成２４年度身延町姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２４年度身延町入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２４年度身延町西嶋財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町曙財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町大河内地区財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２４年度身延町下山地区財産区特別会計歳入歳出決算について 
 以上１２件については、原案のとおり認定することに決定いたしました。 
 議案第７１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７１号 峡南広域行政組合規約の変更については、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 
 発議第１号について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって発議第１号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意

見書については、原案のとおり採択することに決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 提出議案の委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 
 お手元に配布してあります議案付託表のとおり各常任委員会に付託したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布してあります議案付託表のとおり各常任委員会に付託をいたします。 
 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 
 これをもちまして本日は散会といたします。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 それでは相互にあいさつを交わし、終わりたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
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 ご苦労さまでした。 
散会 午前１０時４２分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし始めたいと思います。 
 ご起立願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（福與三郎君） 
 本日は大変ご苦労さまでございます。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 一般質問を行います。 

 一般質問の通告者は６名であります。 
 まず通告の１番は野島俊博君です。 
 野島俊博君、登壇してください。 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 通告に従いまして、一般質問を行います。それでは早速、始めます。 
 まず私の思いをはじめに申し上げまして、それから質問をさせていただきます。質問をする

際はまず私の考えを先に言うこともありますけれども、どうかよろしくお願いいたします。 
 それでは始めさせていただきます。 
 まず２０２０年、夏季五輪東京開催決定、５６年ぶり２回目の報道がありました。皆さんと

もども喜びを分かち合いたいと思っております。 
 そしてプレゼン、皇族の高円宮妃久子様の英語・フランス語で感謝の気持ちを述べられたこ

と。またパラリンピック、走り幅跳びの佐藤真海氏やフェンシングの太田雄喜氏などの慣れな

いながらも身振り手振りで英語のスピーチ、滝川クリステルさんの流暢なフランス語、英語に

よるおもてなしの精神に感激したところであります。 
 さてスポーツを通じて元気な経済、明るく豊かな国づくり、そしてまちづくり、さらに富士

山世界文化遺産登録、平成２９年には中部横断自動車道の開通、また国道３００号の整備、さ

らに２０２０年、平成３０年になりますか、夏季五輪、そして富士五湖周辺の集客がさらに伸

びることが予想できますが、本町への誘客を含め、このプラスをどのように生かしていくのか

ということも大きな課題となると思っております。 
 そして国際感覚を身につける意義、とても大きなものがありますけども、外国語教育の充実、

そして品質・環境における国際規格への認識を持つ意味がさらに大きくなってまいりました。 
 グローバル人材の育成と活用が必要となってきたところでございますけども、人口減少化の

経済政策視点をここで挙げてみますと総人口は今後５０年で３０％近く減少し、８，９９３万

人ともいわれております。さらに生産年齢人口は４，５９５万人と現在のほぼ半分の水準、そ

の結果、２０５５年には高齢者１人に対して支え手は１．３人になる予想でございます。 
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 そしてアジア地域の成長を加速させ、それによって生まれた安定的な需要を日本が取り込む

という戦略の進化、言い換えれば日本がアジア各国と産業面での連携を強化しつつ、最先端の

技術、きめ細やかなサービスで成長する世界各国のお客さんを獲得する戦略、それを担う人材

の育成が急務となってきたところでございます。 
 では競争力人材の育成に向けた課題としては、企業が急激な環境変化に対応してより付加価

値の高い競争力のある財、サービスの創出を可能とするためには、これまでの既成概念に捉わ

れないアイデアやビジネス・モデルを構築し、それを推進・下支えすることで、広義のイノベー

ションを起こしていくことのできる人材、すなわち競争力強化に資する人材を育成、確保する

ことが不可欠であると思っております。 
 それでは、このような難局に立ち向かう人材の育成と確保をどのようにしていくか。まず考

えられることは。将来を担う若者に対する学校教育を中心とした教育基盤をこれまで以上に充

実したものにしていくことが重要。大学進学率が５０％を超えている現在、大学院等の高等教

育機関の果たす役割は極めて大きくなる。 
 それでは教育をどのようにしていくのか。まず教養教育の充実といたしまして企業が求める

人材像の要素はと言いますと自主性、積極性、先取りの精神、柔軟な発想と深い考察力、コミュ

ニケーション力、国際的視野と多様性の受容などが挙げられます。そして社会のグローバル化

がさらに進んで小学校での外国語活動もさらに重要となってくると思います。子どもたちの英

語能力、特に聞く・話す、コミュニケーション能力の向上がより一層求められております。 
 このようなことを前提に質問をさせていただきますので、どうかお答えをお願いいたします。 
 経済・社会のグローバル化が進展する中で、子どもたちが２１世紀を生き抜くためには国際

的共通語となっている英語のコミュニケーション能力を身に付けることが必要でございます。

このことは子どもたちの将来のためにも、国あるいは本町の一層の発展のためにも非常に重要

になってきております。そこで質問をいたします。 
 日本が経済における国際競争に負けないためには、日本人の教育レベル、とりわけ英語教育

の充実が重要でございます。英語力を高めるためには、教える側の能力を高めることが不可欠

でございますけども、教える側のスキルアップについて伺います。ご回答をお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 お答えをさせていただきます。 
 英語力を高めるために、教える側のスキルアップはどのようにするのかという、英語教育に

関する質問でございます。 
 英語教師のスキルアップ、つまり教授法の向上を図るためには管内中学校で実施しているこ

となどについて、現状のお話をさせていただきたいと思います。 
 まず研修でございますけども、県教委が行っております悉皆研修、県教委や教育事務所単位

の公開研究会、さらに教師が主体的に取り組む県外研修、大学での研修、また学校では研究事

業や指導主事を迎えた校内研修を行っています。 
 次に週３日、ＡＬＴを派遣し、いわゆるネイティブとコミュニケーションを図りつつ、より

実践的な語学指導についても研究をしているところでございます。 
 以上です。 
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〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 より実践的な教育ということで、これは私もそのとおりだと思います。まずそこにいくまで

に研修もしっかりやられていると思いますが、私は国際感覚を身に付けるということと英語力

を身に付けるということは私は違うと思います。それは英語をきれいな文法で話せるようなこ

とはあっても、その異文化や人種の違う人たちの気持ちや背景をイメージすることができませ

んので、英語を話せても実践では通用しない英語となるではないかとそういうように考えます。 
 これからはどんな人も、誰も避けることのできない超グローバル時代でございます。私は遅

まきながら英語取得法への既存の考え方を根本的に見直す必要があると私は感じております。

なぜなら、その目的は世界の中で日本人としての自覚と誇りを持し経済活動をしていくことが

できるようにならなくてはいけないからであります。強い日本、ジャパン・アズ・ナンバーワ

ンであれば、日本語だけ学んでくれて日本人に合わせてくれた外国人も多かったかもしれませ

んけども、これからは日本人が積極的に海外に意識を向けて外に出て行くことがこれは必須で

ございます。相手の国の文化や気持ちを理解するために英語というツールが必要になってくる

というのが、これが私の理由でございます。どうですか教育長、こういう考え方とものの見方

は。「やるのは、いまでしょう」と私は思いますけども、ぜひ、そのへんのところも考慮してい

ただければと思います。 
 次に移ります。 
 教育、社会経済の進展に対応した教育の推進については、目指す姿はというと「国際化や情

報化など社会経済の進展に対応した知識・技能を身に付けている。」また「障害のある子どもた

ちが一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな支援を受け、社会参加できる力を身に付けてい

る。」と考えます。現在はというと少子高齢化やグローバル化、高度情報化などが急速に進む中

で社会経済の進展に対応して生き抜いていく、たくましい子どもを育成することが求められて

おります。 
 少子化による児童生徒が減少する中で、時代が必要とする人材を育成するには教育環境の整

備はもとより家庭や地域との連携、そして協力した教育活動の一層の促進を図る必要が私はあ

ると感じております。 
 そして小学校の外国語活動について平成２３年度より小学校において新学習要領が全面実施

され、５・６学年で年間３５単位時間の「外国語活動」が必修化されていると思います。また、

情報化やグローバル化に対応した知識や技能の習得を促進するため小学校、中学校、高校の各

段階に応じたＩＣＴ利活用教育や外国語による高いコミュニケーション能力の獲得に向けた教

育および私がこの６月の議会に質問いたしましたキャリア教育の充実が必要だと思いますがい

かがでしょうか。そこで質問いたします。 
 質問１の２でありますけども、「小学校の外国語活動の現状をどのように評価するのか。また

ＩＣＴ教材を使った教育について基本的認識、考え方を伺いたい。」よろしくお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 議員さんからご指摘いただいたように、小学校では新学習指導要領に基づく時間の設定等も
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行われています。小学校でございますので外国語教育ではなく、外国語活動と申しますけれど

も、この活動という呼び名にふさわしく音声を中心に外国語に慣れ親しませて体験的に諸外国

を理解し、コミュニケーション能力の素地を養うことを目的にしています。 
 本町では平成２１年から先行実施をしております。外国語活動は基本的には担任が行います

が、２人のＡＬＴが各小学校を巡回して授業の組み立てや教材の手配など、積極的に授業に参

加をし、また学校行事などを通じて児童と交流をしております。 
 小学校の算数が中学校では数学となるような、英語にはそのような小学校からの連続性がな

かったので、小学校の段階においてネイティブの音声に親しむことで大きな教育効果が表われ

ております。 
 次にＩＣＴ教材についてお答えします。 
 代表的なものはパソコン、デジタルテレビ、あるいは電子黒板、実物投影機、プレゼンソフ

トなどだと思いますけども、本町ではインターネットでの調べ学習、それからＤＶＤ教材や教

師が作成した資料を大型テレビに映す、あるいはパワーポイントを使った発表等を行っており

ます。また一部の学校ではタブレット型端末の導入を目指した試行も行っています。 
 現状でＩＣＴ教材についての取り組みはこのような状況です。今後については学校現場にお

いて、個々のＩＣＴ教材の有効性を見極めるということも大事でございますので、その上で積

極的に導入を図るべきだと考えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 外国語活動においては、その音声を中心に外国に慣れ親しませる。そしてこのコミュニケー

ション能力の素地を養うということは、これは本当にそのとおりだと思います。 
 その中で今、話を聞いていて目的というものが、その学校でのＩＣＴ利活用の目的というも

のがちょっと不明だったような気がするんですけども、その点、私はこういうふうに考えるん

ですね。その学校へのＩＣＴの目的、従来の教育方法や教材、教務では実質的に難しかった教

育目標を達成すること、また児童生徒自身の主体的な学習活動や発展的・創造的な学習活動を

実現することにあると考えます。 
 特にこれから情報社会に備えてＩＣＴを問題解決に的確に活用し情報収集、編集判断、発信

できるような児童生徒を育てていくには、あらゆる学習の場面で児童生徒自身にＩＣＴを活用

させる機会を与えていくことが望まれると感じていますけども、この点はどうでしょうか。ま

たそれを１つ考えていただいて、もうすでに考えていると思いますけども、その点をこれから

も進めていただければと思います。 
 次に運動部活動の推進について聞きます。 
 適正で魅力ある運動部活動の推進。では運動部活動の意義を考えてみますと運動部活動は単

なるスポーツの普及・発展に留まらない極めて大きな意義が私はあると思います。それは、生

涯にわたってスポーツに親しむための基礎づくり・豊かな人間性の育成・体力の向上と健康の

増進・豊かな人間関係づくりと明るく充実した学校生活の展開・地域・家庭の活性化等々が挙

げられると思います。 
 特に生涯にわたってスポーツに親しむための基礎づくりは重要であると考えております。そ

 ６８



れはスポーツの楽しさや喜び、また感動、悔しさ、爽快感、達成感等の体験、運動機能の向上、

生きがいにあると思います。 
 また運動部活動は児童生徒が体育の授業で体験し、興味・関心を持った運動をさらに深く体

験するとともに授業で身に付けた技能等を発展・充実させることができるものでありまして逆

に部活動での成果を体育の授業で生かして他の生徒に広めていくこともできることにあります。

さらにスポーツに生涯親しむ能力や態度を育てる効果を有しておりまして、合わせて体力の向

上や健康の増進を一層図るものであると考えます。そこで質問いたします。 
 生涯スポーツに親しむための入り口となる運動部活動、運動経験のない子、また不得手な子、

同時に入ってくることもあるかと思います。質問１の３といたしまして部活動をさらに推進す

るためには運動経験のない子どもがスムーズに入れる環境づくりも必要と考えますけども見解

と取り組みを伺います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 部活動の意義につきましては今、議員さんもおっしゃっていただきましたように、いろいろ

な子どもの、これからの人生づくりに大切な経験となることだと思っております。中学校の学

習指導要領には、「スポーツや文化および科学などに親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯

感の涵養等に資するものであり学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意す

ること」とあります。 
 部活動には運動部活動のほかにも文化部活動がございます。部活動は生徒みずからが同じ趣

味とまた関心を持つ同好の士とともに行うものでありますから、部活動の選択は生徒本人の自

主的な選択でなければならないと考えます。とはいえ学校では運動の苦手な生徒や、また運動

経験がない生徒をはじめ、すべての生徒が運動部活動に興味を持つように、具体的な例として

２月に行われる新入生一日体験入学での部活動見学、また４月には生徒会主体の部活動オリエ

ンテーション、仮入部期間等を設定し、いろいろな部を体験させるなど工夫をしているところ

でございます。また他に部活動の選択肢のない学校については、比較的短期間に技術の習得が

図られるよう顧問教師が基礎から丁寧に指導をし、運動に対する興味が持続するような努力を

しています。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ありがとうございました。 
 この件に関して今、答弁にもありましたとおり、それぞれの学校の伝統や特色、また技法等

の状況に応じて個人の技能や体力を踏まえた練習計画を作成することや夢を持って入部した生

徒が楽しさを味わい、無理なく活動ができるよう指導するなど可能な限りの工夫を講じている

と思いました。 
 しかし、こういう中でもやっぱり先を見ますと生徒はやはり少しずつ減少します。そして学

校を卒業してしまいますとスポーツに接する機会がめっきり減りまして、生涯を通してスポー

ツをすることが非常に困難な状況にもなってまいります。それが現状であると私は思います。 
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 また少子化による部員数の減少への対応とか、学校部活動のあり方もやはり今以上に検討し

ていかなければならないように思います。したがって、今後は地域との連携や協働の環境をさ

らに深めることや、外部指導者の方々との連携も一層密にして新たな支援の広がりの動きも大

切になってくると思います。 
 そこで質問いたします。質問１の４です。子どもの減少による部活の対応、あり方をどのよ

うにお考えなのか。また保護者を含めた地域の現状や課題を認識して理解してもらうことが重

要であると私は思いますが所見を伺います。お願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 学校がいわゆる一定の規模でないと運動部、あるいは文化部ともに部活動の選択肢が限られ

てしまいます。生徒数が減少しますと運動部活動はチーム競技から個人競技に移行していくし

かございません。またチーム編成ができる部員数を確保するために、学校ではチーム競技の部

数削減も考えていかなければならないわけでございます。 
 生徒数が少なくても指導者の工夫で部活動を活性化させることは可能であります。また１つ

のスポーツが小規模校の伝統になるということや全員が選手になる機会があるということもご

ざいまして、逆に切磋琢磨するということもあるかもしれません。しかしながら選択肢は少な

いという問題は依然として解決しないわけであります。 
 先ほど説明しましたように部活動は教育活動の一環とされております。学校としては生徒の

興味や関心に応えられるよう、文化部を含め部活動の種類が多ければよりよいわけであります

が、現状の生徒数ではいかんともし難いものがあります。また保護者の方々は重々ご承知だと

思いますけれども、地域住民の方々にも学校はかつて自分たちが在籍したころとは部活動ひと

つとっても様変わりしていることをご理解もいただきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ありがとうございます。したがって生徒数減少というのは、これはもう目に見えているんで

すよね。１０年後にはもう１５歳以下が８００人とか、それは目に見えているんですよね。だ

から私はそういうふうに今後減少したことを言ったわけですけども、そしてこれからどういう

ふうにするかということは今、教育長さんがおっしゃいましたけども、だから先に延ばすでは

なくて、それをやるのはもう今でしょう。と思います。ぜひひとつそういうところで進めてい

ただいて、こういう難局に立ち向かっていっていただきたいとそんなふうに思います。 
 やっぱりこれは地域の方々、保護者の方々の理解もこれは当然、得なければなりません。そ

して子どもを町全体で育てるという、そういう意気込みでもってやっていかなければならない

とそんなふうに思います。だから「やるのは、いまでしょう」ということです。 
 では次に移ります。武道・ダンス必修化について聞いていきます。 
 文科省によりますと武道・ダンス必修化について、平成２０年３月２８日に中学校学習指導

要綱の改定を告示し、新学習指導要領では中学校保健体育において武道・ダンスを含めたすべ

ての領域を必修化することとしたとあります。そこで聞きますが質問１の５、武道を必修化す
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る意義についてどのように捉えているのか、お答えをいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんご指摘のとおり文科省では平成２０年３月に中学校学習指導要領を改定いたし

まして保健体育において武道、それからダンスを必修としました。武道の必修化について文部

科学省が行う説明によりますと武道は武技、それから武術などから発生したわが国固有の文化

であり、相手に対し技をもって攻撃したり、相手の技を防御したりすることによって勝敗を競

うことを楽しむとともに武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重することを重視する運動

であるとされております。つまりサッカーや野球と違って、あくまで個人が相手と心身両面で

対峙することによって、みずからを高める精神性の高い競技だと思います。 
 子どもたちを取り巻く情報は、かつてないほど多くなってきています。安易な選択が可能と

なっている現在、武道を通じ自分を見つめるよい機会であると捉えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 武道をすべての生徒が学ぶことの意義について今、述べていただきまして、私もそのとおり

だと思います。だからこれは、私は自分の考えは言いませんけども、やっぱり武道を学ぶこと

で単に試合の勝利を目指すだけではなくて、技能の習得などを通して礼法を身に付けて、そし

て人間としての望ましい自己形成を育むことが重要であると私も考えております。さらにその

重要性は今は非常に高まっているのではないかなとそんなふうに思います。 
 次に移ります。 
 必修化となった武道の授業は１・２年生を対象として実施されるものでありますけども学習

指導要領では基本動作と基本となる技を確実に身に付けるとともに相手の動きの変化に対応し

た攻防ができるようにすることとされております。また運動部活動は学校教育の活動の一環と

して関心を持つ同好の児童生徒が教員等の指導のもとに自発的・自主的にスポーツを行うもの

でありまして、より高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツの楽しさや喜びを味わい、

学校生活に豊かさをもたらす意義が私はあると思います。 
 そこで質問いたしますけども、では武道必修化が始まり、現在、中学校では具体的にどのよ

うに武道の授業が行われているのか。また武道の授業と部活動はどのように違うのかについて

お答えをお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 まず久那土中におきましては外部講師を招いて弓道に取り組んでおります。もともと地域で

盛んだったので地域と連携をした教育を行っているところであります。下部中でも外部講師を

招聘しながら薙刀に取り組むとともに相撲も選択をしております。中富中と身延中では柔道を

取り入れております。いずれも保健体育の教育課程の中で行いますので、実施する期間と時間
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を区切り、例えば中富中の柔道は各学年ともほぼ１カ月間に１０時間程度、集中して行ってい

ます。他の学校についても同様でございます。 
 次に武道教育、いわゆる授業と部活動の違いということですが、大きな相違については武道

教育は教育課程つまり授業として行い、全員が経験をすべきものであり、また運動に親しみ体

力の向上と健康の保持・促進を生涯にわたって保つことができるようにするものであり、部活

動は生徒が自主性を持って任意に参加をし、競技力の向上を図るとともに責任感、連帯感、好

ましい人間関係の形成のために行うものだと理解しています。 
 いろいろな運動を一時的に体験し、運動による健康保持に関心を持たせるのが授業であって

１つの運動を極めるために通年行っているのが部活動であるとこのようにも言えると思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ありがとうございます。確かにそのとおりだと思います。先ほど、その質問の前に私も言っ

たとおり、スポーツを自発的に行うということと、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で

スポーツの楽しさや喜びを味わって学校生活に豊かさをもたらす意義があると。今になれば

やっぱりそのとおりであるなと私はつくづく思っています。そういう中で外部指導者とか、そ

ういう人を招いてやられているということ、特に武道ですね。またそういう中で今、考えます

と少年野球もありますし、サッカーもありますし、できればゴルフも外部指導者を入れて、やっ

ぱり世界的な選手を育てていくとか、そういう夢を子どもに持たせるということも非常に大事

なことではないかなとそんなふうに思います。 
 要するに先ほどから言っているとおり国際的視野に立つということで、やはりこの身延から

素晴らしい人間を外に送り出してやっていくこともわれわれ町民の役目ではないかなと。そし

て世界の舞台で活躍できる人間、高校野球を見てもあれだけの素晴らしい、喜びを感じる人も

多いわけでありますので、ぜひそういうことを含めて今後さらに努めていただきたいなとそん

なふうに思いますけども、その点についてはどうかひとつ検討をしていただいてやっていって

ほしいと思います。私たちもそれはやっていかなければならないとそんなふうに思っています。 
 次に移りますけども、社会生活の秩序を保つために必要とされる行動、作法、礼儀を重んじ

る精神は他の教科や家庭教育、友だちとのコミュニケーションなど生活全体を通して身に付く

ものと考えます。他の教科や家庭教育の中で指導される礼儀や他人の考えを尊重する態度の育

成と武道で指導する礼節をどのように連携して身に付けさせるのかという問題と、例えば柔道

におきまして、技術面において受け身、立ち技、寝技などが考えられますけども、どのように

これを進めていくのか、そこで聞きますけども、武道を通じた精神文化についてどのように指

導されるのか。また技術については必修となっている中学校１年・２年生にどこまで指導でき

ると考えているのか、ひとつご回答をお願いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 武道を通じた精神文化ということでございますけれども、日本を知るとか、あるいは伝統を

知るということであれば、学校ではほかにもさまざまな取り組みを行っているんですけども、
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武道教育では、とりわけ武道独自の精神性を学ぶということが大変必要になってくると思いま

す。授業では単に技術の伝達だけではなく武道が姿勢や「動と静」の一連の動作の中に伝統文

化の一面を有することや、基本的な所作を通じた礼法、礼儀の意味などについても触れている

ところでございます。 
 また武道教育は先ほど説明しましたが、保健体育の授業の中で限られた時数行うものであり

ますので、保健体育のほかの競技も同じことですけれども、武道とは何かを安全に効率よく理

解させる必要があります。したがって受け身などの基本動作の反復を中心としながら武道に関

する興味を喚起するとともに武道の持つ精神性を理解させるようなことが非常に大事ではない

かと思っております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ありがとうございます。 
 ちょっとそれをまとめさせていただくと、この武道の授業を通じて精神面では相手を尊重し、

そして伝統的な作法、所作、行動などの礼節を重んじ思いやりのある心や感謝の心を育ててい

くとそういうことだと今聞きました。 
 この礼節を重んじる精神は、これは武道だけで身に付くものではないと私は考えております。

特別活動とか授業や掃除、係活動など学校教育全体で、これは大事にしていかなければならな

いと私は考えております。そして学校教育において、あいさつとか言葉づかい、ルールを守る

といった基本的生活習慣を身に付けさせることが何よりも大切ではないかなと、そんなふうに

思います。子どもたちが学校、地域の生活の中でやはり自然と振る舞いを身に付けていくとい

うことを期待します。 
 どうでしょうか、これまでのやりとり、将来に向けて考えていかなければならないことが見

えてきたと思うんですけども、委員長さん、教育長さんもおられますけども、私は今の質問に

対する回答をいただいて、また自分の考えを考え合わせますと、やっぱり子どもを育てていく

ということは今後に向けては子育て支援、生涯学習、教育委員会がやはり垣根を越えて、そし

て地域と連携して、町を挙げて将来ある子どもをみんなで育てるということが必要ではないか

なとそんなふうに思います。これについてどうでしょうかということは問いませんけども私は

そういうふうに思います。 
 次に地域と学校について聞きます。 
 全国的に子どもたちを狙った痛ましい事件が今、ニュースで流されております。大変痛まし

いことでございますけども、子ども１１０番の家の協力家庭、これは商店や事務所等を含むと

思いますけども、不審者から逃れるために駆け込んできた子どもたちの安全を確保する場所と

なります。また現在は下校時間の青パトの巡回、そしてまた見守りのお願いの放送、これは毎

日ですよね。素晴らしいことだなと、また大変ありがたいことだと感謝をしているところでご

ざいます。 
 そこで質問をいたしますが、子どもたちに登下校時災害等があった場合の避難場所を指導さ

れているのか。そして子ども１１０番の家はどの程度あって管理をされているのか、それにつ

いてお伺いします。 
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〇議長（福與三郎君） 
 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木高吉君） 
 各学校には災害対策マニュアルが策定をされておるわけですが、学校に児童生徒がいる場合

にはそのまま留め置くか保護者の引き取り、集団下校などで対処をしております。しかし登下

校時の避難方法および避難場所の想定については、学校ごとに次のように事例を挙げますけど

も相違が見られます。まず事前に児童生徒に指導していることとして、児童と保護者が一緒に

帰宅する機会を設け、通学路の危険個所を確認する。それから集団登下校の班長に対する緊急

時の指導を行う。家または学校いずれか近いほうに避難することや近くの施設や民家に避難す

ることを教えるなどでございます。 
 また災害でございますが、災害が発生したときは教員が手分けをして通学路に出て安否の確

認、それから身柄の保護を行うということです。スクールバスの場合は運転手と連絡をとりな

がら職員を派遣するなどを想定しているところでございます。 
 しかし特に電車やバス、自転車、徒歩などの通学形態がある学校においては学校から離れた

場所にいる児童生徒の安全をいかに確認して確保するか、解決困難な多くの課題があることも

事実であります。 
 次に子ども１１０番の家についての実情ですけども、久那土小学校では４１軒、下部小学校

では４２軒、原小学校では３１軒お願いしてございます。３校で１１４軒となっています。身

延小、大河内小、下山小は子ども１１０番の家ではなく子ども見守り隊が主体となっていてそ

れぞれ２００人、１４３人、４０人、合計で３８３人に協力していただいている現状でござい

ます。 
 なお西嶋小と統合した旧静川小の児童についてはスクールバスによる通学ということで西嶋

小にならい１１０番の家はございません。 
 運営・管理について、年度当初に教職員とＰＴＡ役員が１軒ずつ依頼をする見守り隊につい

ては発足時に登録した方々に引き続き協力をお願いしております。協力者の高齢化という問題

がありまして、新規登録者を独自に、あるいは地区からの推薦をいただきお願いをしている現

状であります。 
 また地図に協力者の家を落として校内に掲示をするとともに駐在、あるいはスクールサポー

ターと連携を図っているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ありがとうございました。今素晴らしい、マニュアル的なお答えをいただきました。ありが

とうございます。 
 ただ、この事故というのは１つでも起こったらこれは駄目なんですね。だから今までないか

らいいというような思い込み、慣れ、それはヒューマンエラーなんですね、一番怖いのは。例

えば教育長さん、ここのところを出て信号をずっと見ていると、こっちが青になって赤になっ

てもどんどん来るではないですか。青だからいいということではなくて、そして交差点へ行く

となかなか方向指示を出さない車があるではないですか。どっちへ曲がるか分からない。だか
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らそういうヒヤリハットですね、ヒヤリとしたことを水平展開していくということがやっぱり

私は大事ではないかと思います。マニュアルがあるからいいではなくて、そのマニュアルをい

かに有効に活用するかとか、そして生きた、やっぱり現状を見つめて子どもに水平展開をする、

そういうことが非常に大事だと思います。そうするとこういった信号が青になっても、そこで

ちょっと一服して左右見て車が来ないかどうかという確認まで必要になってくるわけですね。

そうするとそこで１つの事故が避けられると。そういうふうにしていかないと今の世の中、非

常に厳しい、おっかないことになります。そういう信号での問題もやはり朝、新風を吹き込む

目的で会社では特に毎朝、朝礼をやっています。ということは、その日その日に新風を吹き込

み、一日を無事に暮らせるように、事故を起こさないように事故を起こすと家族、やっぱり大

変悲痛な思いをさせてしまうということです。 
 そういうことをやっぱり考え合わせて、ぜひこの事故を防ぐという意味で水平展開をされて、

ヒヤリハットがあった場合はやはりそういうこともみんなで考えて、子どもに伝えていくとい

うこともこれは非常に今の時点では大切ではないかとそんなふうに思いますけども、この点に

ついてもひとつお考えをいただきたいと思います。 
 犯罪場所を踏まえると学校とか家庭、地域、教育委員会などの連携の必要が理解できます。

連携を図る際にはそれぞれが自他の役割を理解した上で協力し合って、各役割を果たされるよ

うな関係を築いていくと。また通学路や地域における危険、要注意個所、犯罪発生状況、危険

性の高い状況、対策に関わる団体とその対策内容について共通理解を図る必要があると思いま

す。 
 今３時になると放送がありますけども、これはマンネリを防ぐために毎日やっていくという

ことは非常に大事なことですよね。この町はすごいということがやっぱりありますので、毎日

続けてやるということはこれは非常に大事なことではないかと思います。青パトの方も非常に

まわってきておりますけども、その網をくぐって行うのが犯罪でありますので、ぜひそういう

ことも含めて深く追求をして子どもを守っていただきたい。そのためには普段ヒヤリハット、

ヒヤリとしたこととかそういうものもやっぱり水平展開して伝えていくということが、これが

生きた事業ではないかなとそんなふうに思います。 
 以上でこの教育行政にかかる質問は終わりにさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 
 あと、議長９分ですね。 

〇議長（福與三郎君） 
 あと１１分あります。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 ではちょっと端折っていきますけども、次に移ります。 
 行財政推進計画についてということで、２の４までありますけどもよろしく執行部の方には

お願いいたします。 
 まず身延町の行政改革大綱第３次に人口減少社会の到来ということが載っていました。特に

注目すべき点は平成２２年の０から１４歳の年少人口が総人口１万４，６９０人に対して１，

２４９人。生産人口が１５歳から６４歳は７，６８７人。平成２７年にはこれが推計人口１万

３，１７２人に対して０から１４歳の年少人口は８９３人。１５から６４歳の生産人口は６，

６７８人とこれは減り続けていくものと思われます。 
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 また身延町の年齢別職員構成の状況、これを平成２４年４月１日現在で見ますと２０歳未満

が１名、２０から２３歳が４人、２４歳から２７歳が１０人、２８歳から３１歳が８人、３２か

ら３５歳が３１人と極端にがたんと落ちるところがございます。これは私が言うまでもないこ

とでございますけども、この件に関しても視野に入れて行政経営にあたって勘案していかなけ

ればならないものではないかなとそんなふうに思います。 
 こういう人口減少社会では行政経営は大変、厳しいものがあると思っています。単に人口が

減っていくということではなく、若い人が顕著に減っていくという形を伴っての減少であるか

らでございます。これは多くの自治体が働き盛りの生産人口が減少していくことで税収が減っ

て地方の多くの自治体は今後難しい行政経営を強いられることになると予想されております。 
 こういう厳しい中で人口減少社会における行政経営の答えを示していかなければならないの

ではないかと、大変なことでございますけどもそういうふうに思っています。そして生き残っ

ていくための答えを示していかなければならない。そういうところの大変さがにじみ出ている

と思います。 
 さて本題に入っていきますけども、本町総合計画の性格、これは身延町のまちづくり、地域

運営の最上に位置する計画となるものでございます。そういうふうに書かれております。それ

以下４項目ほどございますけども基本構想は基本計画、前期・後期実施計画で構成されている

と。特に基本構想は平成１９年度を初年度として平成２８年度の目標年度とするとなっており

ます。そして実施計画が計画事業実施、評価、改善の循環を基本として財政計画や行政評価シ

ステムの運用と密接に連動させるということになっております。 
 この実施計画の期間が３カ年として昨年度の財政状況、事業の進捗状況や実施成果に対応し

て年度ごとに弾力的な見直しと調整を加えていくローリング方式により進行管理を行うものと

しております。 
 したがって進行管理は実施計画各事業について、実施状況の把握と成果の評価を行って事業

の見直し、改善を図りながらより効果的な効率的な事業推進に努めるとともに計画との整合性

についても定期的に把握するなどＰＤＣＡサイクルを活用した適切な進捗管理を行うものであ

ると思います。これは言うまでもないことでございますけども、要は実行成果を重視した行政

経営、検証、実施計画事業評価、改善評価結果の活用、予算編成等への反映、これは計画行政

評価結果の活用と町民意見の反映による新たな実施計画の策定で、これで１サイクルとそんな

ふうであると思います。 
 そして実施計画見直しの概要としましては計画事業数、見直し後の事業数、追加削除の事業

数、実施計画の額、見直し後の額、指標の見直し、事業の新設何件、削除何件、変更何件等、

町民満足度の向上や人口対策、景気対策等の今日的な課題に対応するため、新たな事業の追加、

国との制度改正や厳しい財政事情により廃止、未実施等となった事業の削除、また事業の追加

や削除等に合わせて実施計画額や事業指標の見直しを行うことは大変重要であり、必要である

と思います。 
 そして実施計画が目指すものは何かを問いますと、総合計画は計画的な行政運営の指針とな

るものでありまして、時々刻々と変化する社会情勢や町民意識の変化に的確に対応しながらま

ちづくりの目標を明らかにして、それを達成するための施策や実施事業を示して社会情勢等の

変化などを勘案し３カ年ローリング方式、毎年度見直しということだと思います。 
 そういうところで平成２９年中部横断自動車道の開通と身延には３つのインターの認可、そ
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して国道３００号の整備、富士山世界文化遺産登録、このプラスをどのように生かしていくか。

また少子高齢化人口減少社会において、これからの行政経営は大変厳しいものであると思いま

すが、これらのことを勘案して質問させていただきます。 
 まず次期計画の基本的なお考えをお聞きいたします。よろしくご回答をお願いいたします。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 お答えをいたします。 
 本町の行政改革につきましては、ご案内のとおり総務省の指針に基づきまして平成１７年度

以降、継続した取り組みを推進しているところでございます。昨年度、平成２５年度から２７年

度までの３年間の推進期間として、身延町行政改革大綱を作成したところでございまして、そ

れにつきましては議員さんのお手元にも配布してあります身延町行政改革プランを見ていただ

ければ、ここに書いてありますので時間の都合もございますから数値は申し上げませんけれど

も、まずこの大綱につきましては地方自治法の第２条の中で、地方公共団体はこの事務を処理

するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに最小の経費で最大の効果をあげるよう

にしなければならない。こういうようにも規定をされております。行政運営の基本理念の原点

に基づいて知恵と工夫による地域の発展を基本理念に掲げ、そのためには達成目標として小さ

くて効率的な役場経営が重要であり、取り組み方針として職員一人ひとりが改革実行の担い手

として自覚するとともに実行し、適切で最適な行政サービスが提供できるよう行政改革の最終

目標に向かって取り組みをしてまいりたいと思います。 
 行政改革の最終目標に向かっては職員の行動改革と町民との連携と協働の推進、それから組

織力の強化と財政基盤の確立を２つの柱と掲げて、より一層町民のサービスの向上を図るよう

努めてまいりたいと考えているところでございます。 
〇議長（福與三郎君） 

 野島俊博君。もう時間になります。 
〇３番議員（野島俊博君） 

 では次の部分は、機会が得られましたらまたお伺いするといたしまして私の今日の質問は終

わりといたします。ありがとうございました。 
〇議長（福與三郎君） 

 以上で野島俊博君の一般質問は終結いたします。 
 質問の途中ではありますけども、ここで暫時休憩をいたします。 
 再開は１０時１５分といたします。 

休憩  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１５分 
〇議長（福與三郎君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次は通告の２番、芦澤健拓君です。 
 芦澤健拓君、登壇してください。 
 芦澤健拓君。 
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〇６番議員（芦澤健拓君） 
 通告に従って質問いたします。 
 先月８月３日の土曜日に下部温泉において火災が発生し、何軒かの旅館が全半焼するという

悲惨な事態になりました。ここで改めて火災によって被害を被った皆さま方と周辺住民の皆さ

ま方には心からのお見舞いを申し上げます。またこの火災にあたり二宮団長を先頭に消火活動

にあたられた消防団員の皆さん方にはご活躍に対して衷心からの敬意と感謝を申し上げます。

それから職務とはいえ、火災の発生から鎮火に至るまで終始一貫してご活躍された総務課交通

防災担当者にも改めて敬意を表する次第です。 
 はじめに今回の火災発生の顛末について、お聞きしたいと思います。 
 まず火災発生から鎮火に至るまでの消防団、消防本部、総務課交通防災担当の対応と被害状

況について総務課長にお聞きします。お願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 平成２５年８月３日、下部温泉街で旅館梅乃屋と営業しておりませんでしたけれども昭寿館、

登富屋の３軒がほぼ全焼をいたしました。改めて被災をいたしました皆さまにお見舞いを申し

上げるところでございます。 
 さて本火災は土曜日の午後からの火災で強風に煽られ３軒がほぼ全焼いたしました。裏山の

山林にも延焼をしたところでございます。 
 火災発生時の対応でございますが、中部消防署の司令室が火災を覚知いたしましたのが２時

２５分でありまして、役場日直が２時２６分に消防無線の視聴により覚知をしたところでござ

います。消防担当の携帯電話に連絡をいたしまして消防担当が役場に到着。役場を２時４５分

ごろ現場に向かって出動しましたが、その間に団長と連絡をとり、防災行政無線により消防団

の出動を要請したところでございます。 
 出動の状況でございますけども、消防団につきましては出動団員は下部第１分団が７０名、

第３分団３５名、本部員５名、合計１１０名の出動で消防署が鎮火と確認をしたのが７時５０分

でございました。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 対応については理解いたしました。 
 次に身延町消防団の組織等に関する規則の第３条別表によりますと、今回の火災発生現場は

下部第１分団、第３部の担当区域になっています。先ほどの回答の中で第１分団７０名、第３分

団が３５名という出動だったようですけども、そうしますと今、私が聞こうしていることがも

うすでに回答されたような話になってしまいましたけども、第１分団と第３分団以外はそうす

ると出動はなかったということですね。総務課長。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
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〇総務課長（笠井一雄君） 
 当時の出動要請でございますけども下部第１分団に出動要請をいたしました。これにつきま

しては地元の下部第１分団第３部が地元でございますけども、分団の出動要請ということで分

団全体を出動させるために要請をしておりますので第１分団へ要請をしたところでございます。 
 その後、山林火災に発展をしたということで下部第１分団と、それからさらに隣接の下部第

３分団への出動を要請いたしました。山林火災ということで第１分団だけでは大変だというこ

とで第３分団も要請をしたところです。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 第１分団は旧下部の中心になる分団で第３分団は久那土のほうの分団ですよね。それで先日

の本会議で消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の改正ということで同僚議員か

ら日ごろ家庭にいることが多い女性の力をお借りして、女子消防隊のような自主防災組織をつ

くったらどうかというような提案がありました。過去には下部地区でも上之平女子消防後援隊

などという組織がありまして地域に貢献してきた歴史があります。現在このような組織をつ

くっている地域があるでしょうか。また各地の自主防災組織の活動状況を総務課のほうで把握

しているかどうか、その点についてお分かりになる範囲で総務課長お答えをお願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 婦人消防隊ということでございます。例えば質問の中にも自主防災組織の活動ということで

出てまいりましたけども、広い意味で言えば自主防災組織につきましては消防団、立場が違い

ますけども、これは公共のものですけども自主防災組織でございます。本町の中には婦人消防

隊という部分では今、活動がございません。ただしこれらは自主防災組織でございますので、

もしそういうものをつくりたいというようなことであれば、また消防団の中で検討をしていか

なければならないことだと考えております。町が強制的につくって押し付けるものではないと

思っております。 
 それから自主防災組織の活動ということで、消防団以外の他の町内会や自警団等の自主防災

組織につきましては町では確認をしてございません。しかしながら今回の火災の初期段階での

消火栓からの放水につきましては個人的協力者が複数あったと聞いておりますし、また日没後

の団員への飲料水の供給、それから炊き出し等の提供等もございました。これらにつきまして

は自主防災組織であたってくれたものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 私も近所の人たちが防火にあたったということも聞いております。一番火災の際に必要なと

いうか、重要な問題は初期消火ということで、どのようなときにでも初動体制がしっかりして

いれば火事が広がることはないというふうに聞いておりますけども、今回は３軒の旅館が全半
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焼という事態になったわけです。 
 今回の火災の際の初動体制については問題がなかったとお考えかどうか。それから今回の火

災発生に際して特に参考になったこととか、今後ただしていくことなどがあればお聞きしたい

と思いますけれども、この消火にあたった消防団員の何名かから水利に問題があったというこ

とを聞いておりますけども、その点について総務課のほうで把握しているかどうか。よろしく

お願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井総務課長。 
〇総務課長（笠井一雄君） 

 初動体制に問題はなかったかということでございます。 
 火災後、出動消防団員に聞き取り等をいたしましたが大きな反省点、修正点は出てまいりま

せんでした。今後、役員会でも検討いたしますけれども、しかしながら建物火災では他の分団

への応援要請は例がないところでございますけども、林野火災の初期段階で隣接分団への応援

要請をし延焼を最小限に止めることができたと判断しております。 
 消火用水につきましても自然水利が豊富な地区であったことが幸いし、消火栓につきまして

も２栓使用したわけでございますけども、水道施設の整備により長時間にわたった放水にも大

きな支障はございませんでした。 
 温泉街の家の建て込んだ道幅の狭いところでありますので、火災場所に臨機応変に対応して

いかなければならないということを考え、それから午後から風も吹いていたということを考え

ても大きな問題はなかったと考えております。団長および副団長の的確な指示と消防署との連

携により効率的かつ有効な消火活動を行うことができたと考えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 大変いい対応だったというふうに評価したいと思います。 
 下部温泉の場合は一昨年の豪雨による水害に続いてこのたびの火災ということで大変な痛手

を被ったわけですが、今回の火災で下部温泉全体の復興にはまだ相当な時間がかかるのではな

いかというふうに考えております。 
 私、平成１８年の９月議会で下部温泉郷の活性化ということで質問をしております。狭くて

万一の災害時に問題がある下部温泉の道路の迂回路建設について、現在までの経過を聞きたい

ということで質問をいたしました。 
 当時の建設課長から昭和４６年ごろから出ていた問題でありまして一時は４億５千万円の予

算がついて旧三笠旅館跡地から湯平橋へ抜ける迂回路を造る予定だったという答弁がありまし

た。当時の依田町長からは下部温泉では現在、温泉表示問題があり、この問題が整理された時

点で改めて考えていくという答弁がございましたが、実際はなんの進展もないままにというか、

道路の迂回路問題についてはそのままで推移しているという状況です。そこで確認をしたいん

ですが、このような事態が発生することは今後もないとは言い切れないわけで行政としてでき

ることが何かあるかどうか、その点について町長にお聞きします。 
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〇議長（福與三郎君） 
 笠井総務課長。 

〇総務課長（笠井一雄君） 
 消防団につきまして、行政ができることは何かあるかということであります。 
 消防団長は町長が任命し副団長以下、団員すべては団長が任命をしております。訓練や装備

品等は点検整備を今後とも団へお願いしていくことになります。町は引き続き予算の範囲内に

おいて消防団の装備の更新、増強を行うとともに消防団の組織を維持していく施策を検討して

まいるところでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 道路については、特に今のところ迂回路を造るとかという話はないということで、しょうが

ないのかなという。実際、下部温泉郷自体が非常にいろんな問題を抱えておりまして、私たち

もなんとかして、旧下部町はこの下部温泉郷の名前から下部町となったというくらいですから、

本来、下部町の中心的な存在であるべきなんですけども、今のところ下部温泉郷自体が非常に

いろんな問題を抱えている。あるいは発展性が少ないというか、ないということで非常に残念

な形になっているわけですけども、私たちもできるだけこの下部温泉郷が活性化できるような

方向で力添えをしていきたいし、今後、町のそういう迂回路建設というふうな事業を考えてい

ただけるような状況をつくっていければということで考えております。 
 次に教育委員会が７月３０日付けで出しました身延町立小中学校後期統合計画説明会におけ

る意見・要望に関する身延町教育委員会の見解という、息を３回ぐらい継がないと読みきれな

いような文書を出しているわけですけども、これについてお聞きしたいと思います。 
 全町で２２回という、おそらく前代未聞の回数で行われた説明会でありますけども、町民や

保護者から出された意見要望を教育委員会として集約した見解ということで今回、出されたわ

けですけども、このようにＡ３の用紙、たった１枚の裏表にまとめられているわけです。２２回

に及ぶ説明会での町民や保護者の意見・要望は、この１枚の紙にまとめられるようなそういう

軽いものだというふうにお考えなのかどうか分かりませんけども、私は非常にちょっと残念な

思いで見ました。 
 私は権力を有する者は常に謙虚でなければならないというふうに考えています。自治体の首

長の権限は大統領選に例えられるように大変強力なものでありまして、それゆえに議会は行政

を常にチェックするという職務が義務付けられているわけです。したがって、どのような事情

があっても決して権力におごれることは許されないと考えております。 
 何人かが指摘しましたようにこの計画は民意を反映したものではなく、教育委員会が一方的

につくったものなので何回説明されても受け入れ難いものであるというふうに思います。 
 ある著名な作家が説明しなければ理解されないような事柄は説明されても理解することはで

きないというふうに言っておりますけども、まさにこの計画も何回説明されても納得できない、

理解できない性質のものであるというふうに私は考えております。 
 なぜかと言いますと根底にやはり権力側の思想というか考え方が根強くあって、身延町の学

校教育に絶対的な権限を有する教育委員会、または教育長がその権限に基づいて策定したもの
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なんだから変更するなどとんでもないと。町民はこの説明を聞いて同意するしかないんだとい

うふうに言っているとしか考えられないわけです。 
 この見解のはじめに小規模校の長所もあるけれども、一定数を確保することのできる教育も

ある。将来を見据える中で長所短所を比較し、統合すべき時期にあると判断したというふうに

言っております。 
 説明会でも何人もの人からある程度の規模にするために統合するといっているが規模だけで

考えていくと、少子化がこのまま進んでいくと将来身延町から学校がなくなってしまう自体に

なってしまうんではないかという疑問が出されておりました。学校教育課長は説明の中で昨年

生まれた赤ちゃんは全町で５４人です、と説明していました。これがもし、事実なんでしょう

けども、６年後に学校に入るときは３小を平均にしましても１８人。１２年後に中学校に入る

ときには１学年で５４人しかいないと。あるいはもっと減ってしまう可能性もあるわけですよ

ね。この一字を見ても規模で考えるということ自体が適切でないということは明らかでありま

す。なんとか少子化を食い止めるための努力をしていくということを考えていかなければ、何

回数あわせをしても規模をどんどん縮小していくだけで最後は学校がなくなるところまでいっ

てしまうという。学校がなくなることはないよという説明は何回もありましたけれども、それ

はあくまでも学校がなくなることはない、１校でも残ればいいというふうな考え方でしかない

と思います。 
 久那土での説明会で空き家バンク制度を利用して樋田へ移住してきた人がこの計画で学校が

なくなってしまうのであれば、ここから出て行くことになると言っていました。せっかく政策

室の努力で身延町に来てくれた人を同じ身延町の施策で追い出してしまうという、言葉は悪い

ですけどもそういうことになってしまう。なぜこんなことになるかと言うとそもそもはじめに

統合ありきで計画をつくっているから、こんなチグハグな結果になっているんではないでしょ

うか。改めて教育長にこの点についてお聞きします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 説明会でも何回にもわたって、この統合計画の必要性についてはお話をさせていただいてお

ります。３町合併当初からの町の計画にあり、合併して９年経ちますけれども、学校統合計画

については、これを実現すべく教育委員会はやってまいりました。前期あるいは後期という形

で行うわけでございますけども、まず統合ありきというようなことを先ほど議員さんおっしゃ

いましたけども、当時の３町長の合意、あるいは新町の建設計画にもはっきり出ておるわけで

ございます。統合はこれは１０年の計画でありますけどもなんとか実現をしたいという思いで

今日まできております。この考えは変わっておりません。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 私が言っているのはそういうふうに教育委員会が一方的にこういうふうにしたい、１０年間

かけてというか１０年間でこういう結論にしたいと言っているのは民意を反映していないとい

うことを言いたいんですよ。いろんな説明会で、これはちょっと私が言うのは非常に偏ってい

るのかも分かりませんが、特に下部町あるいは中富町でも身延中学から離れた西嶋とかそうい
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う場所では非常に厳しい意見が出て、説明会がもう最後はなんだかよく分からないような形に

なるときもありましたけども、そういうふうに教育委員会が自分たちで、一応答申を尊重して

ということでやっていますけども、町民がすべて納得できるようなそういうものではないわけ

ですよね。それはすべてが納得できるということを言うとまたちょっといろんな語弊が出てき

ますけども、身延とか大河内とか向こうの人たちはまったく説明会を開いても異議を申し立て

ない。それは当たり前ですよね。自分のところに全部学校を抱え込んで自由にというか、本当

に近いところの学校に行けるわけですから、もう向こうの人たちはほとんど何にも言わない。

言う必要もないわけですけども、そういうふうな不公平なこういう計画をつくって、それを町

民あるいは保護者に押し付けるという、そのことがちょっと違うんではないかということにつ

いて教育長はどう考えているのかということをお聞きしたいんです。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、不公平というお話がございましたけども、この件は以前に議会でもお話がありましたが

不公平とは考えておりません。全町の、いわゆる身延町の教育をどうしようかという考えのも

とに計画は立てました。中学校あるいは小学校の配置をどうしようかということを考えたわけ

でありまして、不公平というにはちょっと合点がいきません。私は不公平とは思っておりませ

んので、そのへんははっきり申し上げたいと思います。もし具体的に何かあればお示しをいた

だきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 だから身延とか大河内とか、そういう場所で説明会をされましたよね。そういう場所では一

切不平不満というか、反対する意見はまったく出ないわけですよね。出なかったですよね。実

際に。しかしここからこっちのほうというか、下部とか久那土とかあるいは西嶋とかそういう

ところではもう本当に先鋭的な意見が出てきている。それはそのこと自体が不公平の表れなん

ですよ。だから、これは何回言っても教育長は不公平ではないというふうにお考えですからしょ

うがないんですけども、私たちはそういうふうに、これはあくまでも、例えばではこういうこ

とを考えてみてください。身延中学ではなくて下部中学に１中にするというふうになったらど

うですか。たぶん身延町の旧身延地区の人たちは反対するでしょうね。なぜあんなところまで

行かなければならないんだと。そういうことですよ。それを私は言っているわけです。つまり

ここからこっちのほうの、中富、下部、久那土の人たちは一番はじの南の身延中学へみんなで

行かなければならない。でも例えば下部中学校にみんな行きましょうということになったらど

うですか。やはり身延中の子どもたち、あるいはその保護者たちは反対すると思うんですよね。

そこですよ、だから。私が言っているのは。そういうふうに、教育長は不公平ではないという

ふうに言っているのがどういう根拠に基づいて不公平ではないと言っているのか、そのへんが

私にはよく理解できないんですけども、その点もし説明ができたらお願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
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〇教育長（鈴木高吉君） 
 今、例えばという話の中でお話があったんですけども、学校を統合しようという場面で新し

く校舎などをつくろうという計画であれば、また話は別ですけども、今ある施設等を有効利用

していこうとするならば、では中学校をどのようにしようかと考えた場合、学校の施設等の規

模や機能等を考えた結果、身延中学校を使用することにしました。例えば北部にあります久那

土中学校を使用するというお話もあったんですけども、要するに統合というのは２つを１つに

する、あるいは４つを１つにするということで、残らない学校が現実に生ずるわけでございま

す。そこを議員さんは不公平だと先ほどおっしゃったんですけども、いずれにしても統合しよ

うということであれば、これはぜひ理解をしていただくしかない現状ではないかと思います。 
 だから中学校を統合することによって北部から南への通学、また逆の場合もこれは公平・不

公平ということでは語ることのできない問題だと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 しょうがないですね。これ以上言っても同じことの繰り返しになってしまいますので次へ移

りたいと思います。 
 通学バスの運行計画とか、あるいは乗降場所の確定ということを見解の中で述べておられま

すけども、これは本当に説明会の中でも何回も同じことを言われたと思うんですが学校間距離

で時間を測ったと。あるいは距離を測ったというふうに言っていましたよね。この分校計画を

お示しするとともに保護者の方々と具体的な乗降場所の確定を行いますと言っておりますけど

も、学校間距離なんかで測るからいろんな問題、いろんな疑問が出てくるわけで、なぜはじめ

から子どもが住んでいる地域から学校までの距離ということで運行計画を出さなかったのか。

その点について町民も保護者もみんな納得できるようなお答えをお願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 通学問題につきましてはすでにご説明申し上げたとおり、教育委員会ではスクールバスを配

置して対応する予定です。説明会の中で、学校間距離で、例えば久那土中学校の校舎から身延

中学校の校舎までおおむねこのくらいの距離があって、このくらいの時間で到達しますという

言い方をしてご説明を申し上げてきたわけですが、実際に生徒が居住するところまでバスを延

ばして運行するのかどうかというのは今後の検討です。対象児童・生徒の玄関先まですべてバ

スを出すとかということは、教育委員会では考えておりません。ですから分かりやすいように

目安として学校間ではこのくらいの距離でこのくらいの時間でスクールバスは運行されますと

ご説明を申し上げました。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 ということはドア・ツー・ドアで運んでもらいたいなんていうことは誰も考えていないと思

います。それで乗降場所の確定というふうな言い方で言っているんでしょうけどもスクールバ
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スを運行することについて、なぜそういう曖昧な言い方で学校間距離などと、学校間距離とい

うと例えば久那土中学校の子どもは久那土へ１回集まって行くみたいなことになってしまいま

すよね。そういうことではないわけでしょう。例えばの話ですよ。今、身延町の一番こちらの

端っこは本栖湖のところにある浩庵というキャンプ場ですけども、仮にあそこの、今、私の同

級生がキャンプ場の管理なんかをしているんですけども、その子が結婚して子どもができてど

うしても身延町の学校へやりたいということになったら、あそこまで迎えに行くことになるわ

けですよね。そういうことで考えていくと、やはり通学バスというふうな考え方でやっていく

ことにかなり無理があるし、何回も災害のときにはどうするんだとかそういう対応についても

聞かれたと思うんですけども、そういうことを考えていくと、やはりこの身延中学校に全部を

集めるという考え方自体が非常に無理があるのではないかというふうに考えます。 
 その次の中学校を１校にするという計画に反対している現状ということについても合わせて

お聞きしますけども、先ほど教育長はその３町が統合するときに３町で町長が話し合って、い

ずれ統合はしなければいけないということが話し合われたと。それが協定書なんかに出されて

いるわけでしょうけども、下山小学校のことをちょっと考えてもらいたいんですけども、下山

小学校はたしか平成１８年に２０億円ぐらいかけて用地とそれから建物を造ったと思うんです

が、ちょっと私の記憶が間違っているかも分かりませんけども、あのときになぜその統合のこ

とがあるんであれば、下山小学校をあんなところへ造らずに例えば下山小学校の子どもたちは

身延へ行きましょうと。だって中学校は行っているわけですからね。そういう考え方がなかっ

たのか。あるいは学校統合を本当に真剣に考えているのであれば、下山の小学校に例えば全町

の、あるいは何校かの子どもたちを集められるような施設設備にしなかったのか。私は個人的

には下山に中学校も小学校も造って、あそこであれば一応、全町の真ん中ぐらいだからなんと

か納得のいく計画ができるかなということを考えておりますけども、そういうことを考えない

で、なぜこんなに金を使ってあそこに下山小学校を造ったのか。これはちょっと外れている、

私の一般質問の要旨の中にはありませんけれども、中学校を１校にするという計画、それから

統合について先ほど教育長がおっしゃったことについて、関連質問ということでさせていただ

きますけども、下山小学校を造るときにそういう考え方がまったくなかったのかどうか、その

点についてお伺いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 通告にもございませんし、また私、当時の教育長ではありませんので責任を持った答弁は出

来かねます。ただ私、当時役場職員という立場でございましたので、そういう立場の中で感じ

たことを申し上げます。 
 下山小学校を現在の場所に建設するということについては前身の、北小学校と言っていまし

たけども借用していた学校用地の返済を迫られていて、急ぎ新しい用地を見つけて校舎を移設

しなければならないという事情があったと覚えております。 
 それ以外のことは、私は理事者ではありませんので申し上げられませんけれども、そのよう

なことがあったと記憶をしております。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
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〇６番議員（芦澤健拓君） 
 下山小学校、北小が地主とのいろいろな問題があってという話は私も承知しております。た

だ先ほど教育長がおっしゃったように合併時に、もうすでに統合についてそれを進めていくん

だということがあったにもかかわらず２０億円近い金を使ってあそこに小学校を造ったと。よ

く考えてみると、下山中学校は身延中学校にもうすでに統合されているわけですよね。前期計

画で統合ということでやっていたと。私は前にも言ったように前期計画の下山、身延の中学校、

それから豊岡、身延の小学校、これについてはもう旧身延町時代からの懸案が新身延町になっ

て実現されたものだというふうに指摘しましたけれども、そのときになぜ下山小学校をこんな

いろんな問題があるんだから身延小学校に統合しなかったのか。全然チグハグだと思うんです

ね、こういう。私の言っていることは違いますかね。いいです。こんなところで感想を聞いて

もしょうがないんですけども、そういうふうに考えます。 
 ですから今後、その統合ということを進めていくときには、みんなが納得できるようなこと

をしていってもらわなければ困る。例えば後期統合計画でいくと下山に下部と原が行くと。と

ころが下山小学校が一番規模は小さいわけですよね。もうすでに少人数のため複式学級の状況

になっているはずです。にもかかわらず、ちゃんとした学校である下部小学校の子どもを下山

にやると。はじめの計画でいくと原は、西島のほうに一緒になって３小が１小になるという計

画があって、そのあとで久那土と統合という計画であったと思いますけども、そういうふうな

無理矢理、学校教育課長は下山は、下山の小学校にするには昔の旧町に関係なくするんだと。

地域的なもので下山にするんだということをおっしゃっておりましたけども、私はその学校統

合をあくまでも数の問題でやっていくのであれば、やはり下部小学校に下山小学校あるいは原

小学校も統合すべきであると思います。 
 それから久那土小学校の問題についても、久那土の小学校それから中学校、保育所、それか

ら峡南高校と、あのへんはそういう学校とか保育所が集まっていて大変いい、いわゆる文教地

区だと思うんですよね。西島小学校と西嶋保育所というのがありますけども、一般の人に言わ

せてもなぜあそこに静川小学校が行くんだ、あるいは久那土小学校が行くんだという疑問を、

一般の人というのは保護者以外の地域の人ですね、その人たちもそういう疑問を持っているわ

けです。たしかに西島へ行くと道も狭いし、西嶋の人に怒られるかも分かりませんけども、道

も狭いし、非常に久那土と比べると差があるというふうに思います。久那土のほうが、私たち

の贔屓目かも分かりませんけども久那土であれば納得できるなと思うんですが、その点につい

てもあとでちょっと聞きますけども、見解の中で子育て世代への支援と学校統合についてとい

う項目で学校が近くにあることもたしかに大事なことですが、学校統合によって延伸する通学

距離にかえて、教育環境を今まで以上に整え教育内容を充実させることで子育て世代を支援す

るということで言っておりますけども、自分たちの意思に関係なく時間のかかる学校、遠くま

でのバス通学によって貴重な時間を失ってしまう子どもたちがいるわけですよね。そういう子

どもたちにとってどういうふうな教育環境を整え、どういうふうな教育内容を充実させられる

のか、その点について教育長お答えください。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 説明会のときにこの点は何回も質問がありました。例えば学校間であれば中学校では３０分
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程度の時間が余分にかかることもあると説明はしました。たしかに時間のロスはあるわけです

が、これは今後になりますが教育の内容を充実させます。それから３０分というロスはありま

すけれども、これも無駄にならないような措置をしていきますというお話をさせていただいて

います。そのへんをこの文面の中で表したわけですので、この３０分というロスは、時間がか

かることは致し方ない。だけどこれを、ただかかるだけで終わらしてはならないということを

考えていますので教育的な配慮とか、また施設等も充実をしたり、その時間を有効に利用する

ようなことも考えていこうということを思っておりますので、ぜひ理解をしていただきたいと

思います。 
 今の段階で理解してくれといっても、議員さんとしてみれば納得できないということですが、

統合まで３年間ございます。この間にいろいろ細かい点については詰めていきたいと思ってい

ます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 だからその教育内容を充実とか、教育環境を整えるというふうな、あるいはそういうふうな

言葉で言ってしまうとなんかよく分からないから、もっと具体的にどういうふうなことをする

かということを言ってもらいたいということなんですが、ちょっと時間の関係もありますので

次に進みたいと思います。 
 順序がちょっと逆になりますけども、合併後の身延町と学校統合計画についてという項目で

合併後１０年目を目前にして旧町単位でなく、全町の問題として配置を計画したといっていま

す。議員の選挙がどうのこうのとか、地域審議会が設置期限を迎えるとかということは、この

際、町立小中学校の統合計画とまったく関係がないというふうに私は思います。むしろ合併し

てわずか１０年そこらでこういうふうな学校統合計画を推し進めていく、強引にでも進めてい

きたいというその理由について教育長にお聞きします。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 この点についても説明会でもちょっと触れておるんですけども、議員さんもご承知のように

平成１６年の４月に旧３町の合併協定調印書というのがございますけども、各町長の署名の調

印書には小中学校の適正配置については児童生徒等の動向を踏まえ検討を行うとあります。ま

た新町建設計画にもまったく同じ文面が載っておるわけでございます。つまり学校統合の検討

は新町になる際に町が住民との間で取り交わした約束です。わずか１０年とおっしゃるわけで

すけども、この１０年で本町の小学生はほぼ半減しました。このへんも何回か説明をいたして

おります。このような現状を認識して学校統合には慎重を期しながらもスピード感をもって対

処していかないと教育行政がなっていかないと委員会では考えたわけでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 
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〇６番議員（芦澤健拓君） 
 子どもが減ったから学校を減らすというのは非常に安易な考え方だと私は思うんですよね。

子どもが減ったから学校を減らすということをやっていくと、だからさっきも言ったようにそ

のうち学校がなくなってしまうよということだと思うんですよ。だからそうではなくて、なん

とか学校を減らすんではなくて、これ学校がなくなってしまうとこの町に住まないという人た

ちはかなり、今からの人たちは多くなるんではないかと。私の近所の住民もやっぱり、自分の

子どもに学校がないところに住めとは言えないとそういうふうに言っています。つまり学校を

減らすというのは非常に安易なというか、言ってみればそういうことでやっていくと町がどん

どん疲弊していく、今以上に疲弊していくというふうに考えるわけで、その点についてはやは

りこれは教育委員会だけの問題ではなく、町行政全体としての問題であると思いますけども、

そういうふうに安易な道をとってはいけないというふうに思うんですね。その点について指摘

しておきたいと思います。 
 そういうことでぜひ町も、そういうふうにできるだけ安易な道に進まないで苦労しながら

やっていくということを、例えば前にも言いましたけども早川町の山村留学ですとか市川三郷

町の山保に住宅を造ってとかそういうふうな、非常に苦しい財政の中で難しいというふうに

おっしゃられるかも分かりませんが、何かやっぱり努力してそういうふうな道を、苦しい道を

進んでいかないと簡単に減少したから減らしますでは、町全体が疲弊していってしまうという

ふうに私は心配しております。 
 １０分前だそうですのでちょっと端折っていきたいと思いますけれども、計画変更の有無と

近い将来、再度の統合計画についてということで計画を周知したばかりなので委員会としては

変更について再検討する時期にないとか審議会の答申に端を発する統合にいったん終止符を打

つ意味で最終計画としたとかというふうに言っております。この計画が長い期間にわたって実

効性を持つ可能性のある計画であるというふうに、独りよがりなことを言っておりますけども、

久那土小中学校保護者会が８月２０日に統合計画に反対する１，３８４人分の署名を教育委員

会と町長に提出しています。これに対して、学校教育課長が地域に学校がなくなることに反対

意見が出るのは当然と思うが児童生徒の減少を踏まえ、理解を求めたいと言ったという記事が

山日に出ておりました。この反対署名は町民保護者の統合計画に対する大変重い、意味のある

ものであるというふうに考えます。このような反対がある以上、久那土小中学校からは同意書

の提出は望むべくもないというふうに考えます。 
 説明会でたしか教育長は各学校の同意が得られなければ、統合計画の見直しもあり得るとい

うふうにおっしゃっていたように記憶しているんですが、この点について確認をしたいと思い

ます。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 計画の変更については、先ほどお示しをしたとおりでございます。 
 保護者の同意、不同意については学校ごとの保護者会の決定に委ねるとともに不同意の場合

についてですけども、極力私どもとすればご理解を得られるよう努めはいたしますが、他の学

校などの意向や事情もあるわけでありますから、同意が得られない事実はこれは事実として教

育委員会による最終的な、かつ総合的な判断および対応を行うことになろうと思います。 
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 以上です。 
〇議長（福與三郎君） 

 芦澤健拓君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 なんか説明会で言っていたことと違うような気がしますけども、時間がありませんので最後

に三沢市之瀬バイパス建設の実現可能性ということで町長のお考えをお聞きしたいと思います。 
 旧下部町時代の平成元年９月に西八代縦貫道整備促進期成同盟会というものが発足して県道

９号線、いわゆる市川大門身延線の整備促進計画の中で三沢市之瀬バイパス建設計画というも

のが道路整備スケジュールに載せられてきました。平成５年には下部地区労働組合協議会セン

ターという労働者の団体が１千名を超える署名を添えて陳情書を当時の土橋精一町長宛てに提

出しています。その平成１１年度から１４年度までの４年間に合わせて１，４７３万円という

調査業務委託費というものが計上されておりましたけども、計画そのものはまったく進展は見

られませんでした。平成１６年９月１３日の３町合併時には「旧下部町の課題」という文書で

三沢市之瀬バイパス構想として協議の対象になっていたと思いますけども、こちらもなんの進

展もみられないまま現在に至っております。 
 現在、建設中の中部横断自動車道の仮称、六郷インターへの接続道路として三沢市之瀬バイ

パス実現の好機ではないかというふうに考えますけれども、私たちが県との太いパイプをお持

ちであるというふうに考えている望月町長に、バイパス建設の実現可能性についてお聞きした

いと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 三沢市之瀬間のバイパスの実現について私の考えをということでございますのでお答えをさ

せていただきたいと思いますが、議員さんおっしゃるとおり旧下部町時代からの懸案であった

ことも事実でございまして今から２５年前に発足をしました。これはまず西八代縦貫道路を早

く通してください、その中で三沢市之瀬間もお願いをしますとこういうことだったように私も

記憶しております。と言いますのは私もその当時、市川土木におりましたので一字一句は承知

しておりませんけども、その中でやってくださいとこういうことだったように記憶しておりま

す。それがそういうお願いですから、どうしても甲府を中心に、向こうから工事をしてくると

いうのが常でして県では桃林橋の架け替えだとか市川大門バイパス、あるいは新割石トンネル、

それから万年橋等々をやっておりまして、平成の合併後の現在では黒沢バイパスをやってきて

いるんですよね。そんなことで議員さんおっしゃるとおり平成１１年度から幾年度までだった

でしょうか、そのへんはちょっと私も記憶がありませんけども、調査をさせていただいたこと

も事実ですけども、その当時は公共事業が右肩上がりの時代でした。その後ご案内のとおり今

から、例えば今年の予算は１０年前の予算の約半分になってしまうということで大変厳しい状

況にありまして、議員さんおっしゃるとおり整備計画までには至っていない、このことは事実

ですが、この間に事情も変化してまいってきたことも事実でございまして、中部横断自動車道

がその当時はすべて有料区間でございました。それが平成１８年２月に富沢六郷間については

国直轄事業ということで国道ですから無料になりました。そんなこともございますし、さらに

は国の国幹審で決めていただいておったインターは鰍原に造ってくれることになっております
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身延インター１カ所でございましたけれども、それではなんとしても使い勝手が悪いというこ

とで皆さんの協力をいただく中で２カ所の活性化インターについて許可をいただいたことも事

実でございますのでそれらも含めて考えていただきたいなとこういうようにも思っているとこ

ろなんです。 
 と言いますのは前の定例会の中でも同僚議員さんから話があったとおり町長の考えはどうだ

とこう言われました。そのときに５２号線から最も近い仮称、中富インターまでの道路、それ

も造りたい。それから３００号から、場所ではまだ正確ではありませんけれども、私も冬になっ

て葉が落ちたらよくあのへんを歩きたいなと思っているんですが、少なくとも市之瀬のへんで

しょうか、３００号から下田原へ来る道路を造る。このことは、もちろんそれを造るから三沢

市之瀬間はやめるとこういうことではございません。したがって、どちらが先にやったほうが

いいのかどうなのかということ等々についても、これはいずれにしても県の工事でございます

ので、県のほうへも私のほうからも特に検討をしてくれるようなお願いはしたいなとこういう

ふうに思っているところでございますので、どういう方向になりますか、いずれにしてもその

ときにはぜひご協力をいただいて、少なくとも議会全員が一致して、私も先頭に立ちますから

お願いができればありがたいと、こういうふうに思います。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 ちょっと時間がもうなくなってしまいましたので、ちょっとだけまとめということで話をさ

せてもらいますけども、この三沢市之瀬バイパスというものがもしあれば下部町は非常にいい

場所になっていた、いい町になっていたというふうな思いが私たちにはあって、本当になんと

かこれを実現してもらえれば、その人を県知事にしたり、あるいは国会議員にしたりというこ

とまで考えていたようなものです。 
 今、先ほど町長に申し上げましたけども、町長もそういう思いでいてくださるということな

ので、ぜひ今後の建設計画というか建設に取り組んでいただければというふうに考えます。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（福與三郎君） 
 以上で芦澤健拓君の一般質問は終結いたします。 
 次は通告の３番、望月明君。 
 望月明君、登壇してください。 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 質問を通告に従ってさせていただきます。 
 第１番目でございますが、通告どおり医療の充実と定住対策ということで質問したいと思い

ます。 
 まず定住促進の施策として空き家バンク対策、宅地分譲対策、町営住宅対策等の取り組みが

ございますが、町としてこれらについて非常に努力をしてきているわけですが、それらの内容

ならびに成果について答弁をお願いします。 
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〇議長（福與三郎君） 
 丸山政策室長。 

〇政策室長（丸山優君） 
 町では空き家対策としまして空き家バンク事業、また二地域居住推進事業を行っています。

空き家バンク事業は本町に永住を希望する方々を利用希望者として、また空き家を売買や賃貸

したい希望者を物件登録者として空き家バンクに登録し随時利用希望者に斡旋する事業で現在

７世帯１８人が利用しています。二地域居住推進事業は山梨県二地域居住推進協議会と一緒に

行っている事業で本町の空き家をセカンドハウス的に利用を希望する方々に随時斡旋し住所を

移さず利用してもらう事業で現在３世帯９人が利用しています。また宅地分譲対策として現在、

丸滝地内に宅地分譲事業を進めており、事業の進捗状況を見ながら販売を行ってまいりたいと

考えています。 
 町営住宅対策として合併以降、相又地内の雇用促進住宅を購入し入居しやすい町有住宅とし

て活用、現在５４世帯１３３人が入居しているほか久那土地内に柿島団地を新設し、現在そち

らのほうには３０世帯７２人が入居している状況です。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 これまでそうしたいろいろな対策を立てていただいておるわけですが、なかなか効果の面で

いうと徐々な、少しずつの効果といいますか、そういうような状況だと思うわけでありますが、

私は次の質問ということで申し上げますと定住促進の１つとして医療の充実が考えられないか

ということでございます。町内の病院には産婦人科が設置されておらず小児科は休診等が非常

に多い。将来的にも医師や看護師不足は深刻となると思われております。 
 こうした状況への対策をどのように考えておるか。また医療の充実について、どのような考

えを持っているのかをお伺いしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 

 定住促進と医療の充実についてでありますが人口の減少幅を縮小し定住人口を確保するなど

定住を促進するためには、さまざまな分野でいろいろな対策を継続的に進めていく必要があり

ます。保健分野の１つでは医療の充実をすることも大きな要因になると思います。若者が結婚

し家庭を築き子育て世代へ移行する。また子育て世代が転入し身延町で生活していく上では医

療の充実、子育て環境の整備と支援の充実は大きな魅力と安心・安全につながると考えます。 
 医療機関の充実、診療科目の拡充等、町内の医療機関、峡南医療圏域の医療機関はもとより

山梨県全域を山梨県地域医療計画、地域医療再生計画、周産期医療体制整備計画などに基づき

計画的に整備しています。 
 現在、町内の３病院、飯富、身延山、しもべ病院におきましては産婦人科を設置していると

ころはありません。また小児科については今年の３月まで飯富病院が週２回、火曜と木曜の午

後でありますが週に２日。身延山病院は週３日、月、水、金の午後であります。開設しまして

２つの病院でそれぞれ山梨大学医学部の小児科医の派遣を受け診療業務を行ってきました。飯
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富病院におきましては看護師不足に起因する小児科医の受け入れが困難ということで４月から

休診になっている状況であります。それから３病院以外の医療機関としましては町内に佐野整

形外科医院、下山医院、高橋医院、松島医院の４つの医院があります。下山医院では婦人科と

小児科も診療科目としています。町内では産科が下山医院１カ所、小児科が身延山病院。身延

山病院につきましては４月から飯富病院の小児科が休診になっている分を加えまして月曜から

金曜まで５日間、午後の診療を行っていますがその身延山病院と下山医院の２カ所で小児科受

診ができます。 
 ご質問の医師、看護師不足に対する対策はということでありますが医師の確保に関する県の

対策として市町村、医師会、病院関係者等により構成される県医療対策協議会を設置し地域医

療を担う医師の養成・確保、医師の定着・地域偏在の解消、産科等の特定診療科医師の養成、

医師の資質向上などについて協議検討し必要な取り組みを順次進めているところであり、町に

おいても県と連携し協働して取り組んでいます。 
 このほか医師の確保については各医療機関の努力によるところが大きいわけでありますが飯

富病院においては自治医科大学、県との連携、また非常勤医師については山梨大学との連携な

どにより医師については定数を確保できている状況であります。これに反し看護師の確保につ

いては非常に苦労している状況にあり、県では山梨県看護職員需給計画を策定し実態に即した

看護職員の需要と供給の見通しを踏まえ安定的な確保と資質の向上を図るため、看護職員養成

確保対策、定着対策、潜在看護力活用対策、資質向上対策等を基本としてさまざまな施策を講

じています。最終的な看護職員の確保は医療機関の現場に任され各施設とも鋭意努力していま

すが、なかなか必要な人数が確保できず苦慮しております。 
 飯富病院におきましては人材斡旋会社への登録、ハローワークへの求人募集、看護大学、看

護師養成学校への訪問等を行う中で看護職員の確保に努め、また看護師修学資金の無利子貸与

事業も実施し看護職員の養成、それから子を持つ看護職員の就業支援として院内保育所の設置

なども行っておりますが必要な看護職員が確保できていない状況であります。 
 町では定住促進の施策としての医療の充実もですが、広く町民が等しく安心して快適な生活

が送れ、住んでよかった身延町の実現に医療の充実は欠かせない施策だと考えております。県

医療機関と連携し疾病の予防、治療、リハビリテーションまで一貫した包括的な保健医療体制

の整備、充実が図れますよう努力してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 さまざまな医療の充実につきまして、町でもまた県等も交えて検討をしていただいておるこ

とに対して感謝しております。私の１つの提案としまして医師不足に対して、あるいは看護師

も含めて、医学、看護師系の大学に通う生徒に対する奨学金制度を創設したらどうかというこ

とでございます。もちろん卒業後、医師として身延町に戻ることを条件として、これにより定

住促進が図られるということでございます。本町では福祉教育学校等就学奨励基金なるものが

ございまして、この基金は寄附金によるものであるわけでございますが、今回２５年度の一般

会計補正予算におきましても２１万円、３万円ずつ７名分の基金の承認がされておりますけれ

ども、このようなこともございますのでそうした対応に奨学制度というようなものをやったら
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どうかというのが１つの提案でございます。 
 それからもう１点でございますが、医療の充実によりまして、すなわち医療環境づくり、あ

るいは病院等の診療内容を充実させること。さらにもう１点、町による健診制度の充実を図る。

これによって病気の早期発見、あるいは早期治療に役立たせること。こうした対策を継続する

ことによって身延町は福祉と長寿の町として自他ともに認められる、そういう町となって身延

町に住んでもよい、身延町の定住人口が増えるのではないかということを期待しているわけで

ございます。 
 実は身延町議会の先般の研修によりまして、長野県の佐久穂町を研修したわけでございます

が、この町が町を挙げての健診制度充実によって長寿の町日本一というようなことを実現して

いるところでございます。そうした先進の町村なども参考にして医療の充実の面で一層の努力

をしていただきたいとこのように思っておるところであります。 
 続きまして３番目ということで、医療の充実と定住対策ということに関しまして政策室長の

ほうから定住対策ということに関連してどのような、考え方について、また私の提案について

どのように考えるかご意見を伺いたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 丸山政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 定住促進のためには、さまざまな分野での対策を継続的に積み上げていくことが重要だと思

います。議員のお話のとおり、医療の充実も健診制度の充実も定住が促進される重要な施策で

あるように思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 室長もそのようなお考えですので、ぜひともひとつそのための努力をしていただきたいと

思っております。 
 次は２番目といたしまして掲げておりますように、学校教育につきまして特に食物アレル

ギー問題につきまして質問をしたいと思います。 
 小中学校でアレルギーが問題となり始めて久しいわけでありますけども、その点につきまし

て各現場では苦労も多いことと思っております。まず町内の小中学生の食物アレルギーの問題

の実態について報告をお願いしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 まず給食施設ごとのアレルギー疾患者数ですが単独方式の久那土および下部給食施設では計

３人。それから中富給食センターに７人。身延給食センターに５人。合計１５人の対象者が現

在おります。本町の４月の児童生徒数が７１３人なのでおおむね２．１％が該当することにな

ります。アレルゲンとなる食物は山芋、大豆、桃、リンゴ、ブドウ、ナッツ、そば、牛乳、エ

ビ、イカ、カニ、キウイなどで野菜、果物、穀類、甲殻類、魚類、鶏卵など実に多岐にわたっ
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ております。 
 症状は即時型が多く消化器症状として嘔吐、呼吸器症状として呼吸困難、粘膜症状として口

腔内の痒み、最も多い皮膚症状では発疹などがあります。 
 全身症状として各症状が複数かつ急激に出現し、血圧低下および意識障害を起こすことのあ

るアナフィラキシーショックに該当する児童生徒はおりません。したがってアドレナリン自己

注射液、これは商品名でエピペンと呼ばれておりますが、これを携行する事例はございません。

しかし緊急時の処方薬として抗ヒスタミン、ステロイド薬を常備する児童生徒は４名おります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 ただいま、ある程度の状況をお話していただいたわけですが町の教育委員会、あるいは学校

現場での生徒の対応などについてお話をいただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 教育委員会および現場の対応ということでお答えをしたいと思います。 
 まず文部科学省の指導がありますので、すでに学校現場では養護教諭を中心に財団法人日本

学校保健会が作成したアレルギー疾患対応の学校生活管理指導表および学校のアレルギー疾患

に対する取り組みガイドラインなどを活用しています。また学校給食でも文部科学省の通知、

「学校給食実施基準の施行について」の中で食物アレルギー等のある児童生徒に対しては校内

において校長、学級主任、養護教諭、学校医等による指導体制を整備し保護者や主治医との連

携を図りつつ可能な限り個々の児童生徒の症状に応じた対応に努めることとされました。 
 本町の対応ですが、まず学校において食物アレルギー疾患の把握をいたします。新年度が始

まる前に就学児を含めた保護者から診断書を添付した書面を受け付けます。さらに保護者との

面談などを経て該当する児童生徒の疾患と対応に関する共通認識を持つわけですが、その上で

学校給食は学校長の判断および要請により対応しております。 
 次に本町の給食施設における対応についてご説明いたします。 
 各施設は共通の対応マニュアルをすでに策定しております。しかしながら現在の給食施設の

規模では完全なアレルギー対応は困難であり、このことは事前に保護者の方々にご理解いただ

いているところでございます。 
 給食現場で行っている具体的なことといたしまして、まず事前に学校や保護者に原因食物に

チェックを入れた献立表を配布し給食当日には原因食物を可能な限り除去します。また除去で

きない場合は、重篤な児童生徒がいないことから摂取しないように、あるいは影響のない範囲

で摂取する量を調整するように学校に伝えています。さらに場合によっては保護者の判断で家

庭からの代替食を持参していただくことになります。 
 なお、給食施設での代替食の調理は設備およびスペース等の関係で実施はしておりません。 
 最後に、参考までに給食費についてご説明いたします。 
 除去食あるいは家庭における代替食があった場合、これはコスト計算が非常に困難なので単

価がはっきりしている牛乳代だけを還付しているという現状でございます。 
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 以上です。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月明君。 
〇４番議員（望月明君） 

 学校現場でも大変、こうしたわずかな生徒であっても万一の事態を防ぐためにいろいろ努力

しておられると。非常に感謝するところであります。ありがとうございました。 
 次は体罰につきまして質問いたします。 
 学校現場での体罰問題は新聞紙上で非常に多く取り上げて話題となっているところでござい

ます。これは県内だけでなく、全国的にむしろ大きな問題とされているわけでございます。県

教委も去る８月２４日付けの新聞によりますと体罰に関しまして一定の指標を示すとともに各

学校に対して体罰に関する研修をするように等々の通達が出されていると思います。そこでお

伺いしたいと思います。 
 町内の小中学校で最近の体罰の現状についてをお伺いいたします。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 お答えします。 
 学校教育法第１１条には校長および教員は教育上、必要があると認められるときには児童生

徒に懲戒を加えることができる。ただし体罰を加えることはできないとの旨が定められており

ます。これを受け文部科学省の通知では体罰を加えることはできないというのではなく体罰は

いかなる場合もこれを行ってはならないとしています。 
 議員さんがおっしゃったとおり昨今、全国的に教育関係者による体罰が問題となっておりま

す。新聞等でご存じかと思いますが文部科学省は平成２４年４月から平成２５年２月までのほ

ぼ１年間の間に発生した体罰について全国一斉に各学校を通じ保護者の方々にアンケート調査

を行いました。その結果でございますが本町では１件の体罰も出てまいりませんでした。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 ２４年４月から２５年２月という段階で調査の結果、本町には体罰というものはなかったと

いことで大変ありがたいこと、よかったと思っているところであります。 
 先ほど申しましたような県教委から学校への対応として通達がまいったと思いますが、この

内容につきまして簡単に説明をしていただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 県教委の指標でよろしいでしょうか。それとも今、本町の教育委員会あるいは学校での対応

ということでよろしいでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月議員。 
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〇４番議員（望月明君） 
 学校の指導方法、質問のようなところで結構なんですが、それに含めまして先ほど質問しま

したような県教委の通達というか、これも合わせてお願いしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 ご説明いたします。 
 本町では少なくともこの何年かは教育委員会が体罰の事例を確認したことはございません。

もともと体罰の禁止は法律で明記されていることですから教育委員会は当然に体罰の根絶を厳

に指導する立場にございます。また議員さんがおっしゃったとおり県教育委員会からも体罰に

関する指標が示され、職員研修を求められているのでこれに積極的に取り組むように学校長に

も伝えております。またこの県から示された指標でございますけども学校教育法に基づく内容

に基づいて懲戒とは何か、あるいは体罰とは何か、あるいは懲戒が認められるものはなんであ

るかというふうな具体的な事例が示されております。 
 ただ、学校現場にあってはすでに今後も体罰が発生することのないように法律や通知の趣旨

を徹底し、職員一人ひとりから体罰の有無を聞き取りするなどして一生懸命取り組んでいると

ころでございます。 
 万一体罰があったときには、そのときの対応といたしまして体罰を受けた児童生徒の状況に

より医療等の手配を行い学校長への報告等、学校長から教育委員会になされた報告により事件

の概要把握に努めます。さらに該当する保護者や臨時ＰＴＡ総会で説明、陳謝を行うことにな

ろうかと思います。 
 学校ばかりでなく私たちの社会には指導の側面として体罰容認論が根強くございます。また

体罰の代わりに教師による懲戒および教育委員会による出席停止の積極的な運用を求める声も

多くございます。しかし児童生徒の指導を安易な懲罰によって行うことは教育の本質から大き

く逸脱するものであります。児童生徒の身体への直接的な侵害を教育的な指導であるとする教

師が出てこないように、実際にはそのような教師は管内では皆無だと信じておりますが学校現

場の努力を促してまいります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 あってはならない問題でございまして、学校現場等では大変苦労してきているわけですが、

なおそういうものが絶えないような現状であって、今回そのような県のほうからも通達が来て

いるということでございます。幸い本町ではそういう事例がございませんが、ぜひそういう問

題についてもきめ細かい指導をしていただきたいと思います。 
 以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（福與三郎君） 
 以上で望月明君の一般質問は終結いたします。 
 望月議員におかれましては大変にご苦労さまでございました。 
 議事の途中でありますけども暫時休憩といたします。 
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 再開は午後１時といたします。 
休憩  午前１１時５０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後 １時００分 

〇議長（福與三郎君） 
 休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 
 次の通告は４番、川口福三君です。 
 川口福三君、登壇してください。 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 統廃合についてお伺いするわけですが、学校の統廃合後期計画についてですが同僚議員が午

前中に大部分を質問されまして私も同じような質問をしようと思っていたんですが、あまりく

どくど質問するのもどうかと思いますので要点だけを質問させていただきます。 
 質問も直球で行いますので答弁のほうもぜひともあんまりまわりくどい説明はともかくとし

て直球で答弁を願いたいと思います。 
 まずこの後期計画について説明会の意見集約、教育委員会から４月３０日付けで全戸配布に

なりましたが、この意見集約を私も一通り目を通しましたが、いわゆる説明会にも私１８回ほ

ど参加して、その意見とこの集約した見解、なんら私自身が理解できない。この見解について

私をはじめ町民が理解できるような内容であったかどうか、この点について教育委員長にお伺

いいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 見解について理解できない文面であったというお尋ねですが、お答えしたいと思います。 
 後期統合計画説明会は５月、６月で２２回実施いたしました。延べ人数にして８９４人の方々

においでいただき、さまざまな意見や要望等をお出しいただきました。特に多かった意見・要

望について改めて教育委員会で考えを町民にお示ししたのが教育委員会の「見解」です。 
 子どもたちにとって快適な教育環境を整えたいという思いで後期統合計画を策定いたしまし

た。最善とも次善とも言えないかもしれませんが本町の現状では後期統合計画は推進すべきで

あるということを速やかに周知させていただきました。よろしくご理解いただきたいと思いま

す。 
〇議長（福與三郎君） 

 川口福三君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 今、教育委員長から答弁いただいたんですが、やはりいつも私は申し上げるんですが行政は

なんのためにあるんだと。２２回説明会を開いた中で西嶋、久那土地区、下部地区においての

あれだけ保護者をはじめ住民から、いわゆるこの統合に対しては、絶対反対だというような意

見が多々あったわけです。しかしながらこの見解の中には、今言う説明会に参加していただい

た町民、または父兄のそうした意見がどこにも反映されていない。なんのための説明会だった

か。いわゆる単なる行政側で説明だけをすれば、あとは統合へ進むんだと。いわゆる一方的な
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形。だから先ほど申し上げましたように町民あっての行政なんです。よその町では大体３０人

以上の学校が統合しているケース、どこにありますか。教育委員長。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 よその町で３０人以上の学校でどこか統合している事例があるかというご質問でございます

けども、私たちの町には３０人以上の学校はいくつもございます。しかし私たちが問題にして

いるのはその学年規模であって過小規模校をなんとかしたいという思いで統合を進めておりま

す。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 今現在、身延町には過小小学校、いわゆる１０人、２０人の学校、小学校がありますか。過

小小学校とは今言うそうした児童数の少ない小学校は過小小学校と呼んでも当然かもしれませ

んが、今現在こうしてみますと静川小学校は西島小学校へ統合しましたが久那土小学校におい

ても平成３０年までは４０人の学校が堅持できる。原小学校においても４２人。下部に至って

は４８人という、やはり４０人からの小学校が統合する。これは地域住民とすれば、住民だけ

でなく保護者にとってもまだまだ統廃合は時期尚早だと。この計画は、いわゆる計画は計画で

よろしい、この計画を示された以上はこの計画に則って進めることも結構ですが計画延期をぜ

ひこれは考えてほしい。ましてこの問題になったのは１中問題です。１中問題は先ほども同僚

議員が指摘しましたように、いわゆるこっちの北部の中学校を一番南の身延中へ、これもやは

り、ただ、ここの中にありますように身延中学校にする１つの要点として校舎、運動場の面積、

または町民体育館、または武道場、弓道場などの社会体育施設を利用することができる。これ

を１中にする条件ではないんですよ。別にこれだけの施設がなくたって中学校はいっぱいある

んです。そういう観点からただ１つ、１カ所へ中富中、下部中、久那土中を統合させる。これ

はとにかく、やはり私も町民も父兄もあの席でこれは絶対反対だという意見が多数あったわけ

です。しかも久那土においては時間延長までして、そしていろいろこうした論議がされたわけ

です。だけども悲しいかな、この見解の中にはそうした意見がどこにも反映されていない。こ

れでもって町民が納得したというような形でもって、これから進めるということはこれは行政

のあまりにも強行策だと私は思うんですが、今後この中でこのまま進める、いわゆるあとのほ

うにもあります見直す、再検討する時期にありませんとこう言っているわけですね。この委員

会としての見解はなんのためにあれだけの説明会を開いて地域住民の意見を聞いたのか。まっ

たく無駄に過ぎないわけですね。どうですかそのへん。教育長さん。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんがおっしゃるとおり２２の会場で説明会をいたしましたところ、いろいろなご

意見が出ました。これを一つひとつ挙げれば４ページ、これは集約したものですけども、多く
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の量になります。それらの論点をまとめて集約したこれを理解していただきたいと思います。 
 説明会場では今、統合をしなければならない理由の説明にもかなり時間を費やしましたし、

また先ほどからお話が出ています中学校のことですけども、南に持っていくとか、あるいは北

がうんぬんということも出ておるんですけども、とにかく今の全部の中学生を、いい環境の中

で勉強させるにはどこがよいのかという論点から言えば、これは身延中学校であるとの結論に

なったわけです。しかし、それについてはまたいろんな反論もあったわけです。説明会は５月、

６月にいたしました。この「見解」は７月３０日付けで８月のはじめに出しました。この中で

も述べておりますように計画を皆さんに説明して委員会ではこの計画どおりにいきますという

ことを申しておるんですけども、今の段階で計画を変更することはこれはできません。この計

画を皆さんにお示しをして、理解をしていただいてやっていきたいというのが今の立場でござ

います。 
 今後についてはまたあとで触れるかと思いますけども、また別の話になろうと思います。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 とにかくこの小学校の問題にしては久那土地区、一部西嶋でも聞きました。この計画をその

まま実行するということであれば六郷へ一時寄留して子どもを通わせると。これは行政でス

トップするわけにいきません。そうした児童生徒が多く出た場合、これからの身延町の学校教

育は今後どういうような考えになりますか。教育長、どうですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、久那土にいらっしゃる方、あるいは下部地区の方が六郷に出て行くというお話でござい

ますけども、これは例えばこうなった場合はどうでしょうかというお話だと思うんですけども、

学校を建てる、あるいは維持していくというのは町でございます。身延町あるいは市川三郷町

ということでございますので、ほかの町でございますので住所を移す、あるいは転出するとい

う事実があった場合、これはもう私どもとしても市川三郷町の範囲になりますのでどうにもな

りませんけども身延町にいる以上はぜひ身延の計画を理解していただいてご協力いただきたい

と思うわけです。転出する、しないというのは、これは各個人の自由かもしれませんけれども、

身延にもいろんな学校の施策もありますし、ほかのいろいろな施策もあるわけですから、ぜひ

そのへんを勘案いただいて身延町には残っていただきたいという思いはございます。でも結果

的に、例えば向こうに行ってしまったという場合はこれはもう致し方ない、どうにもならない

ということになろうと思います。仮定で論議をしていますのでそういう話になるんではないか

と思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 川口福三君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 今の教育長の答弁はせいぜい３人か５人ぐらいの一時寄留というようなお考えかもしれませ

んが、もう地域を挙げてそういう考えが、行動が行われたとき果たしてこれからの身延町の、

先ほど申し上げた学校教育、小学校・中学校の教育、これは今一番大きな過度期なんですよ。
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なぜかというとあの説明会を開いて、あの意見が多少でも取り入れられて、多少この計画が見

直されてきているんであれば、町民としても多少の理解はするでしょう。私も一部の人とお話

ししましたところ、今の段階で結局、行政側では久那土小学校を西島小学校へというような計

画です。しかし中学は身延中へ１中というような計画。これはぜひ阻止してほしいと。やはり

中学校は身延と北へ１中を設けてほしいと。そうすることによって久那土小学校の子どもさん

が西島へ統合してもこれはやむを得ないと。しかしながら西島へ統合した、中学校は今度は身

延まで通う、これはもう絶対あってはならないとこういうわけですね。そしてまた生徒数から

しても、いわゆる身延中と中富、久那土、下部中の３中が一緒になった場合、大体、平成３０年

までは同じくらいの生徒数でいくわけですね。ですからそういった点も考えた場合、やはりこ

の中学校の１中問題は再度検討し直して、地域の意見も組み入れてやることが今言うような一

時寄留だなんだという問題も解消されるんではないかとこう思うわけです。この問題が出てか

ら私も何人かといわゆる久那土や西嶋の人たち、父兄、地域の人とも話をしました。それが議

員としての務めなんです。議員として言えることはやはり地域の人を代弁することが議員の務

めなんですよ。ただただ自分の考えだけでなく地域の人がそれを望んでいる以上は行政側でも

そうした気持ち、意見を汲み取って真剣にそのへんは考えてほしい。あまり強行的に進めると、

この私の４番目の質問にもありますように反対署名というような動きになってくる。この反対

署名が出たということは、すでにそうした人たちの考えがあって、こうした署名が出ているわ

けですね。だけど今までの教育委員長にしても教育長の答弁にしても一向に、もう見直す計画

もありません、ガチガチに進めますと。これはどうかと思います。だから今後、やはり説明会

の席でも先ほど同僚議員が申し上げましたように町民、父兄の意見を取り入れた中で考え直す

こともあるというようなる答弁をされているわけですよ。しかしその考え直すことがどこも考

え直していない。どうですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 後期計画について反対署名が出されたという状況の中で質問をなさっておりますので、今の

状況で計画変更とかそれらについてはどうするつもりなのかと理解してよろしいでしょうか。

はい。 
 この署名は、町長あるいは委員長宛てに出されたわけでございますけども、この内容につい

ては真摯に受け止めたいと思っております。これはそうするべきだと思います。一方、後期統

合計画全体を否定するというような文面になっておりましたので、これについては私どもとす

れば判然としない思いがあるわけでございます。ともあれ計画全体を進めるために今後は全校

の保護者の代表を対象にした、具体的な説明会を予定しています。 
 後期統合計画への反対署名が久那土地区から出されたんですけども、これが久那土地区の保

護者会の不同意書とならないように引き続き理解を求めていきたいと思っております。 
 とにかく私どもの考えを理解していただくような努力を今後もしていきます。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 とにかく答弁においても一向に前向きな回答が出てきておりませんが、この反対署名の中に
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もすべてが、いわゆる渡邉教育委員長からはすべてがこの計画どおりでないと発言がありまし

たということが謳われているんです。そうした中にもかかわらず、いわゆる見解は全然その一

言が感じられない。またこうした署名が出たということは単なる１，３３４人の人たちだけで

はないと思うんです。学校の統廃合はやはりこれからの身延町の地域づくり、それを併せて考

えた場合、今の計画でもって果たして、これからの身延町に人が住んでくれるかどうかという

大きな問題です。先ほど同僚議員も指摘しました、いわゆる久那土地区はあそこは文教地区で

ある。そして先ほど申し上げましたように、もしこれが２中になるんであれば久那土へ中学校

というような形。やがて峡南高校もおそらく近々のうちに県教委ではよそとの統合等も間近だ

と思います。そうするとあそこには、県でもおそらく町になんとかしてくれということにもな

るでしょう。そうすると、あの付帯設備は今の身延中学校と同じような付帯設備があるわけで

すね。クラブ活動にしてもなんにしても。そうした長期的な先々を見た中でこうした統廃合と

いう問題も検討していかないと、あまりにも先へ急ぎすぎて結局大きな躓きをする結果にもな

るんではないかと。転ばぬ先の杖ではありませんが、一言申し上げます。そうした点は教育委

員会として、いわゆる話し合いの中で少しは意見が出たかどうか伺います。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 峡南高校をはじめとした久那土地区全体のというお話でございます。 
 峡南高校、あるいは峡南地区の高校の再編うんぬんとかという話はこれからでございまして、

まだ具体的には何も県のほうでも示されていませんし、地元の意見集約もなっていない状況で

ございます。 
 今、私どもがこの計画を進めている段階において、３年後には中学校を統合したいという時

期においては、とても間に合わない話だと私は思っています。現状を考えた場合、このような

ことしか言えないと思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 やはり今、申し上げたのはもし久那土と身延中になった場合、今後の１中問題は先ほども同

僚議員が申し上げましたように下山あたり、小学校の空き地へ中学校を１中にする。それはや

はり長期計画、１０年後を目標とか長期計画の中で１中計画を持つような方向、これはやはり

町民としても大いに歓迎するところだと思います。 
 ただ、今、あの中学校を新しい校舎を造れということは当然、無理な話ですから、これはと

りあえず２中にしておいて、こうした問題を収めるためにも２中にしておいて、そして計画を

持った中で下山当たりに１中にする。よく言えば、あそこへ小学校、全部まとめてもいいでしょ

う、そうした長期計画を持つということが行政の仕事だと思うんですよ。しかし今の段階は本

当にもう既存の校舎、設備を使うために身延中へというような計画ですから、ここがやはり町

民としても理解が得られないということなんです。やはり行政というのは先を見て計画をする

ことが、合併当初からそういった計画の話があるんであれば当然それなりの説明をしながら、

こうした町民に説明する。しかしながらまだ町民が知ったのはおそらく１年か１年半前でしょ
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う。それを２８年には１中にするんだといえば、あまりにも町民が理解できない点が多いと思

うんです。ですからそういった点を教育委員会部局でもっと長期的な計画に再編成して中学校

の計画、また小学校の計画においても今もうすでに先ほど申し上げましたように、ほとんどが

４０人以上の小学校である。即統合しなければならないような状況ではない。これはやはり町

の教育行政として、少し地域住民の声が届いていないように思います。 
 中学校の場合、足和田中は２５人なんですよ。足和田中。それでクラブ活動２つあります。

勝山中と上九一色中が一緒になって１０３人。これでもクラブ活動は５つのクラブ活動を実施

しております。やはり少数でクラブ活動ができないから中学校は生徒を集めて結局、好きなク

ラブ活動に参加させるというような方向自体も、これはあまり歓迎できる統合ではないと思い

ます。 
 河口湖にも北と南がありますが河口湖北中は１１１人でやはりクラブ活動も５つで実施して

いる。小学校の場合、今、先ほど久那土と原、下部の例を言いましたが、一番身延小学校へ近

い大河内小学校、大河内小学校はあそこへ今度、町で分譲計画がありますね。今現在、結局６０人、

７０人の生徒がいる。そうした中、この教育委員会からのデータで言いますと平成３０年まで

は６６人というような、いわゆる児童数なんです。これは今度、分譲地へ若い人が入ってくる。

そうすると大河内小学校の児童はおそらく増えると思うんです。そうしたところも身延小学校

へ統合する。これはやはりあまりにも、少し私のところから離れた話で余計なお世話になるか

もしれませんが行政としてやるべき措置ではないと思うんです。なんでも数合わせ、いわゆる

一緒になる。では静川小学校が西島小学校へ統合して財政的にどれだけの違いが出ましたか。

教育長。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 財政的というお話ですけども、本町には今１１校ございますけども、２４年度の決算額で言

うとおおむね１校当たり、小中平均して３千万円ぐらい経費がかかっております。もちろん建

設費とか工事費とかが入ってくれば、これは途端に跳ね上がるわけですが、基礎的な経費とし

て小中ともに平均でならせば３千万円前後というふうにお考えいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 今、結局示された数字、やはりこの教育は単なる数字だけではないんです。くどくど申し上

げますが、やはり地域あっての学校であり、また学校そのものにおいて、もう１０人２０人に

なったのではやむを得ないという地域の声が出てきて、はじめて統合という問題が絡んでくる

と思うんですが、今現在はこの計画にはとにかく少し、計画について見直す必要があろうと思

うわけです。 
 とにかくこの統合について盛んに久那土小学校の父兄が西島小学校と統合することについて

の条件といいますか、内容についてとても理解できないと。私もその点は、この前の一般質問

でもしたんですが、この統合という、子どもが少ないから多いほうへというような考えで今ま

で統合してきたんですが、統合の条件はどういうことを条件にして今まで進めてきたのか。 
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〇議長（福與三郎君） 
 渡辺学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 お答えします。 
 先ほどから申し上げていますけども、本町は小規模校が実に多いというところを通り越して

過小規模校になっているということで、前期計画につきましては豊岡小、それから静川小など、

常に複式学級が生じているところの解消を図ろうとしたわけです。 
 それが第一の理由でございますけども、先ほど川口議員さんがおっしゃいましたように１校

当たりの学校規模であれば４０人、５０人の学校が省通にあって、学年規模で割戻しをすれば、

それは当然複式学級が発生するというふうなレベルになっております。 
 それから学校規模ばかりにを問題にしているわけではございませんけども、国が示している

標準的な学校規模というのは小学校、中学校ともに１２学級から１８学級とされています。こ

れは中学校でいえば１学年４学級から６学級、これを国では平均的だといっています。もちろ

んこれは私たちの町ではかなわない話ではございますけども、小規模校のよさはあるといって

も過小規模校に陥ってしまっている、その解消を図るというのが第一の理由でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 今、文部省の規模について課長から答弁があったんですが、文部省の規模をいわゆる身延町

に合わせよう、これは到底無理な話なんです。その基準から言いますと、小学校は４キロ以内

だと。それは当然、本町においては無理なことなんですよ。それは子どもの人数においても今、

課長が言われたような規模にすることは当然無理なこと。だけどそれをするのが身延町の教育

であり、身延町の行政なんです。ただ、いわゆる合併の時点に統廃合について申し合わせがあっ

たかもしれません。しかし、この申し合わせだけを守って計画を持つ、それはいいでしょう。

だけど、この計画を持った時点で、あれだけせっかく２２回も説明会を開いて、いわゆる地域

住民、父兄から意見が出たものが改善されていない。やはり町民が望むところはそこなんです

よ、行政に対して。これがもし強行的にやるということになるとやはり先ほど申し上げました

ような動きに発展する。これは身延町の、町としてもあまりよそに対してお恥ずかしい話にな

るんではないかなと。 
 そしてもう１点、この反対署名を出されたときの新聞、学校教育課長が地域に学校がなくな

ることに反対意見が出るのは当然と思う。やはり行政マンとして当然だなんてことを、もし言

うのならば反対意見が出るのは、児童生徒の減少を踏まえ理解を求めたいというのならともか

く、意見が出るのは当然だなんて、これはあんまり行政側として、あまりいい文句ではないな

と思うんですよ。だから説明会を開いても今言う反対意見は当然だ、このまま進めようという

ような形になるわけですよ。そうでしょう。私一人ではないんですよ、これは。真剣に反対し

ている人たちの気持ち、反対当然だと、あまりにも町民を馬鹿にしたような捉え方をされては

とんでもないですよ。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
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〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 そのようなことを新聞記者に申し上げたことはあろうかと思います。ただ、かなり言葉を端

折ってあると思います。私の本意を申し上げますとそのような反対意見が出るのは当然だとい

う、その本意でございますけども学校が長くその地域に根ざしてきたわけですからそれに郷愁

を感じるとか、歴史的な使命に意義を見いだす方々が大勢いるのは当然だというふうに思った

わけです。愛着を持ってもらえない学校は逆に言えば寂しい限りですから、反対意見が出るの

は地域の方々のご心情として当然ではないかというふうにそのような意味合いで申し上げまし

た。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 とにかくあとになって言い訳しても、やはり記事となっている以上はこの記事を見た人は「な

んだこれは。学校教育課長、当然分かっていながらやっているのか」と。これは日本語の難し

いところなんですよ。いくら私が力んでもそれは実現できないかもしれないですが、この学校

問題はとにかく計画の見直し、これはもう１回町民からアンケートを取って計画全体を延期す

るなり見直しをするなりしないと、この反対署名活動がどんな動きになるかが予測できますか。

私はその地域の人たちと話をして、ある程度の感覚はつかんでいます。しかしこの席において

は口に出しません。ただ脅かしでもなんでもないんです。やはりこれだけみんな真剣に説明会

へ参加して、あれだけの意見を出していながら改善策が講じられない。最終的には教育委員会

部局から町長部局へとこの問題も移るわけですが今、町長として今後の統廃合についてはどの

ようなお考えか伺います。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 質問通告にもございませんがよろしいですか。 
 ではちょっと、今の議員さんがおっしゃっていることを私ずっと聞かせてもらっていますと、

なんか自分勝手な言い方で、誠に申し訳ないですが私はそう思います。 
 平成２０年の８月に適正配置審議会から答申が出されました。ご存じですね。そのときに１中

２小の答申が出されたこともご存じですね。ご存じないですか。はい。そのときに議員さんも

議員のバッチを付けていましたね。２０年８月。だから聞いているんですよ、私は。付けてい

ましたかと聞いているんですよ。もし私が間違ったことを言ってはいけないから聞いているん

です。あなたはそのときはどうだったかということを聞いているんです。では私は言います。

反問ではないですよ。聞いているんですよ。 
〇議長（福與三郎君） 

 バッチをそのときは、議員であったかどうかということですね。 
〇町長（望月仁司君） 

 もし私が間違っていては困るから聞いているんです。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 私は２期目です。 
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〇町長（望月仁司君） 
 そうですか。ではいいです。 
 それよりも前、身延町立小中学校適正配置審議会には２年間にわたって皆さんの中からも議

長さん、その当時は委員会はどういう名前だったか、ちょっと私もその後、変わっているかど

うか分かりませんけども、教育厚生常任委員長さんもその委員の仲間に入っていただいて、

２０人の仲間に２名。したがって１割の議員さん方が入ってくれました。そして学校の先生、

それから父兄の方々、一般の方々、その人たちが入って２年間、審議をした中で１中２小とい

う答申が出されました。それをそのとき私はバッチを付けていませんでして、町長になって私

が引き継いだ中ではそれは議員さんのほうでも話がしてあります、議員さんのほうも了解をし

ております、こういうことで進んでいました。 
 したがって、それを受けてその次の年の２１年に前期計画、この中の前期計画を作成して、

それを皆さんにお示しをして全体計画の中ではこうですが、その中の前期計画はこれでいいで

すねという話をしました。これはあとで調べてもらえば分かりますけども全員協議会の中でし

ました。そうしたら皆さんの中からそれは駄目だという意見はありませんでした。したがって、

その話をさせていただきました。その方法で進めさせていただきました。 
 にもかかわらず今回、私はこの問題についてはとんでもない、反対ですよ、これはちょっと

私は、私の感覚が違っているかもしれませんし、もう１点言わせてもらいますと町議会からも

過日１中３小でいいですよという意見も出されました。これらを踏まえたときに議員のバッチ

を付けている議員さんが自分たちが出した結論に反対だとこの席でおっしゃられる。そうであ

るならば私ども行政は執行も何もできません。これは大変なことだなとこういうふうに思いま

す。 
 それから１６年４月２１日に調印されました合併協定書の中を、今ありますが、それからそ

のあと合併協議会が平成１６年３月に策定した新町建設計画の中の第７章にもあるんですが公

共的施設の統合整備については財政的な状況等を踏まえて、事業の効果や効率を十分検討する

中で既存の公共的施設を有効利用し相互の利用等を総合的に勘案し、効率的な整備に努めると

あります。そしてその中で特に言っているのが庁舎の問題ですけども、これとは違うと言われ

るかもしれませんけども、同じことだと思いますので言わせていただきます。この間も新庁舎

は当分の間においては暫定的に現在の旧中富町役場に置くものとする。新たな建設については、

そのときにいろいろの状況を勘案して計画する。当分の間というのは何かと言いますと、この

庁舎が使用できる間は使うものとする。こういうことでございますので、今の身延中学校を利

用することは適当であり、そして今になって１中を２中に戻すということを言われることは町

長としては心外でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（福與三郎君） 
 川口福三君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 たしかに町長がおっしゃるとおりだと思います。ただ議員は、いくら議会で１中３小、それ

は議会として決めるべきことではないんですよ。決めるべきことではないんですよ。議員が決

められるのは、自分たちの身分の問題だけなんです。本質的に今それを決まった、決まったん

ではないんです。それはもう１中３小、議会で決めただなんてそれは町民に申し訳ないですよ。
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それは議員として私も一応、地方自治法の基本ぐらいはわきまえています。これが議会で決まっ

ただなんてとんでもない。議会では決まってありません。ただ１中３小という無記名投票の結

果が多かったことは事実です。こうした問題がやはり今言う久那土の反対署名にも出ていた。

だからそれもやはり久那土小学校、西島小学校の統合とも結びついている。そして中学校問題

も絡んでいる。この後期計画については今、町長から答弁をいただいたんですが、もちろんそ

の行政側の考えもあるでしょう。しかし毎回申し上げるように行政は町民のため、町民あって

の行政です。ぜひこういった点を深くご理解していただく、これが一番私が訴えるところであ

るけども、教育長さん行政側として考える余地はありますか。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今お話をお聞きしていまして私も教育長という立場でございます。教育の現場を預かってい

る立場といたしましては、今まで説明をしてまいりましたこの後期統合計画が今、最善の策だ

と私は今も、このままいくべきだと思っております。たしかにいろんなご意見も拝聴いたしま

すし、また今後の手続き等もあるわけでございますけども、それはそのときにまたいろんな情

勢を踏まえながら考えていくことにしますが、今現在言えることはこの統合計画はこのまま進

行していきたいという決意を述べるのみでございます。 
〇議長（福與三郎君） 

 川口福三君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 何回申し上げても方向性も変わらない、これから先々どうなるかは非常に心配されるところ

でありますが、この見解の中を見ますと、今まで以上に教育環境をよくするとかいう条件とい

うか書きものはありますが、今までの教育環境が整っていないということは町民は誰も言って

いないんですよ。ただ統合に対して、あまりにもこの計画自体が拙速であり、特に中学校問題

においては非常に理解しかねないというような状況で、それぞれの地域でもって紛糾している

からこそ、こうした署名活動が出てきたと。だからこの署名活動が今後どんな形でもって展開

されるかは知りませんが、とにかく私としては一応、町民から耳にしたことをこの一般質問の

中で加えながら、質問は終わりたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 以上で川口福三君の一般質問は終結いたします。 
 次は通告の５番、松浦隆君です。 
 松浦隆君、登壇してください。 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 私も先ほど来、同僚議員が２人一般質問した中で同じような形の中の小学校統廃合問題、そ

れと合わせて本町の将来像について通告に従いまして質問させていただきます。 
 統合計画、先ほど町長が同僚議員と話をされていましたけども１９年５月に身延町立小中学

校適正配置審議会、これに諮問をされてその諮問されたことに始まって、その後答申がなされ

たと。その答申にしたがって前期統合計画として豊岡小学校、身延小学校、そして下山中学校

と身延中学校、また静川小学校と西嶋小学校が前期計画として統合されたわけでございます。 
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 その間、２３年９月に先ほど町長も話をしましたように議会から意見書が出されました。意

見書は基本的に答申が出された１中２小では、この広い町内ではちょっと厳しいんではないか、

そういう議会の意見を反映した中で皆さんで意見をもんだところでございます。 
 その結果が全員協議会で無記名で投票されたわけですけども、１中３小そういう結論になり

ました。それを受けて議会運営委員会で、その全員協議会の結果を意見書として教育委員会に

出す。その中で私の名前、そして当時の総務産業建設常任副委員長の名前、それと同時に教育

厚生常任委員長の名前で出させていただいています。私の場合、議会運営委員会の副委員長と

いう立場で全協で決まったことを議運から出さなければいけないという、そういう自分の立場

の義務の中で出させていただきました。なぜ議会運営委員長の名前がなかったか、そのときに

委員長が退席されたという事情もございましたけども、しかしながらそれは町長が言うように

私は厳粛に、私自身も名前を出していますから受け止めなければいけない、そう考えています。 
 またそれと同時に２３年１２月にその答申を、意見書を出されたことを受けて教育委員会が

アンケート調査を行いました。そのアンケート調査、その結果を踏まえて本年４月１５日に身

延町立小中学校後期統合計画、町民に通知されました。５月７日からは町内各所、２２カ所に

おいて説明会が開催されたわけでございます。そして７月３０日、その説明会の要望に関する

教育委員会の見解が示されました。この一連の流れ、私もどうしても納得がいかない部分がご

ざいますので、あえて今回質問させていただいております。ぜひご理解をいただいてご答弁を

お願いしたいと思います。 
 前期計画におきまして本町の小中学校統廃合計画、３段階で進めるとございます。しかしな

がら今回、教育委員会から示されたのは中期計画、先ほど話をしましたように中富の静川です

ね、それが最後でしたけども、その段階では前期計画でございました。それがいつの間にか中

期計画がどこかへ行ってしまいまして、今回出てきたのは後期計画なんですよ。なおかつ中学

校平成２８年４月、小学校平成３０年４月を目途に統合するとされています。これは前期計画

が出たときの後期計画、最後の中期が終わって後期になってそのときの時期なんですよ。これ

を２２回の説明会において保護者、また地域住民からおかしいんではないかといういろいろな

意見も出されました。それを受けて６月２８日の大河内の分館での最終説明会、これから本当

に１カ月ですよ。１カ月の間に私は先ほど同僚議員も言っていましたけども見解が１カ月の間

で、あれだけ膨大な皆さんの意見ですよ。それが４ページにまとめられて出されたわけですね。

この１カ月間、わずか１カ月間の間にそれだけのものがまとめられるのかどうか。私としては

本当に真剣に住民の声、またＰＴＡの声が反映されたのか。それを真剣に教育委員会が受け止

めて検証されたのか。そういうことはなかったんではないか。そういう疑問視をされるぐらい

非常に短い間の見解の発表でございました。 
 ２２回で８９４名が説明会に参加されたわけですけども、後期計画が本町の最終的な学校統

合計画と謳われています。中期計画がないわけですけども、早急にこれは進めようとしている

理由、まずここをお聞かせいただきたい。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 前期統合計画に関する流れを今もう一度改めて復唱をしていただいたわけですけれども、後

期計画を早急に推進する理由はというそういうご質問だと思いますが、教育委員会では特段早
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急だというふうには考えておりません。 
 午前中の芦澤議員のご質問、合併後わずか１０年で学校統合をうんぬんするというご意見も

出されたわけですが、それに対する答弁のとおり、今までの経緯で蓄積された関係各位の協議

内容を踏まえて取り組んでいるところでございます。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 今、教育委員長から早急とは考えていない、粛々と前期計画から始まっている中で進めてい

るということですよね。そういうふうに理解していいですね。粛々と進めているというならば

中期計画はどこにいってしまったんですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 平成２０年の８月に身延町立小中学校適正配置審議会から教育委員会になされた答申には小

中学校とも３段階方式を経て１０年後に１中２小とするということが書かれておりました。こ

れを受けて教育委員会は特に複式学級が常態となった豊岡小学校、静川小学校を統合すべきと

して平成２１年２月に身延町立小中学校統合計画前期計画を策定したところです。ここまでは

答申の第１段階を忠実に実行してきたわけです。 
 前期計画の早い時期には答申を念頭に答申の第２段階を中期計画、第３段階を後期計画と述

べたことはあるかもしれません。しかし前期計画の後半では教育委員会は首尾一貫して、これ

に続く計画は未定で、その後は中期計画を経ていくか、あるいは後期計画だけとするかは分か

らないと説明してまいりました。そのような文脈で中期計画という言葉を使ってきました。 
 なお、後期統合計画が中期計画を中に包み、答申に端を発した学校統合計画の最終計画とし

たのは議員各位および保護者住民の方々の早急に学校統合の最終的な形を示すべきとの意見を

傾聴する中で、これらを最もなご意見としたことも理由の１つになります。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 前期計画で文書に全部出ているんですよね。前期、中期、後期と。それをもとにして前期計

画を進められたわけですよ。そのときやはり私たちも、それから旧下部も中富、静川、中富地

区でいろいろやっている豊岡も身延とやっているときに、今どんな状況かといって旧下部でも

経過報告、それから旧久那土でもＰＴＡを対象にして経過報告会を開いているんですよ。その

中に出したものもすべて前期計画、中期計画、後期計画が出ているんですよ。そうするとその

前期、中期、後期で学校を統廃合なさった静川、中富の方々はそれにのってやったわけですか

ら中期がなくなった、今、教育委員長が話をされました途中から後期計画、中期計画とあるけ

ども、今後どういうふうに進むかなんていうのは分からない状態でこれから進ませていただき

ますということを今おっしゃいましたけども、私は最後まで前期計画、中期計画、後期計画と

いう話で聞いていましたよ。ということは今、教育委員長さんがおっしゃったことは基本的に
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住民、ＰＴＡに違ったことを印象づけて統廃合をやったということではないんですか。いかが

ですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えします。 
 たしかに、今までの前期計画の説明の中で中期計画という言葉を使ったことがあったのは事

実です。例えば平成２２年１０月２６日の静川地区保護者会の説明会の中で次のようなやりと

りがありました。 
 ある熱心な保護者から「前期計画は答申の第１段階なのか」「では第２段階が後期計画なのか」

「では第３段階というのは」というご質問がありました。これに対する当時の教育長はおおむ

ね次のとおりお答えしました。「答申の第１段階と前期計画は重なっています。しかし第２段階

が後期計画になるかどうか、また第３段階をそのとおりにやるとも決めていません。前期に続

き後期として一回で学校統合を行うかもしれないし、あるいは中期が入るかもしれません」と

いうものです。 
 つまり中期計画は仮定の問題として説明をしております。もし前期計画を実施する過程で一

度でも中期計画なるものがあるような誤解を与えたのであれば、この場を借りてお詫びを申し

上げたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 お詫びをするのはいいんですが、中期計画がどういう感じかなんていう話を今されていまし

たね。そして今の中期計画等の中で今、進めているというのはあくまでもＰＴＡですよね。Ｐ

ＴＡの方との話し合いの中でやっているわけですよ。住民とか私たちはそんな話は１つも聞い

ていませんよ。それで中期計画は何年ごろという、年は出ていませんけども、最初あった学校

を２中にして小学校を何小にして、ちゃんと図も出ているんですよ。それで２小の場合は、も

うすでに中期計画をした場合には身延と下山が統合して前期計画、２中の場合はどこだったか、

僕ちょっと資料を持っていないのであれなんですけども、２つ中学校が残る、そういうふうに

なっているんですよ。だからそれを私たちに説明しないでＰＴＡとの話し合いの中でそういう

ふうになったから、中期計画は段階的に進んできましたというのがＰＴＡの統廃合を了解する

ための、ＰＴＡの方々との交渉の中で使っただけであって、私たちには何も連絡していないで

しょう。住民の方、ましてそうですよ。これは久那土、下部の方々は説明会で前期、中期、後

期と受けているのにもかかわらず、そんな説明は何も聞いていないですよ。それが今回、後期

計画を出されたわけですから、先ほど来、同僚議員がいろいろ言っている、なかなか地元の方々

が理解してもらえないというのは、僕はそこにもあると思うんですよ。 
 今ここで謝っていただく、それはそれで結構です。謝っていただくのも結構なんですが、謝っ

ていただいても後期計画でいろいろ話が進んで説明会も開いてやっているわけですよ。それで

その当時、中期計画でこうやってやりましたよと今言われて、では久那土も西嶋も下部の方々

も「そうですか、謝っていただきまして了解いたしました」なんてことはきっとないと思いま

すよ。また私自身も今、びっくりしましたからね。そのことはいいです。何しろそういうふう
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にして私たちは中期計画がどこへいってしまったのかというのが非常に不思議だし、中期計画

は２中なんですよ。 
 先ほど話が出ましたけども２３年の９月に意見書を出したときも中期計画は生きていたんで

すよ。ところが今ここにきて後期計画なんですよ。私も名前で出しましたけども、あれも意見

書は基本的に中期計画が生きているときなんです。それはそういう状況も教育委員会にはご認

識いただきたい。謝る前にご認識いただいてご確認いただいて対応を考えていただきたい。 
 続きまして今の話にもありましたけども、なぜこんなに早く急ぐんだと。そういうふうに皆

さん思っているんですよ。その思っていること自体が中期計画がなくなって後期計画にそのま

まストレートにいっているからなんですよ。２中計画はどこへいってしまったんだということ

なんですよ。そのことにやはりＰＴＡの方、私もそうですがＰＴＡの方、地元の方々、３段階

を知っていらっしゃる方々はそこで疑問を持っているんですね。また前期計画の合意に伴って

何か約束を交わしたんではないか。今まで統廃合をなされた学校と教育委員会がそういう何か

約束があったんではないかと。そういう話も実はあるんですよね。それは私も分かりません。

それを分かっている方は本当に少人数なんでしょう。だけどもそういう噂も出ているんですよ。

そこでちょっと教育委員長に聞きますが、統合前期計画の同意についてということで、静川小

学校と西島小学校のそのことは教育委員長ご存じですか。表題は静川小学校と西島小学校の統

合計画同意について。教育委員長。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 同意が出されたことは承知しております。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 いましたね。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 いました。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 では教育長もご存じですね。去年の暮れから教育長をなさっているわけですけども、ご存じ

ですね。この中にどう考えてもおかしいのは、あるかないか私は推測だけの話、だけど文書を

読ませていただきます。 
 前期計画の同意についてと、ここでも謳っていますね。それで今、教育委員長さんがおっ

しゃった統廃合を進める中でＰＴＡと中期計画に移行しているというふうにさっき話しました

ね。答弁しましたね。しかしながらこの同意書の中に、２３年の１月２１日です、前期計画の

同意についてとなっているんです。その中で旧中富町に１校、小学校が残ることを最重要課題

として前々から要望していた。ぜひともそのことを実現することを切に要望し、それを条件と

して統合に合意しますということなんですよ。だから、まず１点はこういう文書があるという

ことは、そういう部分で何かあるんではないかということで疑われる１つの点です。それと同

時にさっき教育委員長さんがお話しになられた、この時点で中期計画に移行しているといって

も、静川小学校、西島小学校の方々はこれは静川小学校の方々ですから、静川小学校の方々は

中期計画ということは認識していないんですよ。そういうことですね。前期計画になっている

んですから。ただ、そこを私がどうしてもおかしいことだと思うんですが、そのへん教育委員
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長どうですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 非常にややこしい質問になってきたんですけども、文書の中に謳われているという事実は私

も読んで十分に理解をしております。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 そうすると今、文書を読んで理解しているのに今の答弁、中期計画に移行しながら進んでい

たというのはどこへいってしまうんですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 先ほども申し上げましたけども、これに対する当時の教育長の答えはおおむね次のとおりで

すということで答申の第１段階と前期計画は重なっています。しかし第２段階は後期計画にな

るのかどうか。また第３段階をそのとおりにやるとも決めていません。前期に続き後期として

いっぺんで学校統合を行うかもしれないし、あるいは中期計画が入るかもしれませんと。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 だから今のその話でいくと、この段階では中期計画に出るかどうかというのが分からないと

いうことはそういう話もありましたけども、結局このときはもう前期計画で中期計画というの

は皆さん、中期計画が必ず来るというふうに考えてやっていたということですね。それはもう

分かりますよね。教育委員長、分かりますよね。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 これは事務的なことなのでお答えしたいと思いますけども、前期計画を進める過程において

はとにかく前期計画を達成することだけを念頭において教育委員会は頑張ってまいりました。

その段階において後期計画、中期計画なるものの事情が変わってまいりました。というのは答

申にあったのは当初１中２小ということで、その１中２小を念頭において前期計画も進めてい

たわけなんですが、その過程において１中３小というアイデアが出てきたわけです。その過程

において議会、あるいは住民の皆さま方に、では最終的にどういうふうに本町の学校の形態は

なるんだと。それを早く示せということを何度も何度も言われてまいりました。したがって、

この後期統合計画は答申に端を発する統合計画の最終的な形ということでお示ししたわけなん

ですが、１中３小にするのには段階を踏まざるを得ないということで、平成３０年度には最終

的な形が出るわけですが、段階を踏み２８年度の４月１日に中学校を１中、翌年の平成２９年
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４月１日に５小学校を対象に統合する。それからさらに平成３０年度には２小学校を対象に統

合を進めるということで、当初の答申とは違ってまいりましたけども、この後期統合計画の中

には段階を経ることで中期計画のようなものを内包しています。先ほど教育委員長がそのよう

にご説明申し上げました。この後期統合計画の中に中期計画がある意味入っているというふう

にご理解いただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 そうするとその教育委員会の言い分は分かります。そうすると後期計画の中に中期計画の一

部も入っていると。そういうことですね。そういうものはちゃんと、やっぱり僕は公表するべ

きだと思います。皆さんご存じないんですから。これと同時に、時間があまりないので次の質

問に移りますけども、やはり先ほど来、言っていますけども、説明不足なんですよ。同僚議員

も言っていましたけども。そこが今回のこの問題には非常に理解されない。そういう部分があ

るのかなと私は思っています。先ほど今、学校教育課長が話しましたけども、答申に基づいた

年度の話をしていますね。だから今の答弁を聞きますと結局、年度に向けて３０年、３１年に

答申で統廃合を完了するという答申があるから、それに向かって進んでいる。だから途中、例

えば静川と西嶋が１年遅れた。その分も取り戻さなければいけないから後期が一部中期になっ

たというのは、僕はそういう取り方をしている。最後は３０年、３１年には終了しなければい

けない、答申に沿ってしなければいけないというようなそういう話に聞こえるんですよ。それ

は私だけではなくて、おそらくＰＴＡの方々も地域の方々もそういうふうに感じていると思う

んですよ。私は、だから中期計画が今一緒に進んでいるんであれば、後期計画の中に中期計画

も入っているんであれば、先ほど来いろんな意見が出ています。同僚議員も言っています。そ

れから同時に２２回の説明会の中で、特に北部地域の方々、１中ではちょっとおかしいんでは

ないか、不公平感があるんではないかと。教育長は不公平とは私は思わない。そう言うんです

けれども、そういうふうに思う方が非常に多いはずなんです。そういう２中の中期計画、その

ことも私は考えるべきだと思うんですよ。考えてみて、またＰＴＡとかそういう中で話をして

みて、その中で中期と後期を一緒にするんであれば、その段階を後期計画の中で中期も含めて

やっていくんであればその段階でいけばいいですか。それがなぜ後期計画で、なんか質問され

れば中に中期計画が入っていますよと。だけど言っていること、中期計画の話なんか何も出て

こないではないですか。だからそういうことを私はやるべきではないのかなと思うんですよ。

この少子化が本当に顕著になって統合せざるを得ない。このことを私もおそらく今、後期計画

反対、言っている方々も理解しているんですよ、十分。私も理解しています。しかしながら教

育委員会、皆さんの話を聞けば、教育委員会の統合の進め方、これに疑問を持っているんです。

それはなぜかと言ったらさっき言ったように中期計画はなんか、いつの間にかどこかへいって

しまって後期計画。しかし今、話を聞けば後期計画の中に中期計画も入っている。では中期計

画の２中はどこにいってしまったんだと。それはもう幕を引く時間が決まっているからそうせ

ざるを得ないんだみたいな、そういう形だとおかしいんですよ。 
 適正配置と称して旧下部に学校が１校も残らない。これを不公平ではないと教育長がおっ

しゃいましたけども、これが不公平ではないといったら何が不公平なんですか。これは逆に考

えてみてください。もし久那土小学校がなくなったら下部小学校もなくなりますよね。久那土

 １１２



中学校もなくなると当時に下部中学校もなります。旧下部から全部なくなるんです。その代わ

り集められるのは、今の教育委員会の予定していることを考えれば身延に小学校、中学校１つ

ずつ。それで下山に小学校を１つ。例えば学校の小中を混ぜて小学校でいえば地域に３つの学

校、地域に０の学校、今の計画でいけば中富に小学校が１つ、３つの地域で対等合併して１０年

も経たない、その最終計画でいけば１０何年経っていますけども、その中で１つは３つ、１つ

は１、１つは０、教育長それが不公平ではないんですか。子ども３人並べておまんじゅうを２つ、

３つ、あなたにはあげませんみたいな、そういうふうに私は思うと思うんですよ、一般の方が。

それは教育環境とかいろいろおっしゃりたいんだと思う。そういうことですよね、教育長。お

答えしたいのは。教育環境の問題、適正規模の問題だと思うんです。だから適正規模を言うん

であれば、それが不公平でないというであれば、私はさっきから言っているように中期計画が

一緒に入っているんであれば、その中期計画も後期計画と一緒で構いませんから、その中期計

画、後期計画（中期計画）を今、地元の方々、またあれだけいろいろ意見を言ってくれた方々

とやってみればいいではないですか。それで後期計画なんですから。（中期計画）だから。それ

をやりもしないで教育環境、そういう理由だけで中学校を身延にもっていこうと教育委員会は

本当に子どもたちのためだと思っているかもしれませんが、子どもたちもやはり足の問題、

３０分我慢してもらうとかさっき言っていましたけども、そういうことも含めて負担がかかる

んですよ。 
 私は１つ、私も２２回の中、１８回、記録に残っていると思いますけども、１８回参加させ

てもらいました。私は本当にメモを書くことに精いっぱいやっていました。すべての方の意見、

全部メモっていました。おそらく教育委員会、４回出られなかったから教育委員会とはちょっ

と私のほうが薄いのかもしれませんけども、それを全部調べてチェックしてみました。そした

ら本当に北部の方々は身延に行くことに対して遠すぎる、また不公平感、それを持っているん

ですよ。だからそれも私なりにいろいろ考えてやってみました。皆さん後期計画に反対してい

るんですよ。そこを理解してあげてください。統廃合が反対ではない。今、出している後期計

画に反対なんです。そこをぜひ理解していただきたいんですが、それで私もいろいろ考えまし

た。ちょっとお話させていただきたいんですが生徒児童数、これは計算すると中期計画にある

２中学校で想定した場合、平成３６年ごろまで各学年、約３０名から４０名弱、これは確保で

きるんですよ。それで推移するんですよね。逆に言うと身延中学校のほうが人数が少なくなっ

てしまうんですね。これはおそらく調べて分かっていると思います。 
 そういうことを踏まえた中で、１番として児童生徒の安全と教育環境、これが確保できる校

舎、それから施設、その選考の基準、これを私は公表すべきだと。それからおよび周辺の道路、

また周りの地形、危険地帯、そういうものを把握して、またそれも公表するべき。 
 ２つ目としてスクールバスでの通学。これは生徒への負担が大きすぎると思います。今の身

延１中では。時間的にも無理があると思うんです。そこでやはり先ほどから言っているように

皆さんの意見も踏まえた中で後期計画（中期計画）の中で柔軟な対応を私はするべきだと思う

んです。 
 もう１つ、１００％ないとは言えない、新聞にも出ましたけども中高一貫校、それから先ほ

ど同僚議員が言いましたように峡南高校、峡南地域の高校の統廃合がありますね。それも今後

出てくる可能性があるんですよ。そういうものを後期計画（中期計画）で進めて、もうちょっ

と段階的な時間をかけていけば、変な話そういう問題が出てきてもそういう状況を町が把握し
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確認し、そしてその後の対応が私は逆にできると思うんですよ。やはり今の教育環境も大事で

すけども、将来的にこれから１０年２０年の先の教育環境も考えた場合には、やはりそういう

ことは、私は教育委員会の大きな使命だと思うんですよ。それと同時にそれが例えばいろいろ

な形になって、将来どうしても１中にしなければいけない。もしくは１小にしなければいけな

い。そういうふうになったら私は町内の真ん中、どことは言いませんけども、そういう真ん中、

みんなで痛みを分かち合えるような、そういう場所というものを私は選定するべきだと思いま

すし、その際の例えば新しく学校を造るかどうか分かりませんけども、その新しい学校を造る

にしても無駄づかいはないと思いますよ。そういう形になってくればもう先が見えてきて、学

校の生徒の規模が分かってくるわけですから、そうすれば学校規模もそれなりに把握できて、

無駄のない建設なりなんなりのものができるでしょう。それからさっきも言いましたように、

やはり旧町単位での学校が３つある。１つ、ゼロ、こういうものはちょっとなんらかの形で話

をして、そういう不公平感、教育長は不公平ではないと言うけれども、私は不公平とあえて言

わせてもらいますけどもそういうことをやっぱり解消する。 
 もう１つ大事なことが、やはり北部の方と南部の方、３つの学校が来ることを計画されてい

ることに反対する理由がないですよ。だから説明会を開いても温度差があるんですよ。その温

度差を含めて、逆にそこは教育委員会が勘案して、その見解に私は生かすべきではないかなと

思います。 
 本当に時間がなくなりました。私はなぜこんなことを、本当にこんな話をしていますけども、

私の住んでいる古関、旧町時代の平成１３年に小学校、１４年に中学校が統合されました。そ

のときも非常に教育委員会が強引でした。通常、上から、中学校から統合して下をいくんです

が古関の場合は小学校を統合されました。その前に保育園もされました。最後に中学校がどう

しようもなくて統合しました。これが強引ではなくてなんと言うか。その中の、私は中学校の

一番最後のＰＴＡの会長ですよ。教育委員会の強引なその統合の進め方で地元の方々、また父

兄の中で意見の相違が起きて修復が不可能な状況、これに陥りました。その影響は今、中学校

の統廃合が終わって廃校になってから１１年経ちましたけども、今でも地域の中でそのことが

発端で今まで仲間同士だったのが背中合わせになっているんですよ。そのことがありましたか

ら以前の教育長にも「教育長、統廃合を進めるときにそういうことが古関であったから、そう

いうことだけはぜひ避けてくれ」というような話をしましたけども、以前の教育長がどういう

ふうに考えていたか分からないですけども、そんな状況なんですよ。ですから今回もやはり審

議会の答申にも書かれているように地域のつながりなどの関係から種々検討を行い地域住民の

理解と協力を得て行うことに留意すべきであると書いていますね。おそらく教育委員長も見て

いると思います。これを目指すために３段階という答申があったわけですから。今その答申の

中で、（中期計画）ですけども後期計画にいっているんであれば、これをやはり時期も守るんで

あれば、こういうものもまず守っていただきたい。それで地域の方々によく話し合いをして理

解を求め、これから同意に向けて話し合いをすると言っていますけども、その中でもやはりちゃ

んと誠意を持って地域の、またＰＴＡの方々の意見を聞いて皆さんがどう思っているか、その

ことを理解した中で始める。そうしないと古関の１１年経っても背中合わせの二の舞、そうい

うことが出てくる可能性があります。ぜひご理解いただきたい。 
 では教育委員長、そのことに対して教育委員長は今後そういう同意を得るための話し合いで

そういう形でいっていただけるかどうか、そのことだけお答えください。 
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〇議長（福與三郎君） 
 渡邉教育委員長。 

〇教育委員長（渡邉勢津子君） 
 過去の古関の統合で大変切ない思いをされたこと、十分に理解できる発言をいただきました。

今後十分そういったことがないように配慮しながら、また話し合いを進めていきたいと思いま

す。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 だから統廃合は反対ではないということですよ。後期計画がおかしいよということですから。

そこを踏まえて。（中期計画）でやってください。 
 それでは１つだけ。説明会の中でおおむね学校間３０分という話がありました。これは皆さ

ん、ちょっと無理なんではないかという話がありました。そのあと説明会が終わって、そのあ

とに見解が出ましたね。あの間、おおむね３０分ということで皆さんからこれは無理なんでは

ないのかという話がありましたけども、それは検証かなんかしましたか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 私が先ほどもお答えしたとおり、今の学校間はおおむね３０分程度で到着できるようなス

クールバスの運行計画をつくるということで、ご説明をしてきたところでございます。中学校

の通学支援は・・・。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 検証したかどうかということです。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 もちろんいたしました。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 検証したんですね。ではその検証した結果というのは、例えばどういう走り方をして、どこ

をどうやって通って、どういうふうな時間帯にどうしたかというのは、それは文書を出せます

ね。検証したんですから出せるではないですか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 検証してあるものは文書で出したいと思いますけども、とりあえずこれは保護者に対する説

明会を近々に行うつもりでいますので、その場で明らかにしたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 松浦隆君。 
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〇７番議員（松浦隆君） 
 それを文書にしてちゃんとした数値にして、やっぱりＰＴＡなり地域の方々にそれは示して

もらいたい。そうしなければ、それが良い悪いは別問題としてですよ。ちゃんとそういうとこ

ろから誠意を私は見せてもらいたい。それはＰＴＡの方々も地域の方々もそれを望んでいるは

ずですから。ぜひそういうふうによろしくお願いいたします。私自身も実際に走ってみました、

何回も。到底、学校間で朝また夕方、無理です。例えば乗せるところを何カ所か分けてやりま

した。一番早いときは４０分でした。どう考えても。それは久那土、古関、西嶋、やってみま

した。だからそれで学校教育課長が走ってみて検証して数字が出るというのは、私楽しみにし

ていますのでぜひお願いいたしたいと思います。 
 それでは次の、もう本当になんかどこを質問しているか自分でも分からなくなりましたけど

も、申し訳ありません。教育委員会の見解の中で、先ほども話がありましたけども保護者の同

意を得て統合を進めるとあります。計画変更に対して、先ほど同僚議員も聞きましたけども骨

格となる統合校同士の組み合わせや統合時期などの変更について再検討する時期にありません

ね。保護者会が不同意とした場合、現時点で言えることは不同意の理由を考慮しつつも同意い

ただける努力し、あるいはこれを調整しとありますけども、これは私もこの文書を見て今後不

同意、もしくはＰＴＡの方々と話し合いを進める中で、今はないけれども今後、状況に応じて

は変更の考えもあり得るというふうにとったんですがどうなんでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 そのことについても各会場で質問がありました。同じ答えになるんですけども同意を得られ

ない場合はどうなるかと。計画は変更になるのかということだと思うんですが、たしかに同意

をいただきたい。けれども全部から同意をいただけないということがあるかもしれません。こ

れは先ほどから質問の中にもありますように、地域の皆さまも巻き込んだ形で意向を確認され

ている地域もありますので、同意をいただけないということもあろうかと思います。その場合、

同意をいただけるように当然、私たちとすれば努力をいたしますけれども、その事実は事実と

して教育委員会では最終的な判断、先ほども言いましたけども対応を行わなければならないと

いうことがくるかもしれません。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 教育長、説明会のときと答弁の歯切れが悪いですよ。説明会のときはもっと同意を得られな

ければ考え直す、そういうこともあり得ますというふうにちゃんと言ったではないですか。そ

のへんは僕はちゃんとメモってありますのであとでお見せします。やっぱりそんな、少しずつ

時間が経ったからといってそういうふうに変わるような形は違うと思いますし、またぜひその

へんは今後も説明会のときのような、歯切れのよい形で考えていただきたいと思います。 
 それでは８月２０日に、さっき同僚議員からも話が出ました古関地区住民と久那土地区住民

が後期統合計画に反対という署名が町長と教育長宛てに出されました。私も署名させていただ

いたんですが、これは本当にさっきから言っているように住民が疑問を抱いて統合計画に多く
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の住民が疑問を抱いて理解できない部分が多いから教育委員会の進め方に不満を持っているわ

けですよ。それを１，３３４名の方々がこれは不満があるぞということを私は意思表示するた

めの署名だったと理解しているんですけどもね、そのことは教育委員長、重く受け止めていた

だけますよね。教育委員長、どうぞ。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 もちろん、たくさんの皆さん方から署名をいただいたものは重く受け止めていきたいと思い

ます。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 ぜひ重く受け止めていただきたいと思いますし、またそのことを受け止めた中で、ただ受け

止めるだけではなくて一緒になって考えていただきたい。 
 次に移ります。 
 今回、先ほど同僚議員も話をしましたけども、私も実はびっくりしたんですが今回の統廃合

計画で学校がなくなるんであれば子育てができない、町外に出る意思を固めた若い方が実は私

の知っている限りで２人、３人いました。それから今、結婚して地域に住んでいる方が地元に

住んで、これから奥さんのお腹に子どもがいて、ではそこで親と一緒に暮らそうかという話に

なっていたんですが、それももう学校がなくなるでは今のうちに外へ出たほうがいいかなと若

い人たちが聞くと親もそのほうがいいかもしれないなとそういう話がありました。またこの身

延町が好きでこの身延町の環境、それからそこに住んでいる人たち、その人たちの交流がこれ

は素晴らしいと。それで永住を決めた方がいらっしゃいました。子育て世代です。その方が統

合問題が浮上して、その前に実はハンコを押せばその土地を買えるところまできていたんです。

その土地を買って、そこを更地にして家を建てて住もう、そういう方が契約直前でこの統合問

題が出てきて本当に躊躇したらしいんですが、今ハンコを押さないで元に戻して、これからど

うしようかと考えている世代もいらっしゃいます。また県営住宅、町営住宅がございますけど

も、そこに在住する子育て世代が今後、町外へどこか別のところ、学校の近くへ行こう、そう

いうことで住宅探しを始めている方々、それも僕、何人も存じ上げています。また先ほど同僚

議員からもありましたけども、移住者の方が町外へまた別のところへ行こうかと、そう考えて

いる動きも現実に今、出ています。 
 私はこの統廃合問題で過疎化がさらに、そういう状況をいろいろ耳にすることによって、非

常に懸念しているんですよ。少子化が進み、学校がなくなる、子育てができなくなる。これは

本当に全国どこでも困っているんですよ。子育てができないから町外へ引っ越す。さらに少子

化が加速する。これは全国そうなんですが、今この統廃合問題が出てきたことによって私は身

延町がそういう負の連鎖に陥るんではないかと非常に心配しているんです。私は子どもたちは

将来の町の宝だと思っています。子育てができない環境の町に未来は本当にないんではないか

と思っていますが、そういうことも含めて町長にお伺いしたいと思います。統廃合で過疎化が

さらに進む懸念の考え、そちらのほうお答えいただきたいと思います。 
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〇議長（福與三郎君） 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 この問題につきましては、過去の定例会の中でも同僚議員から質問が出されました。そのと

きと考えは一緒でございますので、そうは言ってもせっかくですから申し上げます。 
 実は私は中富の時代に曙小学校の統合をいたしました。このときに町長がなぜそれに参画し

たかというのは、実は私は参画してはいけなかったんですけども、統廃合をするに曙小学校み

たいな小規模校の経費のかかる学校があるならば３町の合併はしてくれませんよという意見を

出されました。それでは困ると。したがって、私がそれに乗り出したことは事実です。そのと

き、私は曙の保護者の家を１軒ずつ全部まわりました。その中の話も先ほど松浦議員は学校が

なくなるから私どもは出て行くと言われましたけども、そのときの話も過去に申したと思いま

すけれども、私が歩いている中ではそれはよかったと。曙小学校がなくなって、そしてスクー

ルバスではないんですが、子どもが少ないところはタクシーで送ったりしました。そういうこ

とになりましたので、それだったら私はここで生活をしますと、こういう世帯もあったことは

事実です。これは私が本当に歩きましたから嘘も隠しもありません。もし小学校をこのまま存

続するであれば、私の家内は南部町ですから南部へ行って睦合小学校へ入れますと。こんな少

ない小学校で教育の、その人は教育の環境とは言いませんでしたけども、子どもに教育を受け

させるということは、先生の問題ではありません、同級生の問題等々で大変ですから私は出る

つもりでした。ぜひ合併をしてくださいとこういう意見もあったことも事実でございまして、

もう少し言わせてもらいますと、本当に曙小学校を存続していったことは大変でした。なぜな

らば曙小学校の行事と言えば、夫婦が必ず出て年間に２０日も夫婦で出て行くというときに、

月給でない人なんかも非常に大変でして、とてもここには住めませんというような逆の意見も

あったことも事実でございます。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 簡潔にお願いします。 
〇町長（望月仁司君） 

 したがいまして、私は少なくともそこに住むということは生活環境がよくなることは当然で

ございます。そのために私どもも種々の仕事をしているわけでございます。しかし生活環境だ

けでそこに住めるではなくて教育環境もよくならなければ困る。ただ近いと遠いだけで議論す

る問題ではない。こういうように考えているところでもございます。 
 例えば遠くへ行ってもスクールバスで通うならば、これは教育環境は私は良くなっている。

良くなるためにまた統合を進めているわけでございますし、答申もそういう意味でいただいて

いるわけですからそう考えたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 今のその時と場合によると思うんですね。先ほど来、僕がいろんな方々が町の外へ出る可能

性があるよという、先ほど同僚議員も言っていましたけども、それはだから今、町長がおっ

しゃったのは先ほど来、教育委員会で言っている過小学級ですよね。その場合はたしかにそう

なると思うんですよ。そういうふうにしてぜひ統合してくれと。このままだったら、この小さ
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い学校で子どもも少ないところで、子どもを育てるわけにはいかないから、ぜひ大きい学校に

行ってくれとそういうこともあるんですね。それも分かります。だけど私はそれと今の統廃合

後期計画の問題、やはり大きい学校同士がある程度のところで、特に中学校の場合、大きい学

校を１つにするか、また中期計画の中で同規模の２つをつくるかということは別問題だと思う

んですよね。その中でぜひ考えていただきたいと思います。 
 昨年、町長の選挙で鎮守の森構想を提唱されました。これはいいことだなと思うんですが町

長の山梨・静岡両県ベッドタウン化していこうという、そういう考えだと思います。これは当

然、子育て世代以上をターゲットにした構想と思います。それには教育環境の問題が当然浮上

してきます。同時に学校数とか家庭と学校の距離、今、町長は関係ないと言いましたけども、

それは関係してくるはずなんですよ。町の将来にこれは有効な手立てであろうというふうに私

は鎮守の森構想を思っているんですが、また同時に成功していただきたいと思っているんです

が、その統合問題で逆にこの鎮守の森構想が大きく左右される、これは可能性がある構想だと

思っているんです。町長が同僚議員の質問に町行政と教育行政は別ものだというお考えの答弁

を以前されています。そのことは私も基本は十分理解しています。しかしながらこの統合問題

に端を発して人口減少が顕著になってくれば、別ものというふうに行政は別かもしれませんけ

ども、まちづくりの観点からいったら別ものというふうには私は取られないんではないかなと

考えています。どうぞ鎮守の森構想も成功してもらうようにやっていただきたいんですが、町

長の権限、指示するということはそれは町長の立場ではできません。しかしながら町長の、そ

ういう鎮守の森構想も教育委員会と調整しながらやることは私はできると思うんですが、そう

いうところもぜひ理解して、そういう形で町長やっていただけるかどうか、そのへんをやれる

はずなんですが町長そういうお考えがあるかどうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 なんか私が言っている鎮守の森構想を統合問題とくっつけて解釈されていまして、私はそん

なつもりでやっているわけでもなんでもございません。なぜならば今、仮に先ほど来３０分が

少ないとか、それでは無理だよと。４５分から５０分かかるよと言っております。私は小学校

へ朝４５分、帰りは１時間３０分、中学校へは１時間２５分、帰りは１時間５０分の道を通い

ました。だから勉強もできなかったかもしれませんけども、今の子どもたちは車へ乗って通う

んです。私は少なくても今一生懸命考えていることが教育環境を悪くするために考えているん

ではない。ただ、議員さんは距離の問題を非常に言われておりますけれども、そういう問題で

は私はないとこういうように考えておりますから、当然わざわざ悪くするつもりはありません。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 質問にお答えいただきたい。 
〇議長（福與三郎君） 

 松浦隆君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 時間がありませんので、今回の一般質問、もう最後になりますけども、私は今期の、任期最

後の議会で最後の一般質問、私はここに戻ってこられるかどうか分かりません。その中で本当

に私の気持ちを１つだけ伝えたいと思います。 

 １１９



 前回、私は徳島県の神山町の移住者の受け入れの問題を話しました。あのことに対して町長

はどういうふうに考えているのか分からないんですが、あの町が成功している移住者で中学校

を、それから小学校をなくなさないでそのまま存続できる。それは何かといったら一番の原因

はビジョンなんです、町の。この身延町には正直言って総合計画はあってもビジョンはないと

思っています。そのビジョンがないことで教育委員会も、学校統廃合問題も本当に将来に安定

した配置場所、それから将来を決めるいろんなことが私はできないような気がしているんです。

庁舎も今、先ほど話がありましたけども仮の庁舎です。人口が著しく減少しているのもやはり

そのあたりに原因があるのではないかというふうに思っています。このことは若い子育て世代

は非常に敏感に感じています。今からでもぜひ２０年後３０年後を考えたビジョンをつくって

いただきたい。それで町長には未来の身延町の将来をつくっていただきたい。政治は人のため

に汗を流す、そういうふうに言われています。ぜひ町長も町のビジョンをつくっていただいて

町のために汗を流していただきたいと考え、またお願いをしまして私の最後の一般質問にさせ

ていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（福與三郎君） 

 以上で松浦隆君の一般質問を終結いたします。 
 議事の途中ではありますが、ここで暫時休憩をいたします。 
 再開は午後３時５分です。 

休憩  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時０５分 
〇議長（福與三郎君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 
 次の通告は６番、渡辺文子君です。 
 渡辺文子君、登壇してください。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 私は３点について質問をしたいと思います。 
 まず１点目、身延町立小中学校後期統合計画について。 
 この問題は私を含めて４人目ということで、同僚議員からいろんな視点から質問がありまし

た。これだけ多くの議員がこの問題について質問したということは、議員というのは地域の皆

さんの思いや願い、不安や疑問、怒りを持ってきていると思うんですね。それがいかに強いか

という私は証明だと思うんです。まずこのことについて今回４人ということでいろんな疑問と

か問題が出ましたけども、このことについてまず教育委員長、それから町長の見解を伺いたい

と思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 いろんな受け止め方があるなということを痛感しております。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 町長いかがですか。 

〇議長（福與三郎君） 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 教育委員長がおっしゃるとおり、私もたくさんの意見があるなということは事実感じました。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 やっぱり今、町民の皆さんの中にこの後期計画に対する疑問や不安や怒りが本当に渦巻いて

いるんではないかなと。やっぱりそういうものを私たちはその皆さんの代弁者ということでこ

こへ持ってきて質問をしています。 
 その中でこの前、２２回にわたって教育委員会の説明会、本当にご苦労なことだったと思う

んですけれども、その説明会でいろんな地域から温度差はありましたけども受け入れられない

という意見が出たにもかかわらず、１カ月後には教育委員会の見解が出ました。反対している

住民の声は何一つ受け止められていないと私は感じました。その教育委員会の見解が出るまで

の話し合いはどういうふうに進められたのか、そのことをお聞きしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 教育委員会の見解については説明会でいただいた意見、ご要望に対し教育委員会はどのよう

に考えるか、全町民の方々に知っていただきたいために作成したものです。説明会であった意

見・要望をとりまとめ集約した結果、教育委員会の見解は大きく３つの項目に分類することに

しました。それは・・・。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 すみません。そうではなくて、どういう話い合いでその見解がたった１カ月で出されたとい

うことです。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 はい、分かりました。 
 見解を３つに分けた理由をご承知おきいただきたかったわけですけれども、見解策定に至る

までの委員会での話し合いについてということですので、そのことについてお答えをしたいと

思います。 
 ５月、６月、２２回の説明会にはほぼすべての教育委員が出席いたしました。その都度ミー

ティングを行いました。説明会に関する委員同士の共通理解が図られていたと思っております。

また５月２３日と６月２０日の定例委員会で見解に関する意見交換を行いました。その上で事

務局が委員の意見等を取捨選択し作成をした案について委員が各自、推敲を重ねた結果を７月

１７日の定例会に持ち寄って慎重に審議をして決定し皆さま方に配布をしたという、そういう

経過がございます。 
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〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 その都度ミーティングをして、説明会にはどういう話し合いが出たということでその都度

やっていて５月２３日、６月２０日ということで結論が出たということで理解をしましたけど

も、住民の皆さんが思っているのは自分たちの意見が、教育委員会が出した見解の中に全然思

いや疑問なんかが、答えが入っていないというふうな思いが出ているんですね。私も実際、い

ろんな思いがあったにもかかわらず、教育委員会はこの見解でというようなことで、なんか住

民の声をなかなか取り入れていないんではないかなという思いがしたんですね。最初に説明会

のときに教育委員長が説明責任を果たさせてもらうということで説明会に入ったんですけども、

ただ教育委員会はこういうふうに考えますということを皆さんに知っていただくということで

開いたのか。その中でも自分たちの意見がどういうふうに反映されるんだという意見もかなり

出ていたと思うんですね。そのことについては、どういうようなお考えでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 お答えいたします。 
 説明責任を果たしたいということはどの会場でも申し上げました。たしかに後期計画につい

てのきちんとした説明が今までの中で行われておりませんでしたので、そのことについてはき

ちんと説明をしたいという思いがありました。 
 それぞれの会場で出された意見については、もちろん全教育委員がほとんど１００％近く出

席しておりましたので、先ほど申し上げましたようにミーティングですとか、それから定例の

委員会、そういった中で意見集約を重ねてきたわけです。再三申し上げておりますけども、今

ここで変更をするという考えはございません。もちろん皆さん方からいただいた意見や、それ

から要望については十分承知して受け止めております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 皆さんの発言とかそういう思いは受け止めるけれども変更するつもりはないということは、

それって受け止めるって言わないんではないかなというふうに私は思うんですね。ただ聞きよ

く、そのために２２回やったのかなと多くの住民の皆さんがそういう理解をされているんでは

ないかなと思うんですね。 
 私も実際あの説明会、何回か行きましてそして少し時間をかけて討議をされて住民の皆さん

のご意見やらいろんな疑問やら入ったもの、見解が何カ月後かに出てくるのかなというふうに

思ったら１カ月ぐらいでぺらっと出てきたんですけども、それにはやっぱり住民の皆さんの思

いが受け止められていなかったんだなと。皆さんと同じように私はそういう思いをしたんです

けども、もとから説明責任ということで説明するということだけで、あくまでも変更はないよ

という頭で皆さんのご意見をただ聞いたというしか私は思わないんですけども、それについて

はいかがでしょうか。 
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〇議長（福與三郎君） 
 渡辺学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 お答えします。 
 見解につきましてはもともと細かいいろんな意見がございまして、それについて代表的なも

のを申し述べれば２０も３０もあるわけですが、それらを要約すると大きく３つに分けられる

ということで見解をまとめました。 
 １件１件こと細かに回答するということではなくて、あくまでも見解ですからこれはものの

考え方、見方、教育委員会はこのように考えるよというものを大きくお示ししました。 
 今後それについては保護者の方々に十分、重ねて説明を行っていくわけでございますけども、

先ほど来、議員さんは教育委員会は何一つ受け止めていないと言っています。質問通告の中に

も反対している住民の声は何一つ受け止めていないというふうに書いていらっしゃいますけど

も、実際に見解をよく読んでいただければそうではないということもあるということをお分か

りいただけると思います。 
 例えば災害時等の通学の不安ということに関して言えば、いろんなご意見をいただきました

のでそういうことについてもまたシミュレーションをしてみる。具体的にはスクールバスの運

転手の防災研修等も考えますというふうに謳ってあります。それから教育環境の充実につきま

しても、とにかく学校統合をする以上は頑張って一生懸命その充実に努めるとしています。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 保護者の方たちだけではなくて、地域の方たちも多く集まっていろんなご意見を出しました

よね。その地域の方たちに対する、なんか説明会を開くというようなことをおっしゃった記憶

が私はあるんですけども、それが間違いなのかどうなのかということと、それからもう見解が

出て、これで推し進めようということと理解してよろしいんでしょうか。２点お願いします。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 先ほど来、教育長も申し上げておりますけども、今のところ最終的に保護者の方々に同意が

得られるか。あるいは不同意となってしまうのか。それがまったく読めません。そのときにど

うするかということを教育委員会でも考えていないわけではありませんけども、今、私たちの

考えていることを明らかにすると来年に向けた同意に関して予断を与えてしまうというふうに

考えておりますので、それらにつきましては地域の住民の方々に対する説明会等につきまして

も今のところ未定でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 申し訳ありません。もう１点についてお答えします。 
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 では見解を出したからこのとおりに進めていくかということでございますが、今の段階では

ご理解をいただきながら進めていきたいというふうに考えています。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 その説明会の中でいろんなご意見がありましたよね。やっぱり学校は子どもの数が減ったか

らといって統廃合をすると地域にとってメリットというのは本当にない。学校を残しておいて

子育て世代の新たな定住者を積極的に探すことが必要だというふうに私は思ったんですね。過

疎化に歯止めをかけて新しいエネルギーに溢れた定住者を迎え入れる努力を今、始めなければ

この町の行く末に希望は生まれてこないと思うんですね。定住者の方たち、本当に能力がある

方たちが来てくれてその地域を活性化してくれる、いろんな提言をしてくれる、そういうもの

を前の一般質問の中でも、ぜひそういう方たちのご意見を聞いて、町の策に生かしてほしいと

いうようなことも私、言ったんですけどもやっぱり学校がないところにはそういう方たちもな

かなか入ってきてくれないと思うんですね。そういう意味では、そういう方たちがだんだん増

えていくということが、今この町には必要で子どもが減ったからって統廃合をしてしまって、

学校を少なくしてしまうとそういう方たちも入ってこられなくなるというふうに、さっきいろ

いろ話をして、そうではないよという意見もありましたけども一般的に私そうだと思うんです

ね。学校がないところには若い人たちは住まないよという住民の皆さんの一般的なご意見って

そうだと思うんですね。だから学校がなくなってしまったら地域が本当に疲弊してしまうとい

うことで、皆さん不安を持っていらっしゃると思うんです。私たち地元の住民には分からない、

この身延町の魅力ですね。そういうものを新しく来てくれた方たちはいっぱい発見して、ここ

が好きで住んでくれるという方たちがいるんですね。私が関わった方は最初ご夫婦で来てくれ

て、そしてご両親が来て、そして次男さんが来てここで結婚をし、長男さん夫婦が今度子ども

を連れてきて、この身延町で生活をしているという方がいらして、やっぱりその方もいろんな

私たち地域の住民には気がつかないようなことを積極的に活動してくれているんですね。そう

いう意味では、そういう新しい方たちを受け入れるためには学校がないと受け入れられない。

それから今この地に住んでいる人たちの子どもや孫たちがいつでも帰って来られる状況をつ

くっておかなければ、この町の値打ちが下がってしまうんではないかなというふうに思うんで

すね。 
 本当は魅力がいっぱいある町で住みたいんだけどもなかなか仕事がなかったり、いろんな問

題で住めない。でも帰ってきたいという方はいらっしゃるという話は聞いているんです。そう

いう方たちを受け入れる状態、いつでも帰って来られるというような状態をつくっておくとい

うことがやっぱりこの町の活性化につながるんではないかなと思うので、そういう意味ではこ

の後期計画、説明会でいろんなご意見を聞く中でこの町の値打ちというか、それを下げてはい

けないんだと。もっともっと活性化する素地はあるんではないかなと。それを私自身が見つけ

て、そういう定住者の方たちや戻ってくる方たちの力を借りながら定住対策をしたりというこ

とで活性化していかなければ、今しなければ、学校をなくしてしまったら私はそういう希望が

ないんではないかなと思っています。 
 それからその値打ちですね。この町の値打ちについて今、子どもたちが帰って来られるよう
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に残しておかなければいけない、そういうことがこの町の値打ちなんだというふうに私は思っ

ているんですけども、このことについては教育委員長さんいかがでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 鈴木教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんのほうから先ほどの意見でも出ておりましたけども、学校がなくなるという言

葉が何回か出てきたんですけども私はこう考えます。たしかに近くにあった小学校あるいは中

学校がちょっと遠くなるということも現実にはございますけども、この見解の中でも述べてお

りますようにいろんな教育環境を構築していくということもはっきり言っているわけで、要す

るに子どもたちの教育については力を入れてやっていきますといっておるわけです。通学距離

は延びますけれども、教育内容は充実していくんだと言っているわけですから、学校がなくな

るという言葉についてちょっとどういう意味なのか。たしかに現実にそこにあったものがなく

なるのは事実なんですけども、教育はずっと続けていくわけですし、さらに教育環境の充実を

していこうということをいっているわけですから、ぜひそのへんは分かっていただきたいなと

思うわけです。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 現実に今の計画だと下部地区には学校が１つもなくなりますよね。それは現実だと思うんで

す。いくらいろんなことをおっしゃっても。本当にそれは地域の方たちが不満や疑問や怒りを

持っていることの証だと思うんですね。教育環境って学校が近くにあるということだって１つ

の教育環境だと思うんです。だからいくら設備的に１つにまとめてそこにいくらその分、大量

に、大量というまでもないけども教育予算を増やしますよといっても、それが果たして子ども

たちのためなのかどうなのかということをやっぱり考えると、そうではないと私は思っている

ので、そこのところは見解が違うからこれ以上言っても仕方がないかなと思いますので。 
 それから２点目、２０１６年に中学校を１校にする明確な理由はということで、今年５月か

ら６月にかけて説明会をして、皆さんに周知をして丸３年経たないですね。中学校を１校にす

るといってから。それはどう考えても皆さん思っているように性急な、拙速なことではないか

なというふうに思っているんですけども、これは２０１６年に中学校を１校にする、その明確

な理由これを教えてください。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 それではお答えいたします。 
 後期統合計画では現状を鑑みた上で中学校の適正規模を１校としました。その後に続く小学

校の統合よりも先に中学校のほうを統合しておく必要があるということから、平成２８年の

４月に統合と決定したわけです。前倒しをするようなことがあればそれも可能でもいいかなと

いうふうに委員会のほうでは考えております。円滑な統合を行うためには２年以上の準備期間

を置いたほうがベストだろうという形で２８年の４月という日を決めさせていただきました。 
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〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 小学校を統合するからその前に中学校をということなんですけども今まであった学校を閉校

にしてしまって身延中学校が１つになる。そこへ行くのに２年あればいいというのは、あまり

にもその住民の皆さんの思い、保護者・子どもたちの思いを無視した考え方ではないかなと思

うんです。そういう気持ちとかそういうものって２年で解決できるんですか。それをお聞きし

たいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 住民の皆さんの思いを２年で納得させることができるかどうかということでございますけど

も、先ほど来から教育長と教育委員長が申し上げているとおり、これは児童生徒のことを考え

て行っている計画です。今までにご質問いただいているのは町の活性化うんぬんということに

主眼を置いた内容が非常に多うございましたけども、私たちはあくまでも児童生徒の今の現状

を考えて平成２８年４月に中学校をとりあえず統合します。そして翌年から小学校に着手する

というのは、先ほど松浦議員がおっしゃいまいたように古関地区で先に小学校が廃校になった

ため、中学校も存続ができなくなって１年後に後追いで廃校になったというふうな事情がござ

いました。そういうねじれを解きほぐすためにも、中学校を小学校に先んじて平成２８年に統

合するということを考えたわけです。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 子どもたちのためと言いながら３年も経たずに１校にしてしまう。こういう強引なやり方っ

て私、子どもたちに対しても愛情が感じられないんです。本当に子どもたちのためだとお考え

なんでしょうか。なんかスケジュールに合わせて、やると決めたらやらなければみたいなそん

な感じで、子どもたちのために３年足らずでやるとおっしゃったけども私にはそういうふうに

感じられないんだけども、それは私がそう感じられないだけなのかも分からないです。でもこ

のことについて、強引なこのやり方、これは私だけではなくて地域住民の皆さんも強引なやり

方だというふうに、先ほどからの同僚議員の一般質問の中にもそういう内容が多々あったと

思って、私だけではないんではないかなというふうに思っているんですけどもこれについては

いかがでしょうか。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡邉教育委員長。 
〇教育委員長（渡邉勢津子君） 

 たしかに３年というスパンでものを考えるというのは疑問が残るかもしれません。ただし中

学校を巣立っていく、例えば下部の中学生、下部中学校は来年１４人、再来年は８人。それか

ら久那土中学校も１１人、その翌年が９人が現状のままで卒業してしまいます。もう少し今の

子どもたちをどうするかという見方をすると、早急にいろんな経験をさせて卒業させてやりた
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いなという、そんな思いでおります。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 これは私は愛情が感じられないというふうに思いましたけども、教育委員長はそうではなく

て、もっと多くの子どもたちにそういう経験をもっと早くにさせてあげたかったという見解な

ので、これはもう見解の相違のということで仕方がないので、いずれにしても３年でいろいろ

始末をつけて、３年もないですよね、４月ということであれば。その中でやってしまうという

ことが本当に子どもたちのことを考えているのかどうなのか、私はそうではないんではないか

なというふうに言わせていただいて、時間もないので次の質問に移りたいと思います。 
 ２番ですけども国民健康保険の改善についてということで質問をさせていただきます。 
 国民健康保険の改善、国保税が高くて払いきれない、払ったら生活していけないと多くの声

があります。医療費が上がったから国保税の引き上げでなく、町民の生活をどう守るのか、町

独自のさらなる努力が必要だと思います。住民負担軽減の努力がどのようにされているのか、

４点にわたってお聞かせいただきたいと思います。 
 まず予防事業や健診に力を入れ医療費を抑える努力はということで、私は何回もここでこの

質問をさせていただいて、そのたびに答弁はいただいているんですけども、その答弁していた

だいたあと、どういうふうな進捗状況だったかということも含めてお答えをいただきたいと思

います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 予防事業や健診に力を入れ医療費を抑える努力ということでお答えさせていただきます。 
 ご存じのとおり医療費はガンや生活習慣病といわれる慢性的な病気の増加、医療技術や薬の

進歩、高齢化などを背景に増え続けております。現在、本町では医療のお世話になる前に事前

に健康管理に気を配り生活習慣病の前段階でありますメタボリックシンドローム、いわゆる内

臓脂肪症候群を予防・改善をしようと健診・保健指導を実施してきております。 
 まず受診率向上というのも毎回、叫ばれておりまして向上をしましょうということで、保健

師を含め相談する中で受診しやすい環境づくりということにつきましては、まず送迎希望者の

送迎です。来られないという方がいらっしゃいます。そういう方たちには希望をとりまして送

迎します。そして受診対象集落以外の日の受診、集落の指定をしますが、集落指定日以外の日

も受診可能ですよということの実施。そして健診実施期間に土曜日、日曜日を設定しましょう

ということで実施してきております。また申し込み期限のときに、今年はちょっとこの日程で

は大変だなという形の方が多々おりました。そうしますと１年、先送りになるということで申

し込み期限終了後につきましても随時、間に合えば受け付けをしましょうというようなことで

行ってきております。 
 各集落に保健推進委員さんがおります。毎年、新たになさってくれる方と引き続きやってい

ただける方がいらっしゃいますが、本町の国保の実情を知っていただきまして、受診率向上の

ために健診への参加の声掛けをお願いしておりましたり、取り組みについても提案や助言を私

たちのほうにいただくということのご協力をいただいております。 
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 そして未受診者に対する対策につきましては、個別受診勧奨通知というのを送付します。そ

れは健診、今年来なかったよという方につきましては通知をお出しいたします。その後、保健

師が個別にお電話をしまして受診勧奨、ぜひこういうことですので受診しましょうという声掛

けをしております。また国民健康保険の特定健診の対象者、４０歳から７５歳につきましては

入院中や寝たきりなどの特定の理由の方は受診できませんので、それ以外の方については一方

的に健診キットという形で申込書だけではなくて、健診にこれを持って来てくださいよという

意味で健診キットを送付しまして受診勧奨をしている状況になっております。 
 また生活習慣病などで病院に入院している方や、病院で受診をしている方につきましては今

年の１０月から山梨県内で実施を一緒にするのですが、かかりつけ医からの情報提供契約を各

病院と結びます。それに基づいて健診結果情報を町が得て、受診率向上に結びつけていこうと

いうことを実施していきます。 
 保健事業につきましては保健師を中心に健診結果の状況や医療費分析をもとに推進している

状況でございますが、特に特定健診の受診率が低いのは４０歳から５０歳代の男性ということ

で、その受診率向上を積極的に行うということと生活習慣病予防に重点を置いた保健事業を展

開してメタボ解消メニューの各種教室等の事業の開催を実施しているという状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 前に比べていろいろご努力はされているというのは理解していますし、だいぶ健診も受けや

すく努力をされているのは理解しているんですけども、それでもまだやっぱりお金が高くて健

診がなかなか受けられないとか、そういう部分でもうちょっと違う面で力を入れるべきことが

あるんではないかなというふうに思います。 
 お隣の南部町では住民健診の受診率を引き上げて医療費抑制に努めているという話とか、

やっぱり近隣町村、いろんな成果を出しているんですね。そういう意味では峡南地域の課長さ

んたちで話し合いもあるという話も伺っていますけども、よそでいいものは積極的に町でも取

り入れながら、さらに私は努力をしていかないとなかなかこの医療費というのは高騰を抑える

ことができないんではないかなというふうに思うんですね。 
 それともう１つ、介護保険では地域包括ケアということで、みんなで介護保険の方をケアす

るというのがあるんですけども、やっぱり一般の方たちももうちょっと、例えば生きがいデイ

から始まって医療・福祉・保健に関わる人たちがみんなでそういう知恵を出し合って、どうし

たら健康でいられるかということを考えるような、そういうことも必要なんではないかなと

思っているんですね。今、生きがいデイなんかはかなり高齢の方が生きがいデイを利用してい

るという実態があって、なかなかそれも人数がというような状況も聞いています。もっと若い

うちから、元気なうちからそういうところに行って血圧測定をしてもらったり、やっぱりみん

な不安だから病院に行くんであって、そういう不安が解消されれば病院に行かなくて済む人

だっていると思うんですね。そういう意味ではもうちょっと、努力をされている、民生委員さ

んに協力していただいたり、そういう声掛けをしていただいているということは聞いています。

だけども、もっともっとやっぱりそういうところを増やしていかないと介護保険に移行する方

たちが、その生きがいデイの中でも介護保険に移行する方たちが出てしまって、なかなか利用
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する人たちが少なくなってしまうというそういう状況がありますので、やっぱりもっと若いと

きから生きがいデイを利用するとか地域の方たち、公民館の方たち、さっき保健推進委員の方

が協力していただけるということなんですけども、こういう方たちももっと違う意味で巻き込

んでいく中できっと協力していただけると思うんですね。そういう意味では医療費を抑えるた

めに協力をしてくださいということで、どういうところを抑えればいいのかというような会議

をしながら、ぜひ医療や福祉それから保健、全般に対してそういうようなケアをするような会

議をもっていただきたい。 
 この前、質問をしたときには生涯学習と連携をしてなんていう話もお聞きしましたけれども、

そこだけではなくて、いろんな方たちとの連携でしていかないと、この難関は乗り切れないん

ではないかなと思いますので、そのこと医療、福祉、保健に関わる方たちとの連携ということ

についてはどういうふうにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 今言われましたとおり、健康づくりは国保につきましては町民課で行っておりますが、国保

以外の方も当然、町民の中にはいらっしゃいます。ご存じのとおり、退職されますと国保に入

る方がほとんどで、退職者国保とかありますが、そしてそのあとは７５歳以上になりますと後

期高齢者という形で全員の方が移行します。先ほど触れましたが特定健診とか受診率が低い方

は４０歳から５０歳ということで、会社にいて受けてくれていればいいのですが、退職されて

国保に入って病気が発生したという形もあろうかと思います。ですから健康づくりという形で

身延町全体で考えていかなければならないし、これは日本全体の話だと思うんですが、大きい

問題ですが少しずつの積み重ねが大事かなというふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 先ほどの同僚議員の質問の中でもあったんですけども、私たち佐久穂町へ研修に行ってきま

して、そこは会社に勤めている方も町民なんだと。町民の一人なんだということでみんな全員

を対象に健診をしていて町民ぐるみでそういうことをしているというような、努力をされてい

る話も聞きましたので、ぜひ国保とかそういうふうに限らずにいずれというか、町民一人ひと

りが町民ですから、ぜひそういう努力を続けていただきたいと思います。 
 それから時間がないので国保税を下げる努力はということで、もともと低所得者とか無職の

方たちが加入する制度、国民健康保険という制度なんですけども、これは加入者の保険料だけ

ではとてもやっていけないと。そのために国庫支出金という制度運営上、不可欠だと思うんで

すね。その国庫支出金がだんだん減ってきているから、各市町村はどこも国保財政が厳しいと

いう１つの大きな原因があって、いくつか原因はあると思うんです。これが一番大きな原因だ

と思うんですね。いろんなジェネリックを利用したり、いろんなことは努力されていると思う

んですけども、やっぱり直接下げるためには一般会計からの繰り入れ、これが私、必要だと思

うんですね。予算が立てられないということで借り入れ、今までしていて今回もそれで返す、

借りたものを返さなければいけないですから返して、また来年どうなのかという不安もありま
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す。そういう意味では、全国的にはやっぱり町民の皆さんに医療費のことを転嫁するんではな

くて町で医療費を下げる努力をしながら、一方では一般会計から繰り入れをしているところが

全国的にはあるし、県内でもお隣の市川三郷町もそうですし、ほかにもあります。何回も私、

この問題については質問をしているんですけども、山梨県社会保障推進協議会というところで

毎年、県に対していろんな要望を出しています。その中でこの一般会計、一般財源からの繰り

入れのことを要望しましたら、県は一般会計からの繰り入れについては市町村が独自の判断で

行っているものですという回答があったということで、そういうことを踏まえて住民に転嫁で

きないというふうに判断されたところは一般会計から繰り入れをされていると思いますけども、

今後この身延町で一般会計からの繰り入れについてはどういうようなお考えでしょうか。され

るのか、されないのかお聞きしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 本来、借り入れをなしでやるのは当然です。そのためには財政調整基金を持っていて、それ

を運用しながらやっていくというために持っていました。しかしご存じのとおり平成２３年度

で基金を全額取り崩して繰り入れを行いました。現在では基金が一切ないという形です。２３年

度、２４年度と国保の税率改正をさせていただきました。そして２４年度につきましては全額

税率改正をすると、とてつもなく国保加入者の負担が厳しいということで１，７００万円の借

り入れという形で予算を計上させてもらったところ、３月補正のときに、決算見込みで借りな

くて決算ができそうだということでなくさせてもらいました。また２５年度の当初予算におき

ましても、やはり税率改正、どうしましょうかという形で、これ以上はやはり県内でも厳しい

という形でおりまして運営協議会の答申で借り入れ予算という形でやむを得ないということで

させてもらったところでございます。 
 おおむね８，４００万円の当初予算で借り入れという形でさせてもらったんですけども、今

議会の補正予算におきまして、２４年度の決算が出たということで借り入れがない予算という

形でさせてもらったところでございます。 
 一般会計の予算上は繰り入れですが、借り入れという形でさせてもらっております。法定分

の繰り入れにつきましては全額一般会計から入れさせてもらっております。それ以外には、法

定外繰入という形で呼んでいます。これにつきましてはやはり町も国保だけではなく、先ほど

言いましたように社会保険の加入者等もいらっしゃいます。全員が国保の加入者であれば、一

般会計から繰り入れるのもやむを得ないと思うのですが、できるだけ一般会計からは借り入れ

という形で予算を組ませてもらって、この場を乗り切っていこうということでおります。平成

２６年度予算、これから医療費の状況も見ながらになりますが、なるべく借り入れない予算で

できたらなという気持ちでおります。借り入れという形でやむなく行っているということでご

承知していただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 そういうお答えだろうと思っていますけども、やっぱり町村の裁量でこれ以上は無理だなと、
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町民負担は無理だなということで裁量でやっているところもあります。そういう意味では町長

のお考え方、時間がないので一言で結構ですけども。 
〇議長（福與三郎君） 

 望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 法的に繰り入れできる金額は１００％繰り入れを当然しておりますが、国保は申し上げるま

でもなく特別会計であるということもご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 では繰り入れはなしということで、制度の活用状況ということで国保税が払えない滞納者に

対して国民健康保険法７７条に基づく減免、それから医療費一部負担の減免制度の４４条に基

づく減免申請で、いろんな制度がありますけども、７７条がこの町ではあっても利用されてい

る方がどうなのかというそこが問題だと思うんですけども、この制度についてお答えをいただ

きたいと思います。どうなっているのか、状況が。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
〇町民課長（佐野文昭君） 

 ７７条につきましては特別の理由のある者に対しては今のところ該当がないということでご

ざいます。そして４４条につきましては、昨年も一般質問等ございまして昨年は前向きに検討

させてもらってつくるということでいました。今年２５年４月１日から身延町国民健康保険一

部負担金の減免等に関する取り扱い要綱を定めさせていただきました。内容を知っていただき

たいということで広報みのぶの８月号に掲載をさせていただき、今、周知をしているという状

況でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 やっと４４条が出たということで評価はしますけども、これがやっぱり７７条と同じように

利用できなければどうしようもないですね。どうしたら住民の皆さんのためになるのかという

ことを、運用も考えながらぜひ周知徹底をしていただきたいと思います。 
 それから最後に国への要望ですね、先ほど言った国庫支出金のことも言いましたけれども、

やっぱり全国的に厳しいという状況なんですけども、特にこういう市町村は高齢化とか低所得

者が多いとか、そういうところって特に大変な思いをしていると思うんですね。全国町村会か

なんかでやっぱり要望はしていると思うんですけども、身延町としてこういう状況だというこ

とで、私はもっと訴えていいんではないかなと思っているんですね。もちろん共産党では毎年

そういうことを要望していますけども町として町村会だけではなくて町としてやるべきではな

いかなと思いますけども、その点やっているのかどうなのか町長ぜひお願いしたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 佐野町民課長。 
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〇町民課長（佐野文昭君） 
 今言われましたとおり町村会へは毎年行っておりますが、国保の状況ということで、今まで

国庫支出金ということは出さなかったのですが、町として身延町が県下でも国保は厳しいとい

うことで町村会へ提出すると同時に町長からも訴えていただいている状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 次に３番目へいきます。 
 ３番目は重度心身障害者医療制度窓口無料廃止についてということで質問をさせていただき

ます。 
 ６月補正予算に重度心身障害者医療制度窓口無料廃止に伴う医療費集計支払いシステム改修

町負担金が計上されました。この反対討論でも明らかにしましたが、この予算は重度心身障害

者医療費窓口無料化制度を廃止し来年１１月から自動還付方式にするため国保連合会のコン

ピューターシステム改修費を県と市町村が折半で負担する経費の計上です。 
 重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料化は２０年以上に及ぶ重度障害者や家族、医療機

関や関係団体の粘り強い運動によって平成２０年に実現した制度です。身体障害、知的障害、

精神障害の３障害の重度障害者を対象とし所得制限はあるものの、この制度によって身延町だ

けでも７００人以上の方々が窓口の負担がなく医療が受けられるようになり大変喜ばれてきま

した。県内の対象者２万８千人余りのうち約７割の方が所得ゼロ、障害者年金だけの方も少な

くないと聞いています。重度心身障害者の多くは定期的・継続的に受診しています。医療がな

ければ生きていくことができない方が多いのが現状です。検査や手術、そして入院、薬を欠か

すことができません。自動還付方式とは窓口で支払うお金を用意しなければなりません。重度

心身障害者と、その家族にとって立て替えるお金を工面することが容易ではありません。 
 重度心身障害者医療制度の窓口無料を自動還付方式に変更しようとしている県は県内６会場

で変更内容の説明会を開きました。障害者や家族、医療福祉関係者などが多く集まりましたが

制度変更への理解より不安や疑問、批判が多かった説明会でした。 
 県障害福祉課の担当者が制度の変更について医療機関の窓口でいったん医療費を支払い、約

３カ月後に本人口座にその分が県から振り込まれる。支払いに必要な資金を事前に貸し付ける

制度を創設するなどと説明しました。窓口無料を実施している自治体への国のペナルティ分が

制度維持の負担になっているためという説明に私たちの存在自体がペナルティの対象なのかと

いう声もありました。 
 急な病気や事故でお金がない場合はどうするのか。重複障害者も多く貸付手続きで役場に行

くだけでも大変という声もありました。峡南地区の説明会は８月９日、中富総合会館で行われ

私も参加しました。現在４つの病院にかかっているがいったん医療費を支払うことになれば病

院に行くことができない。親自身も年を取ってきて手続きに行くこともだんだんできなくなっ

てきているなどの声がありました。町の担当者も参加されたと思いますがこの方たちの思いを

どう捉え対策を考えていますかということで、５分前ということなのでちょっとあとで、再質

問を先にやりますけども、「私も言いたい」欄に８月２９日に「障害者医療助成新方式は再考を」

ということで甲府の総合市民会館で開かれた説明会に参加された方の投書がありました。当事

 １３２



者などからは重度障害と再発しかねない病気を抱え障害年金でぎりぎりの生活をしている。そ

の上に医療費を窓口負担し３カ月後に還付では必要な医療が受けられなくなり、命に関わるな

どと不安や質問が多くあり時間切れになってしまった。県からは支払いに不安がある場合は必

要資金を無利子で貸し付ける制度を創設する。借り入れには毎月市町村に出向かなければなら

ないという説明があったが今後検討していく項目もあった。医療費支払いのために毎月借り入

れ申し込みをするようなことでは負担が大きすぎるので次の提案をしたい。外来入院の医療費

支払いの際に市町村でなく病院の受付に貸付用紙を備えておき支払い医療費と同額を記入し病

院が市町村に送付して市町村は受給者の還付金を病院へ直接振り込むことができるよう、あら

かじめ手続きをしておく方法にしたらどうかという、そういう投稿だったんですね。 
 私は町で直接貸し付けるということは無理だと思うので、そういうときに町でできない福祉

サービスをしている社協が貸し付けをすることがいいのかなというふうに思ったんですけども、

こういう投書があったようにこういう方式も、もっといいんではないかなというふうに思った

ので町の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 笠井福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（笠井喜孝君） 

 時間がないということで再質問を先にということなんですが、この貸付制度、県が準備をし

ています。これの運営の仕方等も今、県が細かいところを町村と打ち合わせもする中で進めて

おります。今ご提案された病院で申込書等も置けないかということも当然、県が検討してくれ

ると思います。 
 ただ、ちょっと問題になってくるのは１カ月分の医療費の自己負担分を事前に貸し付けると

いうことで、これは全国に例がないことを山梨県がやろうとしています。１カ月分の限度額等

を計算する上で病院の窓口でそれができるかどうか、３つ、４つの病院を受診しているという

ことであれば難しいところもあるのかなと思います。いずれにしてもそういう要望を含めて県

が制度を整えていくということでご理解いただきたいと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 渡辺文子君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 県の説明会に行って、県は何しろそのペナルティ分を払わなくて済むようにしたいという意

思でこういうものを出してきたんですね。住民がいくら困っている、なんとかしてもらいたい

と言ってもなかなか県はこの制度で、２週間前に貸し付けますなんて急に病気になったらどう

するのかとかそういう問題も多々あって、今後皆さんのご意見を聞いて検討しますという答え

が多かったんですね。そういう意味で、やっぱり住民の皆さんの声を聞いている市町村がそう

いう声を県に上げていく、困っている実態を県に言っていくということが私は大切ではないか

なと思いますので、ぜひいろんな知恵を出して障害を持った方たちの声も含めて、もうちょっ

と県のほうに言っていただきたいと思いますけども。 
 以上をもって私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（福與三郎君） 
 以上で渡辺文子君の一般質問は終結いたします。 
 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 
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 これをもちまして本日は散会といたします。 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 それでは相互にあいさつを交わし、終わりたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ４時０７分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし始めたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（福與三郎君） 
 本日は大変にご苦労さまでございます。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので直ちに会議に入ります。 
 本日は議事日程第４号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 付託議案に対する委員長報告を求めます。 

 はじめに、総務産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 
 総務産業建設常任委員会委員長、松浦隆君。 
 登壇してください。 

〇総務産業建設常任委員長（松浦隆君） 
 それでは、総務産業建設常任委員会審査結果の報告をさせていただきます。 
 （以下、総務産業建設常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（福與三郎君） 
 次に、教育厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、河井淳君。 
 登壇してください。 

〇教育厚生常任委員長（河井淳君） 
 それでは、教育厚生常任委員会審査結果の報告をいたします。 
 （以下、教育厚生常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（福與三郎君） 
 以上で委員長報告は終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員長報告に対する質疑を行います。 

 はじめに、総務産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので質疑を終結いたします。 
 次に、教育厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので質疑を終結いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 委員長報告に対する討論を行います。 

 はじめに、総務産業建設常任委員会委員長の報告に対する討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 総務産業建設常任委員会委員長報告に対する反対討論をいたします。 
 認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について 
 平成２４年度身延町一般会計、歳出１３款諸支出金について反対討論いたします。 
 町長は常に後世にツケを残さないと発言をされています。もちろんそのことも大事だと思い

ますが今、生活に苦しんでいる町民のためにどうお金を使って町民を守るのか。不便な思いや

不安を抱えている町民を守るためにどう使うのかが身近な行政である町の仕事だと思います。

決算審議の中で担当者からサービスを削らないで余った分を基金に積み立てると説明を受け

ました。しかし、町民が切実な思いで困ったことをなんとかしてもらいたいと相談しても予算

がないとなかなか聞いてもらえないのが現状です。２４年度財政調整基金は４億８４万３，

８３２円増え決算年度末現在高１５億６，６３２万９，１４８円です。公共施設整備等事業基

金は２４年度４億４６万２，１９６円増え決算年度末現在高９億９，６７４万４，６３０円で

す。これらの多くの積み立てる基金のうち一部でも使い、高い国民健康保険税や介護保険料の

住民負担軽減や住民サービスに使うべきだと思います。 
〇議長（福與三郎君） 

 討論はございませんか。 
 野島俊博君。 

〇３番議員（野島俊博君） 
 認定第１号 身延町一般会計歳入歳出決算、１３款諸支出金につきまして私は賛成の立場か

ら討論をいたします。 
 まず１目財政調整基金費の４億円および４目公共施設整備基金費の４億円につきましては

本町歳入の約半分を占める交付税の留保分を積み立てたもので将来の財政運営に必要な処理

でございます。 
 また平成２５年第１回定例会におきまして議案第１８号 平成２４年度補正予算（第７号）

といたしまして３月５日に提出され、これを私たちは議決をいたしました。そして処理をした

ものでございますので、適正な処理でありますので賛成をいたします。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に討論はございますか。 
 （ な し ） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
 次に教育厚生常任委員会委員長の報告に対する討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について 
 平成２４年度身延町国民健康保険特別会計決算について、反対討論いたします。 
 長引く不況で住民の生活は大変厳しい現実です。多くの方から国保税が高く払うのが大変、

払いきれないという切実な声を聞いています。こういう中で昨年に続き２年連続の値上げでし

た。所得３００万円の夫婦と子どもの４人家族（固定資産税６万円の場合）国保税が５５万８，

９００万円にもなります。同じ場合の南部町の国保税４１万４千円に比べて１４万４，

９００円も高くなっています。同じ場合のほかの市町村と比べて身延町が一番高くなっていま

す。住民の負担軽減のために一般会計からの繰り入れをすべきです。住民健診をさらに安くす

るとともに予防に住民の皆さんと一緒に取り組むべきです。 
 平成２４年度身延町後期高齢者医療特別会計決算について、反対討論いたします。 
 廃止するといっていたこの制度が存続され続け２４年度から保険料が値上げをされました。

２年ごとの改定で１人当たり平均保険料６万７，９８７円が６万９，６０８円になり１，

６２１円上がりました。保険料は今まで家族に扶養されていた方、無年金の方を含め、すべて

の後期高齢者が支払っています。年金から天引きできない普通徴収の方の保険料の収入未済額

が２３年度８９万７，５４０円、２４年度８２３万２，４８０円は徴収に手違いがあったとい

う説明でしたがそれにしても多い金額です。高齢者の数や医療費の増大に応じて自動的に値上

げをされていく高齢者いじめの後期高齢者医療制度は廃止をすべきです。 
 平成２４年度身延町介護保険特別会計決算について、反対いたします。 
 ３年ごとに改定される介護保険料は第４期と比べると第５期は４５％の値上げです。この大

幅な引き上げは所得の低い高齢者の生活を一層深刻にしました。平成２３年度の決算における

年金から天引きできない普通徴収保険料の収入未済額が６０７万２，１６０円で２４年度は

２３０万円多い８３８万４，３６０円でした。介護保険料利用料が高く、お金が心配で必要な

サービスが受けられないと聞いています。住み慣れた家でなるべく長く住めるための在宅の充

実はこの町のお年寄りの願いです。しかし介護する人が少ないのも現実です。家で看たくても

看ることができないのに特養にはいっぱいで入れない。一人暮らしで要介護４、５の人たちが

なかなか特養に入れない。自宅で待機せざるを得ない多くの実態があります。保険料を払って

も利用できない多くの高齢者がいます。国に負担割合の引き上げを求めるとともに一般会計か

らの繰り入れをし介護保険料の軽減をすべきです。全国で約３割の自治体では一般会計からの

繰り入れをし介護保険料の軽減をしています。 
〇議長（福與三郎君） 

 賛成者の討論を求めます。 
 ございませんか。 
 穂坂英勝君。 

〇１２番議員（穂坂英勝君） 
 まず平成２４年度国民健康保険特別会計決算について、賛成の立場の討論をいたします。 
 まず決算認定でございますので、予算審議に触れるような形の中のものには触れません。と

りあえず今この決算が歳入総額２１億８，９００万円、歳出総額２０億４，１００万円、結果

として繰り越しが１億４，０８０万円になったとこういう決算でございます。よく審査してみ

ると中身は、いろいろな主な内容は国保税の４億６，６００万円、これに前年度対比は４，
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３００万円増額です。 
 それから前期高齢者の交付金、これも５億２，２００万円のところが前年対比３，２００万

円が増えている。そうなると県支出金がありますし繰越金等ありました。内容は当初予算では

１，７００万円を一般会計へ借り入れての予算でありましたが決算では歳出の保険給付金が前

年度より、ご承知のように４，８００万円。万で切り捨てておりますのでご承知ください。後

期高齢者支援金等が前年度より１，４００万円増になり、そして歳入で国保税が前年度より４，

３００万円増額。結果として１億４千万円の黒字の決算を打てたと。これはご説明にもあった

ように一般的な用語で県もペナルティとして県に支払ったものの返還金があったから、こうい

うフロックな状態ではあったにせよ、保険税の値上げを避けながらこうした黒字の健全な会計

で終わったことを非常に評価すべきものだと思っております。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 平成２４年度身延町後期高齢者医療特別会計決算の賛成討論、芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 現在、後期高齢者医療広域連合の監査委員をさせていただいておりますので、その関係で一

言賛成討論を述べさせていただきます。 
 たしかに平成２０年にこの制度が始まりまして、平成２４年度で終了するという当初の計画

でございましたけども、現在も引き続き継続されています。私はこの制度そのものが非常にい

い制度であると。国民健康保険などと比べると非常にいい制度であるというふうに自分自身で

は考えております。県全体が１つの連合になって、こういう後期高齢者の医療を支えていくと

いうことで、本来は国民健康保険もそのような形で進んでいってもらえば、もうちょっと会計

も楽になるのかなという気がいたしますけれども、そういう意味で後期高齢者医療特別会計そ

のものが私は肯定的に理解すべきものであると考えていますので賛成討論をいたしました。 
〇議長（福與三郎君） 

 平成２４年度身延町介護保険特別会計決算についての賛成討論を求めます。 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 ２４年度の決算につきまして賛成討論をしたいと思います。 
 これは２４年度予算を執行した結果の審査であります。介護保険制度についてはいろんな問

題点もあろうかと思いますが、その範囲内で担当がそれぞれ苦心しながら介護保険制度を最大

限利用して、この予算を執行したものでございます。 
 なお、教育厚生常任委員会としまして慎重審議の結果、全員賛成によってこれを承認、決議

したものでございます。 
 以上です。 

〇議長（福與三郎君） 
 他に討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 他に討論もないので、討論を終結いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 提出議案に対する採決を行います。 

 認定第１号について、委員長報告のとおり原案を認定することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって認定第１号 平成２４年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について

は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
 議案第６７号について、委員長報告のとおり原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第６７号 身延町子ども・子育て会議条例の制定については原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 
 議案第６８号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第６８号 身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例の制定について

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第６９号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第６９号 身延町簡易水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例

については原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７０号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７０号 身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例については原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７２号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７２号 平成２５年度身延町一般会計補正予算（第３号）については原案のと

おり可決することに決定いたしました。 
 議案第７３号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
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 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７３号 平成２５年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

ては原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７４号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７４号 平成２５年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）については

原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７５号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７５号 平成２５年度身延町簡易水道事業等特別会計補正予算（第２号）につい

ては原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７６号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７６号 平成２５年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）に

ついては原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７７号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７７号 平成２５年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 議案第７８号について、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７８号 平成２５年度身延町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）につい

ては原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 請願第１号について、委員長報告のとおり原案を採択することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願に

ついては原案のとおり採択することに決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 委員会の閉会中の継続調査について議題といたします。 

 総務産業建設常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会

広報編集委員会委員長、議会活性化等調査検討特別委員会委員長より所管事務調査について身

延町議会会議規則第７５条の規定により、お手元に配布しました申出書のとおり閉会中の継続

調査の申し出がありました。 
 お諮りをいたします。 
 以上、各委員会委員長からの申出書のとおり議会閉会中の継続調査とすることにご異議ござ

いませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、各委員会委員長からの申出書のとおり議会閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 
 お諮りいたします。 
 追加議案が提出されました。 
 これを日程に追加し議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程第１から追加日程第５を議題にすることに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 追加提出議案の報告ならびに上程を行います。 

 議案第７９号 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の変更について 
 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 同意第３号 身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区管理会委員

の選任について 
 発議第２号 道州制導入に断固反対する意見書 
 以上議案２件、諮問１件、同意１件を上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 追加提出議案に対する説明を求めます。 

 議案第７９号、諮問第２号および同意第３号について、望月町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいま議長よりご指名を頂戴いたしましたので、提出案件の提案理由についてご説明を申

し上げます。 
 今回の追加提出案件は、身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の変更に関わる協

議案件が１件、人事案件が２件の計３件となっております。 
 それでは順を追って説明をさせていただきます。 
 まず議案第７９号 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の変更についてであ

ります。 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規

約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 
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 平成２５年９月１３日 提出 
身延町長 望月仁司 

 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合の規約の一部を変更する規約 
 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の一部を次のように改正する。 
 第５条中「１２人」を「１０人」に「６人」を「５人」に改めるものでございます。 
 附則 
 （施行期日） 
 １．この規約は山梨県知事の許可のあった日から施行をいたします。 
 （経過措置） 
 ２．この規約に関わる変更後の身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約第５条の規

定はこの規約の施行の日以後に任期が開始する議員について適用をし、当該任期の開始前

における議員の定数については、なお従前の例によります。 
 提案理由 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規

約を変更する場合の関係地方公共団体の協議会は、同法第２９０条の規定により議会の議決を

経る必要があるため本案を提出するものであります。 
 次に諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。 
 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により議会の意見を求めます。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町日向南沢５８１７番地 
 氏  名 樋川すみ子 
 生年月日 昭和２２年８月２０日 
 提出日、提出者名は省略をいたします。 
 提案理由 
 平成２５年１２月３１日に幡野幸子委員の任期が満了するのでその後任委員を推薦したい。 
 これが議会の意見を求める理由でございます。 
 同意第３号 身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区管理会委員の選

任についてであります。 
 身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区管理会委員に下記の者を選任

したいので、身延町恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定に基づき議会の同意を求

めるものでございます。 
記 

 住  所 身延町八坂３２５番地 
 氏  名 今福益行 
 生年月日 昭和１４年２月１９日 
 提出日、提出者名は省略をいたします。 
 提案理由 
 身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区管理会委員に欠員が生じまし

たので、新たに委員を選任したい。 
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 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 以上でございます。 
 なお諮問第２号につきましては翌年、来年の１月１日付けの法務大臣委嘱に向け１０月中旬

には法務局に候補者を推薦する必要があること。また同意第３号につきましては財産区管理会

委員の欠員が生じたことから新たに委員の選任をする必要があるため、本定例会に追加提案を

させていただきました。よろしくご審議の上ご議決くださいますようお願い申し上げます。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に担当課長から詳細説明を求めます。 
 なお、諮問第２号および同意第３号については人事案件でありますので詳細説明は省略いた

します。 
 議案第７９号について、笠井総務課長。 

〇総務課長（笠井一雄君） 
 それでは議案第７９号 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の変更について

詳細説明をいたします。 
 本議案は身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合議会の議員定数を変更することに伴

いまして地方自治法第２８６条第１項の規定により規約を変更するものであります。このため

地方自治法第２９０条の規定により構成団体である身延町の議会で議決が必要となりました。 
 規約の変更の内容でございますけども、第５条の議員の定数を「１２人」から「１０人」と

２名減といたしまして関係町それぞれ「６人」を「５人」と改めるものであります。 
 なお、附則に関しましては施行日を山梨県知事の許可のあった日からとし、身延町・早川町

とも議会議員選挙があるため経過措置を設けたものであります。 
 以上、議案第７９号の詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお

願いをいたします。 
〇議長（福與三郎君） 

 次に発議第２号について、伊藤文雄君から趣旨説明をお願いいたします。 
 伊藤文雄君。 

〇１３番議員（伊藤文雄君） 
 発議第２号 
 平成２５年９月１３日 
 身延町議会議長 福與三郎殿 

提出者 伊藤文雄 
賛成者 松浦 隆 
 〃  河井 淳 

 道州制導入に断固反対する意見書 
 上記の議案は別紙のとおり身延町議会会議規則第１４条第１項および第２項の規定により

提出します。 
 提出理由 
 町村議会は全国大会において「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと」等を決定

し、政府、国会に対し要請してきた。道州制を導入することにより効率性や経済性を優先し、

地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は住民を置き去りにするも
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のであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体

の活力を高めることが、ひいては全体として国力の増強につながるものであると確信している。 
 これがこの議案を提出する理由である。 
 なお、意見書および提出先につきましては、お手元に配布してあるとおりであります。 
 以上で提案の説明を終わります。 

〇議長（福與三郎君） 
 これで提出案件の説明は終了いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第３ 追加提出議案に対する質疑を行います。 

 なお、議案の表題は議案番号のみに省略をさせていただきます。 
 議案第７９号について質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑もないので、質疑を終結いたします。 
 お諮りをいたします。 
 諮問第２号および同意第３号は人事案件、発議第２号は議員提出案件でありますので質疑・

討論を省略したいと思いますがこれにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第４ 追加提出議案に対する討論を行います。 

 議案第７９号について討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論もないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第５ 追加提出議案に対する採決を行います。 

 議案第７９号について、原案を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって議案第７９号 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の変更については

原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 諮問第２号について、原案のとおり採決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りをいたします。 
 本件については、適任ということで異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては適
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任と意見を付すことに決定いたしました。 
 同意第３号の採決は、起立によって行います。 
 同意第３号について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第３号 身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区管理会委

員に身延町八坂３２５番地、今福益行氏、昭和１４年２月１９日生まれに同意することに決定

いたしました。 
 発議第２号について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって発議第２号 道州制導入に断固反対する意見書については原案のとおり採択するこ

とに決定いたしました。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 
 ここで、町長からあいさつをいただきます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 大変お疲れさまでございました。 
 平成２５年身延町議会第３回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつをさせていただきます。 
 本定例会は去る９月５日に開催をされ今日までの９日間、福與議長のもとで私どもの提案に

関わる諸議案につきまして真摯にご審議をいただき、ただいますべての議案につきましてご認

定・ご承認・ご議決・ご同意をいただく中で閉会を迎えることができました。議員の皆さんの

ご協力に心から敬意を表し、お礼を申し上げたいと存じます。 
 さて今議会は特に緊急案件のない限り本日が議員の皆さまにとっては任期最後の議会にな

ると思いますので、一言だけあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。 
 時の経つのは早いもので議員の皆さまにはもう４カ年が経ってしまったという感じだろう

と思います。私とのお付き合いは４カ年でしたが、あっという間の４カ年でした。この間、議

員の皆さまには町民福祉のため大変なご努力・ご尽力をいただいたことに対し、町民を代表し

て感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 
 特に中部横断自動車道への町内２カ所の地域活性化インターの建設決定、さらには平成

２９年度の開通は議員の皆さまの団結そのものでありまして、衷心よりお礼を申し上げるとこ

ろでございます。 
 私個人といたしましても、大変素晴らしい議員さんに恵まれました。気持ちのよい町民福祉

のため、行政と町政を執行することができました。これに対し重ねて感謝とお礼を申し上げた

いと存じます。 
 いよいよ皆さんの任期も余すところ少なくなりました。聞き及ぶところによりますと多くの

皆さんが引き続き町政に対し、お力を貸していただけるとのことですが今期が最後にご勇退な

さる議員さんもおられるやに伺っております。ご勇退なされます議員さまにはそれぞれ多くの

実績を残されての勇退でございます。勇退なされましても尊い経験を生かされまして今まで同

様、町行政に対しご指導をいただけますことを伏してお願いを申し上げるところでございます。 
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 再度、町議会に挑戦なされる皆さんにつきましては、先ほど私が申し上げましたとおり皆さ

んの素晴らしいお力で２カ所のインターができた、このことも町民の皆さまに訴えながら議員

定数２名カットという大ナタも振るっていただきましたので大変な選挙になろうかと思いま

すが１０月２７日には全員が見事ご当選をされまして、またこの議場に戻っていただけますこ

とを神かけご祈念を申し上げます。 
 秋とは申せ、まだまだ暑い日が続いております。議員の皆さまにはお体には十分お気を付け

ていただいて、ますますご活躍をいただけますことをお願い申し上げ閉会のあいさつとさせて

いただきます。大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 
〇議長（福與三郎君） 

 町長にはありがとうございました。 
 町長のあいさつが終わりました。 
 これをもちまして本定例会の会議に付されました事件は、すべて終了をいたしました。 
 身延町議会会議規則第７条の規定により本日で閉会したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会はこれで閉会することに決定いたしました。 
 会期９日間、議員各位には慎重審議をいただき心から敬意と感謝を申し上げる次第でありま

す。 
 私たち任期最後の定例会が無事に終了いたしました。 
 これもひとえに町長をはじめ、執行部の皆さまのご協力によるものと感謝と御礼を申し上げ

る次第でございます。 
 各位におかれましては、町政発展になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、これ

をもちまして平成２５年身延町議会第３回定例会を閉会といたします。 
 大変にご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 それでは相互にあいさつを交わし終わりたいと思います。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

閉会 午前１０時０６分 
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